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情 郵 審 第 ＊ 号 

  令 和 ６ 年 ７ 月 ＊ 日 

総 務 大 臣 

  松 本  剛 明 殿 

 情報通信行政・郵政行政審議会 

  会 長  相 田 仁 

答 申 書（案） 

令和６年５月20日付け諮問第3181号をもって諮問された事案について、審議の結果、下

記のとおり答申する。 

記 

１ 本件、端末設備等規則及び端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の一部の改正

については、諮問のとおり改正することが適当と認められる。 

２ なお、提出された意見及びそれに対する当審議会の考え方は、別添のとおりである。 

以上 

印
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端末設備等規則等の一部改正等に関する意見募集の結果 

（審議会への必要的諮問事項に係るもの） 

意見募集期間：令和６年５月２１日（火）から令和６年６月１９日（水）まで 

提出された御意見の件数：３件 

※意見提出数は、意見提出者数としています。

No. 意見提出者 

１ 株式会社 NTT ドコモ 

－ 個人（２件） 

別添 
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端末設備等規則等の一部改正案に対して寄せられた意見及びこれに対する考え方

意見

No. 

意見対象

箇所 
提出された意見 意見に対する考え方 

修正の

有無 

全体に対する意見 

１ 全体 何をしたいのか、要約や資料などを設けるべきだと

思う。読みづらい縦書きの公示案を読めというのは流

石に傲慢すぎると思う。 

【個人①】 

 改正等の概要を報道発表資料の別紙１として掲載し

ております。 

無 

２ 全体 端末設備等規則改正推進には、慎重になってほし

いです。 

国民に広く意見を求めるべきです。早早に端末を制

限して使いずらくなっては困ります。 

マイナンバーとアイフォンを連携させてつなげること

は、かえって、個人情報漏洩につながり、経済的損失

やインフラの不安定や脆弱性が生じやすくなると思う。

５G を拡大することにもつながり、まことに危うい。 

5G では通信インフラの利用範囲が広がり、スマート

フォンだけではなく、新たなアプリケーションや IoTによ

り、接続端末が急速に増加しているが、そのため、サ

イバー攻撃の対象が大幅に増えるでしょうし。

現状の通信環境においても、サイバー攻撃による

データ流出や情報漏えいは大きな問題となっているで

 総務省において今後の参考とすることが適当と考え

ます。 

無 
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はありませんか？ 

5G の導入によりあらゆる機器がインターネットに接

続されるようになれば、それだけ外部からの攻撃を受

けるリスクが高くなるのです。 

セキュリティ機能の高い機器を採用したり、パスワ

ード管理を徹底するといった対策は、これまで以上に

重要ですが、それをやっても、ハッカーなどプロにかか

れば、日本の脆弱なセキュリティや経験、またスマホ

や PC の使用や安全性を図るうえでの対策についてプ

ロに徹底しきれない能力や費用面など国民の現状で

は、、、通信インフラの利用を推進するのは危険では

ないでしょうか？ 

実際、定期的にファームウェアのアップデートやウィ

ルス対策などを徹底し、システムを最新の状態に保つ

必要があります。 

さらに、現状の通信機器では 5G を利用することが

できず、どこかのタイミングで、5G に対応した通信機

器に切り替えなければなりませんが、５G 電波の人体

健康への懸念は大いにあります。 

充実した、かつ安全なコンテンツやサービスがなけ

れば、5G 対応機器を導入することは難しいのでは？ 

人体への影響について、無人の工場で 5G を利用

するには問題ないかもしれませんが、スマートフォン
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や自動運転、電波が飛び交う建物周辺や屋内となれ

ば、人体への影響も大いに考慮する必要があるでしょ

う。 

5G で利用する電波は、人体に悪影響を与えるので

はないかとも海外でも言われています。 

あの武漢のコロナ騒ぎでも、実は５G が使われてい

たという意見がネットでもありました。また、実際、私た

ち自身、フランスやイギリスやハワイ、カナダなどに行

って、現地のエンジニアや、大学研究者、アップルスト

アの店員から聞いています。

実際に 5G がどれだけ人体に影響するか未知数で

すが、デバイスを人体から離して使用するなど、多くの

人々に周知させ、悪影響を少なくする方法を知らせる

ことは重要です。 

【個人②】 

端末設備等規則及び端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の一部を改正する省令案に対する意見 

３ 省令案第

１ 条 （ 端

末設備等

規則第 32

条 の 23

の改正） 

 弊社としましては緊急通報の重要性を踏まえ、複数

SIM対応端末の緊急通報接続性確保に繋がる今回の

規則の改正案に賛同いたします。 

なお自動切換により複数の SIM 回線からの緊急通

報を試みた結果、どの SIM 回線でも接続できなかった

場合には、それ以上の自動発呼は行わない動作が望

ましいと考えます。こちらの動作を確認する内容を技

賛同の御意見として承ります。 

本規定は複数 SIM 対応端末から緊急通報を行う際

に、いずれかの SIM で発呼に失敗した場合でも、それ

以外に通話が可能な SIM がある場合には、その SIM

での発信を試みるようにすることを目的としています。

そのため、いずれの SIM でも接続ができなかった場合

のそれ以降の動作については特段の規定を設けてお

無 
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適の試験項目に追加してもよいと考えますが如何でし

ょうか。繋がらないにも関わらず緊急通報をかけ続け

てしまう場合、端末のバッテリーを不必要に消費してし

まうように思います。 

【株式会社 NTT ドコモ】 

りません。 

※その他、案について全く言及しておらず、案と無関係と判断されるものが１件ありました。
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令和6年7月29日
総合通信基盤局 電気通信事業部

電気通信技術システム課

情報通信審議会IPネットワーク設備委員会答申を踏まえた

端末設備等規則等の一部改正について

（情報通信行政・郵政行政審議会への諮問）
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情報通信審議会（IPネットワーク設備委員会） 答申の概要

課題と
対応の方向性

・ 端末設備とネットワーク側設備との間の相
互接続性・相互運用性の確保に向けた仕
組みを検討。

複数SIM対応の携帯電話端末等を始めとす
る端末設備の多様化に伴い、端末設備と
SIMの組合せ次第で緊急通報がつながらない
ケースが発生。

① 緊急通報の相互接続性確保のための電気通信設備に係る技術的条件

課題と
対応の方向性

・ 国際規格と整合した規定や、時代の変化
に合わせた端末機器の区分の見直しについ
て検討。

端末設備の接続に係る技術基準について、国
際規格等との整合が図られていない。

② 国際規格等と整合した端末設備に係る技術的条件

8

「デジタル化の進展に対応した事故報告制度・電気通信設備等に係る技術的条件」に関する情報通信審議会
IPネットワーク設備委員会からの一部答申（令和５年７月）のうち、端末設備に係る技術的条件の制度化（端末
設備等規則等の改正）を行う。
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データ専用SIMで緊急通報を発呼
(端末側では音声契約の有無は分からない)

①－１ 緊急通報の相互接続性確保のための電気通信設備に係る技術的課題

複数SIM対応の携帯電話端末で、緊急通報をデータ専用SIMから発呼してしまったり、緊急通報の位置情報の
やりとり時にSIMのID情報が整合せず通信路が切断されるなど、緊急通報がつながらないケースが発生。

これは、複数の携帯電話事業者の携帯電話ネットワークと通信手順が相互に影響し合うことに起因したもので
あり、緊急通報について十分な相互接続性・相互運用性が確保されていなかったことから、相互接続性確保の
ための電気通信設備に係る技術的条件に関する検討を実施。

【事例A】 緊急通報をデータ専用SIMから発呼

音声付きデータSIM
携帯電話事業者のネットワーク

携帯電話端末

データ専用SIM
音声呼

×

音声契約がないので接続しない

【事例B】 位置情報のやり取り時に通信が切断

SIM②
携帯電話事業者のネットワーク

携帯電話端末

SIM① SIM①の音声呼
○

緊急通報受理機関に渡す
位置情報を要求

SIM②で取得した位置情報
×

緊急通報の直前の通信の際に使用したSIM②
の位置情報が端末に保存されている

音声呼と位置情報とでSIMのID情報が整合しないため、
ネットワーク側の判断により通信を切断

9
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①－２ 対応の方向性に基づく省令改正

＜携帯電話端末が新たに具備すべき機能のイメージ＞

 端末設備等規則において、一つのSIMによる緊急通報の発呼が通信として成立しなかったときには他のSIM
に切り替えて緊急通報の発呼を行う機能を、携帯電話端末側が新たに具備すべきものとして規定することが
適当。

携帯電話端末に関する対応の方向性

音声契約付きデータSIM
携帯電話事業者のネットワーク

携帯電話端末

データ専用SIM 音声呼
×

データ専用SIMで緊急通報を発呼
(端末側では音声契約の有無は分からない)

音声契約がないので接続しない

音声呼

他のSIMに切替え

○
新たに具備すべき機能

○：接続成功

×：接続失敗

 複数SIM対応の携帯電話端末に対し、あるSIMで緊急通報ができなかった際に自動でSIMを切り替えて再度緊急通
報を発信する機能を具備することを義務付ける。

 複数SIM対応の携帯電話端末に対する試験方法を新たに定める。

※施行予定日：令和７年７月１日（試験方法のうち一部は令和８年１月１日施行予定）

改正のポイント

10
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②－１ グローバル・スタンダードとの整合性確保に向けた規定の見直し

 「端末設備の接続に係る技術基準」（端末設備等規則）のうち、端末設備の電源回路と事業用電気通信設備と
の間の絶縁抵抗及び絶縁耐力については、IEC60950に基づいて規定されている。

 IEC60950の後継規格として新たにIEC62368が策定されたことから、 「端末設備の接続に係る技術基準」につ
いても当該規格に沿った内容に見直すことが適当。

 技術基準は端末設備に適用
 技術基準適合認定等は端末機器※が対象
※ 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第３条で定める種類の端末設備の機器

端末設備の接続に係る技術基準の概要
電気通信事業法では、電気通信回線設備（ネットワーク）に端末設備を接続

する際の損傷や機能障害の発生を防止する目的から、端末設備等規則に定める
技術基準に適合することを求めている。

端末設備

ONU

Wi-Fi

無線
LAN
ルータ

電話器

PC

スマートフォン

電気通信事業者側

【FTTHの例】

利用者側

ｽﾏｰﾄTV

接続

電気通信回線設備

責任の分界

• 「端末設備」は、電気通信回線設備の一部に接続される電気通信設備であって、その設置の
場所が同一構内又は同一建物内であるもの。

 端末設備等規則に定める絶縁抵抗をIEC62368に準拠したものに修正する。

※施行予定日：令和７年１月１日

改正のポイント
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②－２ 端末機器の種別（区分）の見直し

 電気通信事業者の電気通信回線設備（ネットワーク）に接続して使用される端末機器に付される技術基準への適合表
示において、端末機器の種別（区分）はAからFまでの6カテゴリ存在するが、複数の設備が複合したものについては、
技術基準への適合表示の際に、複数の記号を付すこととなっている。

 アナログ電話端末（記号A）及び総合デジタル通信用設備に接続される端末設備（記号C）については単独の記号で技
術基準への適合表示を行うケースがほとんど見られなくなってきていること、3G以前を想定した移動電話端末（記号
A）については3Gのサービス終了が2026年3月頃に見込まれていること等を踏まえ、端末機器の種別（区分）を見直し。

記号 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

アナログ電話端末

移動電話端末
（３G以前）

無線呼出用設備に
接続される端末設備
（ポケベル）

総合デジタル通信用
設備に接続される端
末設備
（ISDN端末）

専用通信回線設備
又は
デジタルデータ伝送
用設備に接続される
端末機器（ルータ等）

インターネットプロトコル
電話端末（IP電話）

インターネットプロトコル
移動電話端末

集約

集約

 アナログ電話端末及び総合デジタル通信用設備に接続される端末設備の技術基準は告示で定めることとし、端末
設備等規則から削除する。

 現行の端末設備等規則に基づきアナログ電話端末及び総合デジタル通信用設備に接続される端末設備の技術基
準を定めた告示は、上記の告示に組み込み廃止する。

 端末設備のカテゴリの数が6から4に再編成されることに伴い、元のカテゴリとの混乱を防ぐため、端末機器の技術
基準適合認定等に関する規則で定めているカテゴリの記号を新たなものにする。

※施行予定日：令和７年１月１日

改正のポイント
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端末機器の技術基準適合認定等に関する規則
（基準認証の適用対象・登録認定機関・認定方法 等）

第３条 対象とする端末機器
（法第53条第１項の総務省令で定める端末設備の機器）

第１号 固定電話端末 【G】

第３号 専用通信回線設備等端末 【P】

第２号 IP移動電話端末 【H】

第４号 第１号から前号以外の端末機器 【Q】

・移動電話端末（３G端末）
・無線呼出端末

第５章 無線呼出用設備に接続さ
れる端末設備

第７章 専用通信回線設備又はデ
ジタルデータ伝送用設備に接続
される端末設備

第４章 電話用設備に接続される
端末設備

第２節 移動電話端末

第３節 固定電話端末

第４節 IP移動電話端末

端末設備等規則
（接続の技術基準）

②－３ 端末機器の種別（区分）の見直し

＜端末機器＞

無線呼出端末 【B】

専用通信回線設備等端末 【D】

移動電話端末（３G） 【A】

アナログ電話端末 【A】

ISDN電話端末 【C】

IP電話端末 【E】

「端末設備等規則」の見直しに併せて、「端末機器の技術基準適合認定等に関する規則」における端末機器の種別（区
分）を以下のとおり整理する。

13

IP移動電話端末 【F】
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②－４ 端末機器の種別（区分）の見直し

端末機器の種類 （改正後） 記号 端末機器の種類 （改正前） 記号

固定電話端末 G

IP電話端末 E

アナログ電話端末 A

ISDN端末 C

IP移動電話端末 H IP移動電話端末 F

専用通信回線設備等端末 P 専用通信回線設備等端末 D

その他の端末 Q
移動電話端末（3G） ～2026.3まで
無線呼出端末

A
B

＜端末機器の技術基準適合認定等に関する規則（第３条及び様式第７号）の改正案＞

14
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を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）

を
付
し

又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ

部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
（
二
重
下
線
を

含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）

を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う

。
）

は

、
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ

れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ

れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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2頁 

改 
 

正 
 

後

改 
 

正 
 

前

目
次

目
次

［
第
一
章
～
第
三
章 

略
］

［
第
一
章
～
第
三
章 

同
上
］

第
四
章 
電
話
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
端
末
設
備

第
四
章 

［
同
上
］

第
一
節 
削
除

第
一
節 

ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
（
第
十
条
―
第
十
六
条
）

［
第
二
節 

略
］

［
第
二
節 

同
上
］

第
三
節 

固
定
電
話
端
末
（
第
三
十
二
条
の
二
―
第
三
十
二
条
の
九
）

第
三
節 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
端
末
（
第
三
十
二
条
の
二
―
第
三
十
二
条
の
九
）

［
第
四
節 

略
］

［
第
四
節 

同
上
］

［
第
五
章 

略
］

［
第
五
章 

同
上
］

第
六
章 

削
除

第
六
章 

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
端
末
設
備
（
第
三
十
四
条
の
二
―
第
三
十
四
条
の
七
）

［
第
七
章
～
第
九
章 

略
］

［
第
七
章
～
第
九
章 

同
上
］

附
則

附
則

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条 

［
略
］

第
二
条 

［
同
上
］

２ 

こ
の
規
則
の
規
定
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
次
の
定
義
に
従
う
も
の
と
す
る
。

２ 

［
同
上
］

［
一 

略
］

［
一 

同
上
］

二 

削
除

二 

「
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
」
と
は
、
電
話
用
設
備
で
あ
つ
て
、
端
末
設
備
又
は
自
営
電
気
通
信
設
備
を
接

続
す
る
点
に
お
い
て
ア
ナ
ロ
グ
信
号
を
入
出
力
と
す
る
も
の
を
い
う
。

三 

削
除

三 

「
ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
」
と
は
、
端
末
設
備
で
あ
つ
て
、
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
点
に
お

い
て
二
線
式
の
接
続
形
式
で
接
続
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

［
四
・
五 

略
］

［
四
・
五 

同
上
］

六 

「
固
定
電
話
用
設
備
」
と
は
、
電
話
用
設
備
で
あ
つ
て
、
電
気
通
信
番
号
規
則
（
令
和
元
年
総
務
省
令
第

四
号
）
別
表
第
一
号
に
掲
げ
る
固
定
電
話
番
号
を
使
用
し
て
提
供
す
る
音
声
伝
送
役
務
の
用
に
供
す
る
も
の

を
い
う
。

六 

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
」
と
は
、
電
話
用
設
備
（
電
気
通
信
番
号
規
則
（
令
和
元

年
総
務
省
令
第
四
号
）
別
表
第
一
号
に
掲
げ
る
固
定
電
話
番
号
を
使
用
し
て
提
供
す
る
音
声
伝
送
役
務
の
用

に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
端
末
設
備
又
は
自
営
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
お
い
て
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
を
使
用
す
る
も
の
を
い
う
。

七 

「
固
定
電
話
端
末
」
と
は
、
端
末
設
備
で
あ
つ
て
、
固
定
電
話
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

七 

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
端
末
」
と
は
、
端
末
設
備
で
あ
つ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト

コ
ル
電
話
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

［
八
～
十
一 

略
］

［
八
～
十
一 

同
上
］

十
二 

削
除

十
二 

「
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
」
と
は
、
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
で
あ
つ

て
、
主
と
し
て
六
四
キ
ロ
ビ
ッ
ト
毎
秒
を
単
位
と
す
る
デ
ジ
タ
ル
信
号
の
伝
送
速
度
に
よ
り
、
符
号
、
音
声

そ
の
他
の
音
響
又
は
影
像
を
統
合
し
て
伝
送
交
換
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
電
気
通
信
役
務
の
用
に
供
す
る

も
の
を
い
う
。

十
三 

削
除

十
三 
「
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
」
と
は
、
端
末
設
備
で
あ
つ
て
、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
に
接
続
さ

れ
る
も
の
を
い
う
。

［
十
四
～
十
九 

略
］

［
十
四
～
十
九

同
上
］
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3頁 

二
十 

削
除

二
十 

「
直
流
回
路
」
と
は
、
端
末
設
備
又
は
自
営
電
気
通
信
設
備
を
接
続
す
る
点
に
お
い
て
二
線
式
の
接
続

形
式
を
有
す
る
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
に
接
続
し
て
電
気
通
信
事
業
者
の
交
換
設
備
の
動
作
の
開
始
及
び
終

了
の
制
御
を
行
う
た
め
の
回
路
を
い
う
。

［
二
十
一
～
二
十
五 

略
］

［
二
十
一
～
二
十
五 

同
上
］

（
絶
縁
抵
抗
等
）

（
絶
縁
抵
抗
等
）

第
六
条 

端
末
設
備
の
機
器
は
、
そ
の
電
源
回
路
と

筐
き
よ
う

体
及
び
そ
の
電
源
回
路
と
事
業
用
電
気
通
信
設
備
と
の
間

に
次
の
絶
縁
抵
抗
及
び
絶
縁
耐
力
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条 

［
同
上
］

一 

絶
縁
抵
抗
は
、
使
用
電
圧
が
二
五
〇
ボ
ル
ト
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
メ
ガ
オ
ー
ム
以
上
で
あ
る
こ

と
。

一 

絶
縁
抵
抗
は
、
使
用
電
圧
が
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
〇
・
二
メ
ガ
オ
ー
ム
以
上
で
あ

り
、
三
〇
〇
ボ
ル
ト
を
超
え
七
五
〇
ボ
ル
ト
以
下
の
直
流
及
び
三
〇
〇
ボ
ル
ト
を
超
え
六
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下

の
交
流
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
〇
・
四
メ
ガ
オ
ー
ム
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二 

絶
縁
耐
力
は
、
使
用
電
圧
が
二
五
〇
ボ
ル
ト
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
、
五
〇
〇
ボ
ル
ト
の
電
圧

を
連
続
し
て
一
分
間
加
え
た
と
き
こ
れ
に
耐
え
る
こ
と
。

二 

絶
縁
耐
力
は
、
使
用
電
圧
が
七
五
〇
ボ
ル
ト
を
超
え
る
直
流
及
び
六
〇
〇
ボ
ル
ト
を
超
え
る
交
流
の
場
合

に
あ
つ
て
は
、
そ
の
使
用
電
圧
の
一
・
五
倍
の
電
圧
を
連
続
し
て
一
〇
分
間
加
え
た
と
き
こ
れ
に
耐
え
る
こ

と
。

［
２ 

略
］

［
２ 

同
上
］

第
四
章 

電
話
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
端
末
設
備

第
四
章 

［
同
上
］

第
一
節 

削
除

第
一
節 

ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末

（
基
本
的
機
能
）

第
十
条 

削
除

第
十
条 

ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
の
直
流
回
路
は
、
発
信
又
は
応
答
を
行
う
と
き
閉
じ
、
通
信
が
終
了
し
た
と
き
開

く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条 

削
除

（
発
信
の
機
能
）

第
十
一
条 

ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
は
、
発
信
に
関
す
る
次
の
機
能
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一 

自
動
的
に
選
択
信
号
を
送
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
直
流
回
路
を
閉
じ
て
か
ら
三
秒
以
上
経
過
後
に
選

択
信
号
の
送
出
を
開
始
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
回
線
か
ら
の
発
信
音
又
は
こ
れ
に
相

当
す
る
可
聴
音
を
確
認
し
た
後
に
選
択
信
号
を
送
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二 

発
信
に
際
し
て
相
手
の
端
末
設
備
か
ら
の
応
答
を
自
動
的
に
確
認
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
電
気
通
信
回

線
か
ら
の
応
答
が
確
認
で
き
な
い
場
合
選
択
信
号
送
出
終
了
後
二
分
以
内
に
直
流
回
路
を
開
く
も
の
で
あ
る

こ
と
。

三 

自
動
再
発
信
（
応
答
の
な
い
相
手
に
対
し
引
き
続
い
て
繰
り
返
し
自
動
的
に
行
う
発
信
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
行
う
場
合
（
自
動
再
発
信
の
回
数
が
一
五
回
以
内
の
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
回
数

は
最
初
の
発
信
か
ら
三
分
間
に
二
回
以
内
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
最
初
の
発
信
か
ら
三
分
を

超
え
て
行
わ
れ
る
発
信
は
、
別
の
発
信
と
み
な
す
。

四 
前
号
の
規
定
は
、
火
災
、
盗
難
そ
の
他
の
非
常
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
選
択
信
号
の
条
件
）

第
十
二
条 

削
除

第
十
二
条 
ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
の
選
択
信
号
は
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一 

ダ
イ
ヤ
ル
パ
ル
ス
に
あ
つ
て
は
、
別
表
第
一
号
の
条
件

二 

押
し
ボ
タ
ン
ダ
イ
ヤ
ル
信
号
に
あ
つ
て
は
、
別
表
第
二
号
の
条
件

（
緊
急
通
報
機
能
）
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4頁 

［
削
る
］

第
十
二
条
の
二 

ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
で
あ
つ
て
、
通
話
の
用
に
供
す
る
も
の
は
、
電
気
通
信
番
号
規
則
別
表
第

十
二
号
に
掲
げ
る
緊
急
通
報
番
号
を
使
用
し
た
警
察
機
関
、
海
上
保
安
機
関
又
は
消
防
機
関
へ
の
通
報
（
以
下

「
緊
急
通
報
」
と
い
う
。
）
を
発
信
す
る
機
能
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
直
流
回
路
の
電
気
的
条
件
等
）

第
十
三
条 

削
除

第
十
三
条 

直
流
回
路
を
閉
じ
て
い
る
と
き
の
ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
の
直
流
回
路
の
電
気
的
条
件
は
、
次
の
と
お

り
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一 

直
流
回
路
の
直
流
抵
抗
値
は
、
二
〇
ミ
リ
ア
ン
ペ
ア
以
上
一
二
〇
ミ
リ
ア
ン
ペ
ア
以
下
の
電
流
で
測
定
し

た
値
で
五
〇
オ
ー
ム
以
上
三
〇
〇
オ
ー
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
直
流
回
路
の
直
流
抵
抗
値
と
電
気

通
信
事
業
者
の
交
換
設
備
か
ら
ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
ま
で
の
線
路
の
直
流
抵
抗
値
の
和
が
五
〇
オ
ー
ム
以
上

一
、
七
〇
〇
オ
ー
ム
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二 

ダ
イ
ヤ
ル
パ
ル
ス
に
よ
る
選
択
信
号
送
出
時
に
お
け
る
直
流
回
路
の
静
電
容
量
は
、
三
マ
イ
ク
ロ
フ
ア
ラ

ド
以
下
で
あ
る
こ
と
。

２ 

直
流
回
路
を
開
い
て
い
る
と
き
の
ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
の
直
流
回
路
の
電
気
的
条
件
は
、
次
の
と
お
り
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一 

直
流
回
路
の
直
流
抵
抗
値
は
、
一
メ
ガ
オ
ー
ム
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二 

直
流
回
路
と
大
地
の
間
の
絶
縁
抵
抗
は
、
直
流
二
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
の
一
の
電
圧
で
測
定
し
た
値
で
一
メ

ガ
オ
ー
ム
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三 

呼
出
信
号
受
信
時
に
お
け
る
直
流
回
路
の
静
電
容
量
は
、
三
マ
イ
ク
ロ
フ
ア
ラ
ド
以
下
で
あ
り
、
イ
ン
ピ

ー
ダ
ン
ス
は
、
七
五
ボ
ル
ト
、
一
六
ヘ
ル
ツ
の
交
流
に
対
し
て
二
キ
ロ
オ
ー
ム
以
上
で
あ
る
こ
と
。

３ 

ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
は
、
電
気
通
信
回
線
に
対
し
て
直
流
の
電
圧
を
加
え
る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。

（
送
出
電
力
）

第
十
四
条 

削
除

第
十
四
条 

ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
の
送
出
電
力
の
許
容
範
囲
は
、
通
話
の
用
に
供
す
る
場
合
を
除
き
、
別
表
第
三

号
の
と
お
り
と
す
る
。

（
漏
話
減
衰
量
）

第
十
五
条 

削
除

第
十
五
条 

複
数
の
電
気
通
信
回
線
と
接
続
さ
れ
る
ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
の
回
線
相
互
間
の
漏
話
減
衰
量
は
、
一

、
五
〇
〇
ヘ
ル
ツ
に
お
い
て
七
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
殊
な
ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
）

第
十
六
条 

削
除

第
十
六
条 

ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
の
う
ち
、
第
十
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
不
合
理
な
も

の
で
あ
つ
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示

す
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
発
信
の
機
能
）

（
発
信
の
機
能
）

第
十
八
条 

移
動
電
話
端
末
は
、
発
信
に
関
す
る
次
の
機
能
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条 

［
同
上
］

［
一 

略
］

［
一 
同
上
］

二 

自
動
再
発
信
（
応
答
の
な
い
相
手
に
対
し
引
き
続
い
て
繰
り
返
し
自
動
的
に
行
う
発
信
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
回
数
は
二
回
以
内
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
最
初
の
発
信
か
ら
三

分
を
超
え
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
別
の
発
信
と
み
な
す
。

二 

自
動
再
発
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
回
数
は
二
回
以
内
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
最
初
の
発
信

か
ら
三
分
を
超
え
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
別
の
発
信
と
み
な
す
。

［
三

略
］

［
三

同
上
］
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5頁 

（
緊
急
通
報
機
能
）

（
緊
急
通
報
機
能
）

第
二
十
八
条
の
二 

移
動
電
話
端
末
で
あ
つ
て
、
通
話
の
用
に
供
す
る
も
の
は
、
電
気
通
信
番
号
規
則
別
表
第
十

二
号
に
掲
げ
る
緊
急
通
報
番
号
を
使
用
し
た
警
察
機
関
、
海
上
保
安
機
関
又
は
消
防
機
関
（
以
下
「
警
察
機
関

等
」
と
い
う
。
）
へ
の
通
報
（
以
下
「
緊
急
通
報
」
と
い
う
。
）
を
発
信
す
る
機
能
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
二
十
八
条
の
二 

移
動
電
話
端
末
で
あ
つ
て
、
通
話
の
用
に
供
す
る
も
の
は
、
緊
急
通
報
を
発
信
す
る
機
能
を

備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
送
出
電
力
）

（
ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
等
と
通
信
す
る
場
合
の
送
出
電
力
）

第
三
十
条 

移
動
電
話
端
末
の
送
出
電
力
の
許
容
範
囲
は
、
通
話
の
用
に
供
す
る
場
合
を
除
き
、
別
表
第
四
号
の

と
お
り
と
す
る
。

第
三
十
条 

移
動
電
話
端
末
の
送
出
電
力
の
許
容
範
囲
は
、
ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
、
又
は
自
営
電
気
通
信
設
備
で

あ
つ
て
、
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
点
に
お
い
て
二
線
式
の
接
続
形
式
で
接
続
さ
れ
る
も
の
（
以

下
「
ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
等
」
と
い
う
。
）
と
通
信
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
通
話
の
用
に
供
す
る
場
合
を
除

き
、
別
表
第
四
号
の
と
お
り
と
す
る
。

第
三
節 

固
定
電
話
端
末

第
三
節 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
端
末

（
基
本
的
機
能
）

（
基
本
的
機
能
）

第
三
十
二
条
の
二 

固
定
電
話
端
末
は
、
次
の
機
能
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
二
条
の
二 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
端
末
は
、
次
の
機
能
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二 

略
］

［
一
・
二 

同
上
］

（
発
信
の
機
能
）

（
発
信
の
機
能
）

第
三
十
二
条
の
三 

固
定
電
話
端
末
は
、
発
信
に
関
す
る
次
の
機
能
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
二
条
の
三 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
端
末
は
、
発
信
に
関
す
る
次
の
機
能
を
備
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

［
一
～
三 

略
］

［
一
～
三 

同
上
］

（
識
別
情
報
登
録
）

（
識
別
情
報
登
録
）

第
三
十
二
条
の
四 

固
定
電
話
端
末
の
う
ち
、
識
別
情
報
（
固
定
電
話
端
末
を
識
別
す
る
た
め
の
情
報
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
登
録
要
求
（
固
定
電
話
端
末
が
、
固
定
電
話
用
設
備
に
識
別
情
報
の
登
録
を
行
う
た
め
の
要

求
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
も
の
は
、
識
別
情
報
の
登
録
が
な
さ
れ
な
い
場
合
で
あ
つ
て
、
再
び
登
録

要
求
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
機
能
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
二
条
の
四 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
端
末
の
う
ち
、
識
別
情
報
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト

コ
ル
電
話
端
末
を
識
別
す
る
た
め
の
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
登
録
要
求
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト

コ
ル
電
話
端
末
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
に
識
別
情
報
の
登
録
を
行
う
た
め
の
要
求
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
も
の
は
、
識
別
情
報
の
登
録
が
な
さ
れ
な
い
場
合
で
あ
つ
て
、
再
び
登
録
要
求

を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
機
能
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一 

固
定
電
話
用
設
備
か
ら
の
待
機
時
間
を
指
示
す
る
信
号
を
受
信
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
待
機
時
間

に
従
い
登
録
要
求
を
行
う
た
め
の
信
号
を
送
信
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
か
ら
の
待
機
時
間
を
指
示
す
る
信
号
を
受
信
す
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
当
該
待
機
時
間
に
従
い
登
録
要
求
を
行
う
た
め
の
信
号
を
送
信
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二 

固
定
電
話
用
設
備
か
ら
の
待
機
時
間
を
指
示
す
る
信
号
を
受
信
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
端
末
設
備
ご

と
に
適
切
に
設
定
さ
れ
た
待
機
時
間
の
後
に
登
録
要
求
を
行
う
た
め
の
信
号
を
送
信
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

。

二 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
か
ら
の
待
機
時
間
を
指
示
す
る
信
号
を
受
信
し
な
い
場
合
に

あ
つ
て
は
、
端
末
設
備
ご
と
に
適
切
に
設
定
さ
れ
た
待
機
時
間
の
後
に
登
録
要
求
を
行
う
た
め
の
信
号
を
送

信
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

［
２ 

略
］

［
２ 

同
上
］

（
ふ
く
そ
う
通
知
機
能
）

（
ふ
く
そ
う
通
知
機
能
）

第
三
十
二
条
の
五 

固
定
電
話
端
末
は
、
固
定
電
話
用
設
備
か
ら
ふ
く
そ
う
が
発
生
し
て
い
る
旨
の
信
号
を
受
信

し
た
場
合
に
そ
の
旨
を
利
用
者
に
通
知
す
る
た
め
の
機
能
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
二
条
の
五 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
端
末
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備

か
ら
ふ
く
そ
う
が
発
生
し
て
い
る
旨
の
信
号
を
受
信
し
た
場
合
に
そ
の
旨
を
利
用
者
に
通
知
す
る
た
め
の
機
能

を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
緊
急
通
報
機
能
）

（
緊
急
通
報
機
能
）

第
三
十
二
条
の
六 

固
定
電
話
端
末
で
あ
つ
て
、
通
話
の
用
に
供
す
る
も
の
は
、
緊
急
通
報
を
発
信
す
る
機
能
を

備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
二
条
の
六 
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
端
末
で
あ
つ
て
、
通
話
の
用
に
供
す
る
も
の
は
、
緊
急

通
報
を
発
信
す
る
機
能
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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6頁 

（
電
気
的
条
件
等
）

（
電
気
的
条
件
等
）

第
三
十
二
条
の
七 

固
定
電
話
端
末
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
電
気
的
条
件
及
び
光
学
的
条
件
の
い
ず
れ

か
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
二
条
の
七 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
端
末
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
電
気
的
条
件
及

び
光
学
的
条
件
の
い
ず
れ
か
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２ 

固
定
電
話
端
末
は
、
電
気
通
信
回
線
に
対
し
て
直
流
の
電
圧
を
加
え
る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
前
項
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
条
件
に
お
い
て
直
流
重
畳
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２ 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
端
末
は
、
電
気
通
信
回
線
に
対
し
て
直
流
の
電
圧
を
加
え
る
も
の
で
あ

つ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
項
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
条
件
に
お
い
て
直
流
重
畳
が
認

め
ら
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
送
出
電
力
）

（
ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
等
と
通
信
す
る
場
合
の
送
出
電
力
）

第
三
十
二
条
の
八 

固
定
電
話
端
末
の
送
出
電
力
は
、
通
話
の
用
に
供
す
る
場
合
を
除
き
、
別
表
第
五
号
の
と
お

り
と
す
る
。

第
三
十
二
条
の
八 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
端
末
が
ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
等
と
通
信
す
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
通
話
の
用
に
供
す
る
場
合
を
除
き
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
と
ア
ナ
ロ
グ
電
話

用
設
備
と
の
接
続
点
に
お
い
て
デ
ジ
タ
ル
信
号
を
ア
ナ
ロ
グ
信
号
に
変
換
し
た
送
出
電
力
は
、
別
表
第
五
号
の

と
お
り
と
す
る
。

（
特
殊
な
固
定
電
話
端
末
）

（
特
殊
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
端
末
）

第
三
十
二
条
の
九 

固
定
電
話
端
末
の
う
ち
、
第
三
十
二
条
の
二
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く

不
合
理
な
も
の
で
あ
つ
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣

が
別
に
告
示
す
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
二
条
の
九 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
端
末
の
う
ち
、
第
三
十
二
条
の
二
か
ら
前
条
ま
で
の
規

定
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
不
合
理
な
も
の
で
あ
つ
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
緊
急
通
報
機
能
）

（
緊
急
通
報
機
能
）

第
三
十
二
条
の
二
十
三 

［
略
］

第
三
十
二
条
の
二
十
三 

［
同
上
］

２ 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
（
一
の
当
該
端
末
に
つ
き
複
数
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト

コ
ル
移
動
電
話
端
末
特
定
情
報
（
当
該
端
末
を
特
定
す
る
た
め
の
情
報
で
あ
つ
て
、
チ
ヤ
ネ
ル
の
設
定
に
当
た

つ
て
使
用
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
設
定
さ
れ
た
い
ず
れ
の

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
特
定
情
報
に
係
る
電
気
通
信
番
号
へ
の
着
信
で
あ
つ
て
も
、
必

要
に
応
じ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
特
定
情
報
を
自
動
的
に
切
り
替
え
て
応
答
で
き
る

も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
通
話
の
用
に
供
す
る
も
の
は
、
緊
急
通
報
が
警
察
機
関
等
に
正
常
に
接
続
さ
れ

な
い
と
き
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
特
定
情
報
を
自
動
的
に
切
り
替
え
緊
急
通
報
を

発
信
す
る
機
能
（
発
信
前
に
利
用
者
へ
の
確
認
を
行
う
も
の
を
含
む
。
）
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
新
設
］

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
特
定
情
報
の
変
更
を
防
止
す
る
機
能
）

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
固
有
情
報
の
変
更
を
防
止
す
る
機
能
）

第
三
十
二
条
の
二
十
四 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移

動
電
話
端
末
特
定
情
報
に
関
す
る
次
の
機
能
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
二
条
の
二
十
四 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移

動
電
話
端
末
固
有
情
報
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
を
特
定
す
る
た
め
の
情
報
で
あ
つ
て

、
チ
ヤ
ネ
ル
の
設
定
に
当
た
つ
て
使
用
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
次
の
機
能
を
備
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
特
定
情
報
を
記
憶
す
る
装
置
は
、
容
易
に
取
外
し
が
で
き

な
い
こ
と
。

一 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
固
有
情
報
を
記
憶
す
る
装
置
は
、
容
易
に
取
外
し
が
で
き

な
い
こ
と
。

二 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
特
定
情
報
は
、
容
易
に
書
換
え
が
で
き
な
い
こ
と
。

二 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
固
有
情
報
は
、
容
易
に
書
換
え
が
で
き
な
い
こ
と
。

三 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
特
定
情
報
の
う
ち
利
用
者
が
直
接
使
用
す
る
も
の
以
外
に

つ
い
て
は
、
容
易
に
知
得
が
で
き
な
い
こ
と
。

三 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
固
有
情
報
の
う
ち
利
用
者
が
直
接
使
用
す
る
も
の
以
外
に

つ
い
て
は
、
容
易
に
知
得
が
で
き
な
い
こ
と
。

第
六
章 

削
除

第
六
章 

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
端
末
設
備

（
基
本
的
機
能
）
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第
三
十
四
条
の
二 

削
除

第
三
十
四
条
の
二 

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
は
、
次
の
機
能
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
総
務
大

臣
が
別
に
告
示
す
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

一 

発
信
又
は
応
答
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
呼
設
定
用
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
出
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二 

通
信
を
終
了
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
呼
切
断
用
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
出
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
発
信
の
機
能
）

第
三
十
四
条
の
三 
削
除

第
三
十
四
条
の
三 

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
は
、
発
信
に
関
す
る
次
の
機
能
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一 

発
信
に
際
し
て
相
手
の
端
末
設
備
か
ら
の
応
答
を
自
動
的
に
確
認
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
電
気
通
信
回

線
か
ら
の
応
答
が
確
認
で
き
な
い
場
合
呼
設
定
メ
ッ
セ
ー
ジ
送
出
終
了
後
二
分
以
内
に
呼
切
断
用
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
送
出
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二 

自
動
再
発
信
を
行
う
場
合
（
自
動
再
発
信
の
回
数
が
一
五
回
以
内
の
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
そ

の
回
数
は
最
初
の
発
信
か
ら
三
分
間
に
二
回
以
内
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
最
初
の
発
信
か
ら

三
分
を
超
え
て
行
わ
れ
る
発
信
は
、
別
の
発
信
と
み
な
す
。

三 

前
号
の
規
定
は
、
火
災
、
盗
難
そ
の
他
の
非
常
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
緊
急
通
報
機
能
）

第
三
十
四
条
の
四 

削
除

第
三
十
四
条
の
四 

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
で
あ
つ
て
、
通
話
の
用
に
供
す
る
も
の
は
、
緊
急
通
報
を
発
信
す

る
機
能
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
気
的
条
件
等
）

第
三
十
四
条
の
五 

削
除

第
三
十
四
条
の
五 

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
電
気
的
条
件
及
び
光
学
的
条
件

の
い
ず
れ
か
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２ 

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
は
、
電
気
通
信
回
線
に
対
し
て
直
流
の
電
圧
を
加
え
る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な

い
。

（
ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
等
と
通
信
す
る
場
合
の
送
出
電
力
）

第
三
十
四
条
の
六 

削
除

第
三
十
四
条
の
六 

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
が
ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
等
と
通
信
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
通
話

の
用
に
供
す
る
場
合
を
除
き
、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
と
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
と
の
接
続
点
に
お
い
て

デ
ジ
タ
ル
信
号
を
ア
ナ
ロ
グ
信
号
に
変
換
し
た
送
出
電
力
は
、
別
表
第
五
号
の
と
お
り
と
す
る
。

（
特
殊
な
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
）

第
三
十
四
条
の
七 

削
除

第
三
十
四
条
の
七 

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
の
う
ち
、
第
三
十
四
条
の
二
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
こ
と

が
著
し
く
不
合
理
な
も
の
で
あ
つ
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
殊
な
端
末
設
備
）

（
特
殊
な
端
末
設
備
）

第
三
十
五
条 

電
話
用
設
備
、
無
線
呼
出
用
設
備
、
専
用
通
信
回
線
設
備
又
は
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
伝
送
用
設
備
に

接
続
さ
れ
る
端
末
設
備
の
う
ち
、
電
気
通
信
事
業
者
が
総
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
定
め
る
端
末
設
備
の
接
続

の
技
術
的
条
件
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
四
章
か
ら
前
章
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
そ
の
技
術
的
条
件
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
五
条 

電
話
用
設
備
、
無
線
呼
出
用
設
備
、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
、
専
用
通
信
回
線
設
備
又
は
デ

ジ
タ
ル
デ
ー
タ
伝
送
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
端
末
設
備
の
う
ち
、
電
気
通
信
事
業
者
が
総
務
大
臣
の
認
可
を
受

け
て
定
め
る
端
末
設
備
の
接
続
の
技
術
的
条
件
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
四
章
か
ら

前
章
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
技
術
的
条
件
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
自
営
電
気
通
信
設
備
）

（
自
営
電
気
通
信
設
備
）

第
三
十
六
条 

第
三
条
か
ら
前
条
（
第
八
条
第
三
号
を
除
く
。
）
ま
で
の
規
定
は
、
自
営
電
気
通
信
設
備
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
条
中
「
端
末
設
備
を
」
と
あ
る
の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
を
」

第
三
十
六
条 

第
三
条
か
ら
前
条
（
第
八
条
第
三
号
を
除
く
。
）
ま
で
の
規
定
は
、
自
営
電
気
通
信
設
備
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
条
中
「
端
末
設
備
を
」
と
あ
る
の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
を
」
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と
、
同
条
中
「
端
末
設
備
は
」
と
あ
る
の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
（
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
に
限

る
。
）
は
」
と
、
第
十
七
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で
の
規
定
及
び
別
表
第
四
号
中
「
移
動
電
話
端
末
」
と
あ
る

の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
、
移
動
電
話
用
設
備
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
用
設

備
を
除
く
。
）
に
接
続
さ
れ
る
も
の
」
と
、
第
三
十
二
条
の
二
か
ら
第
三
十
二
条
の
九
ま
で
の
規
定
及
び
別
表

第
五
号
中
「
固
定
電
話
端
末
」
と
あ
る
の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
、
固
定
電
話
用
設
備
に
接
続
さ

れ
る
も
の
」
と
、
第
三
十
二
条
の
十
か
ら
第
三
十
二
条
の
二
十
五
ま
で
の
規
定
中
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト

コ
ル
移
動
電
話
端
末
」
と
あ
る
の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動

電
話
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
も
の
」
と
、
第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
四
条
の
規
定
中
「
無
線
呼
出
端
末
」
と
あ

る
の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
、
無
線
呼
出
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
も
の
」
と
、
第
三
十
四
条
の
八

及
び
第
三
十
四
条
の
九
の
規
定
中
「
専
用
通
信
回
線
設
備
等
端
末
」
と
あ
る
の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
で
あ

つ
て
、
専
用
通
信
回
線
設
備
又
は
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
伝
送
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
も
の
」
と
、
第
三
十
四
条
の

十
の
規
定
中
「
専
用
通
信
回
線
設
備
等
端
末
」
と
あ
る
の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

と
、
同
条
中
「
端
末
設
備
は
」
と
あ
る
の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
（
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
に
限

る
。
）
は
」
と
、
第
十
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
の
規
定
及
び
別
表
第
三
号
中
「
ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
」
と
あ
る

の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
、
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
点
に
お
い
て
二
線
式
の
接
続

形
式
で
接
続
さ
れ
る
も
の
」
と
、
第
十
七
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で
の
規
定
及
び
別
表
第
四
号
中
「
移
動
電
話

端
末
」
と
あ
る
の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
、
移
動
電
話
用
設
備
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル

移
動
電
話
用
設
備
を
除
く
。
）
に
接
続
さ
れ
る
も
の
」
と
、
第
三
十
二
条
の
二
か
ら
第
三
十
二
条
の
九
ま
で
の

規
定
及
び
別
表
第
五
号
中
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
端
末
」
と
あ
る
の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備

で
あ
つ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
も
の
」
と
、
第
三
十
二
条
の
十
か
ら

第
三
十
二
条
の
二
十
五
ま
で
の
規
定
中
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
」
と
あ
る
の
は
「
自

営
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
も
の
」
と
、

第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
四
条
の
規
定
中
「
無
線
呼
出
端
末
」
と
あ
る
の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て

、
無
線
呼
出
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
も
の
」
と
、
第
三
十
四
条
の
二
か
ら
第
三
十
四
条
の
七
ま
で
の
規
定
及
び

別
表
第
五
号
中
「
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
」
と
あ
る
の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
、
総
合
デ
ジ
タ

ル
通
信
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
も
の
」
と
、
第
三
十
四
条
の
八
及
び
第
三
十
四
条
の
九
の
規
定
中
「
専
用
通
信

回
線
設
備
等
端
末
」
と
あ
る
の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
、
専
用
通
信
回
線
設
備
又
は
デ
ジ
タ
ル
デ

ー
タ
伝
送
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
も
の
」
と
、
第
三
十
四
条
の
十
の
規
定
中
「
専
用
通
信
回
線
設
備
等
端
末
」

と
あ
る
の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

別
表

第
一

号
 

削
除

 
別

表
第

一
号

 
ダ

イ
ヤ

ル
パ

ル
ス

の
条

件
（

第
1
2
条

第
１

号
関

係
）

 

第
１

 
ダ

イ
ヤ

ル
パ

ル
ス

数
 

ダ
イ

ヤ
ル

番
号

と
ダ

イ
ヤ

ル
パ

ル
ス

数
は

同
一

で
あ

る
こ

と
。

た
だ

し
、

「
０

」
は

、
1
0
パ

ル
ス

と
す

る
。

 

第
２

 
ダ

イ
ヤ

ル
パ

ル
ス

の
信

号
 

ダ
イ

ヤ
ル

パ
ル

ス
の

種
類

 
ダ

イ
ヤ

ル
パ

ル
ス

速
度

 
ダ

イ
ヤ

ル
パ

ル
ス

メ
ー

ク

率
 

ミ
ニ

マ
ム

ポ
ー

ズ

1
0
パ

ル
ス

毎
秒

方
式

 
1
0
±

1
.
0
パ

ル
ス

毎
秒

以
内

 
3
0
％

以
上

4
2
％

以
下

 
6
0
0
m
s
以

上
 

2
0
パ

ル
ス

毎
秒

方
式

 
2
0
±

1
.
6
パ

ル
ス

毎
秒

以
内

 
3
0
％

以
上

3
6
％

以
下

 
4
5
0
m
s
以

上
 

注
１

 
ダ

イ
ヤ

ル
パ

ル
ス

速
度

と
は

、
１

秒
間

に
断

続
す

る
パ

ル
ス

数
を

い
う

。
 

２
 

ダ
イ

ヤ
ル

パ
ル

ス
メ

ー
ク

率
と

は
、

ダ
イ

ヤ
ル

パ
ル

ス
の

接
（

メ
ー

ク
）

と
断

（
ブ

レ
ー

ク
）

の
時

間

の
割

合
を

い
い

、
次

式
で

定
義

す
る

も
の

と
す

る
。

 

ダ
イ

ヤ
ル

パ
ル

ス
メ

ー
ク

率
＝

｛
接

時
間

÷
（

接
時

間
＋

断
時

間
）

｝
×

1
0
0
（

％
）

 

３
 

ミ
ニ

マ
ム

ポ
ー

ズ
と

は
、

隣
接

す
る

パ
ル

ス
列

間
の

休
止

時
間

の
最

小
値

を
い

う
。

 

別
表

第
二

号
 

削
除

 
別

表
第

二
号

 
押

し
ボ

タ
ン

ダ
イ

ヤ
ル

信
号

の
条

件
（

第
1
2
条

第
２

号
関

係
）

 

第
１

 
ダ

イ
ヤ

ル
番

号
の

周
波

数
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ダ
イ

ヤ
ル

番
号

 
周

 
波

 
数

 

１
 

6
9
7
H
z
 
及

び
 
1
,
2
0
9
H
z
 

２
 

6
9
7
H
z
 
及

び
 
1
,
3
3
6
H
z
 

３
 

6
9
7
H
z
 
及

び
 
1
,
4
7
7
H
z
 

４
 

7
7
0
H
z
 
及

び
 
1
,
2
0
9
H
z
 

５
 

7
7
0
H
z
 
及

び
 
1
,
3
3
6
H
z
 

６
 

7
7
0
H
z
 
及

び
 
1
,
4
7
7
H
z
 

７
 

8
5
2
H
z
 
及

び
 
1
,
2
0
9
H
z
 

８
 

8
5
2
H
z
 
及

び
 
1
,
3
3
6
H
z
 

９
 

8
5
2
H
z
 
及

び
 
1
,
4
7
7
H
z
 

０
 

9
4
1
H
z
 
及

び
 
1
,
3
3
6
H
z
 

＊
 

9
4
1
H
z
 
及

び
 
1
,
2
0
9
H
z
 

＃
 

9
4
1
H
z
 
及

び
 
1
,
4
7
7
H
z
 

Ａ
 

6
9
7
H
z
 
及

び
 
1
,
6
3
3
H
z
 

Ｂ
 

7
7
0
H
z
 
及

び
 
1
,
6
3
3
H
z
 

Ｃ
 

8
5
2
H
z
 
及

び
 
1
,
6
3
3
H
z
 

Ｄ
 

9
4
1
H
z
 
及

び
 
1
,
6
3
3
H
z
 

第
２

 
そ

の
他

の
条

件
 

項
目

 
条

件
 

信
号

周
波

数
偏

差
 

信
号

周
波

数
の

±
1
.
5
％

以
内

 

信
号

送
出

電
力

の

許
容

範
囲

 

低
群

周
波

数
 

図
１

に
示

す
。

 

高
群

周
波

数
 

図
２

に
示

す
。

 

二
周

波
電

力
差

 
５

d
B
以

内
、

か
つ

、
低

群
周

波
数

の
電

力
が

高
群

周
波

数

の
電

力
を

超
え

な
い

こ
と

。
 

信
号

送
出

時
間

 
5
0
m
s
以

上
 

ミ
ニ

マ
ム

ポ
ー

ズ
3
0
m
s
以

上
 

周
期

 
1
2
0
m
s
以

上
 

注
１

 
低

群
周

波
数

と
は

、
6
9
7
H
z
、

7
7
0
H
z
、

8
5
2
H
z
及

び
9
4
1
H
z
を

い
い

、
高

群
周

波
数

と
は

、
1
,
2
0
9
H
z
、

1
,
3
3
6
H
z
、

1
,
4
7
7
H
z
及

び
1
,
6
3
3
H
z
を

い
う

。
 

２
 

ミ
ニ

マ
ム

ポ
ー

ズ
と

は
、

隣
接

す
る

信
号

間
の

休
止

時
間

の
最

小
値

を
い

う
。

 

３
 

周
期

と
は

、
信

号
送

出
時

間
と

ミ
ニ

マ
ム

ポ
ー

ズ
の

和
を

い
う

。
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10頁 

図
１

 
信

号
送

出
電

力
許

容
範

囲
（

低
群

周
波

数
）

 

注
１

 
供

給
電

流
が

2
0
m
A
未

満
の

場
合

の
信

号
送

出
電

力
は

、
－

1
5
.
4
d
B
m
以

上
－

3
.
5
d
B
m
以

下
で

あ
る

こ
と

。

供
給

電
流

が
1
2
0
m
A
を

超
え

る
場

合
の

信
号

送
出

電
力

は
､
－

2
0
.
3
d
B
m
以

上
－

5
.
8
d
B
m
以

下
で

あ
る

こ
と

。
 

２
 

d
B
m
は

、
絶

対
レ

ベ
ル

を
表

す
単

位
と

す
る

。
 

図
２

 
信

号
送

出
電

力
許

容
範

囲
（

高
群

周
波

数
）
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11頁 

注
１

 
供

給
電

流
が

2
0
m
A
未

満
の

場
合

の
信

号
送

出
電

力
は

、
－

1
4
d
B
m
以

上
－

2
.
5
d
B
m
以

下
で

あ
る

こ
と

。
供

給
電

流
が

1
2
0
m
A
を

超
え

る
場

合
の

信
号

送
出

電
力

は
、

－
2
0
.
3
d
B
m
以

上
－

5
.
7
d
B
m
以

下
で

あ
る

こ
と

。
 

２
 

d
B
m
は

、
絶

対
レ

ベ
ル

を
表

す
単

位
と

す
る

。
 

別
表

第
三

号
 

削
除

 
別

表
第

三
号

 
ア

ナ
ロ

グ
電

話
端

末
の

送
出

電
力

の
許

容
範

囲
（

第
1
4
条

関
係

）
 

項
目

 
ア

ナ
ロ

グ
電

話
端

末
の

送
出

電
力

の
許

容
範

囲

4
k
H
z
ま

で
の

送
出

電
力

 
－

８
d
B
m
（

平
均

レ
ベ

ル
）

以
下

で
、

か
つ

、
０

d
B
m

（
最

大
レ

ベ
ル

）
を

超
え

な
い

こ
と

。
 

不
要

送
出

レ
ベ

ル

４
k
H
z
か

ら
８

k
H
z
ま

で
 

－
2
0
d
B
m
以

下
 

８
k
H
z
か

ら
1
2
k
H
z
ま

で
 

－
4
0
d
B
m
以

下
 

1
2
k
H
z
以

上
の

各
４

k
H
z
帯

域
 

－
6
0
d
B
m
以

下
 

注
１

 
平

均
レ

ベ
ル

と
は

、
端

末
設

備
の

使
用

状
態

に
お

け
る

平
均

的
な

レ
ベ

ル
（

実
効

値
）

で
あ

り
、

最
大

レ
ベ

ル
と

は
、

端
末

設
備

の
送

出
レ

ベ
ル

が
最

も
高

く
な

る
状

態
で

の
レ

ベ
ル

（
実

効
値

）
と

す
る

。

２
 

送
出

電
力

及
び

不
要

送
出

レ
ベ

ル
は

、
平

衡
6
0
0
オ

ー
ム

の
イ

ン
ピ

ー
ダ

ン
ス

を
接

続
し

て
測

定
し

た
値

を
絶

対
レ

ベ
ル

で
表

し
た

値
と

す
る

。
 

３
 

d
B
m
は

、
絶

対
レ

ベ
ル

を
表

す
単

位
と

す
る

。
 

別
表

第
四

号
 

移
動

電
話

端
末

の
送

出
電

力
の

許
容

範
囲

（
第

3
0
条

関
係

）
 

別
表

第
四

号
 

［
同

左
］

 

［
表

略
］

 
［

表
同

左
］

 

［
注

１
 

略
］

 
［

注
１

 
同

左
］

 

２
 

送
出

電
力

は
、

ア
ナ

ロ
グ

信
号

を
出

力
す

る
二

線
式

接
続

に
変

換
し

、
平

衡
6
0
0
オ

ー
ム

の
イ

ン
ピ

ー
ダ

ン
ス

を
接

続
し

て
測

定
し

た
値

を
絶

対
レ

ベ
ル

で
表

し
た

値
と

す
る

。

２
 

送
出

電
力

は
、

端
末

設
備

又
は

自
営

電
気

通
信

設
備

を
接

続
す

る
点

に
お

い
て

二
線

式
の

接
続

形
式

を

有
す

る
ア

ナ
ロ

グ
電

話
用

設
備

と
移

動
電

話
用

設
備

と
の

接
続

点
に

お
い

て
、

ア
ナ

ロ
グ

信
号

を
入

出
力

と
す

る
二

線
式

接
続

に
変

換
し

、
平

衡
6
0
0
オ

ー
ム

の
イ

ン
ピ

ー
ダ

ン
ス

を
接

続
し

て
測

定
し

た
値

を
絶

対

レ
ベ

ル
で

表
し

た
値

と
す

る
。

［
３

 
略

］
 

［
３

 
同

左
］

 

別
表

第
五

号
 

固
定

電
話

端
末

の
送

出
電

力
（

第
3
2
条

の
８

関
係

）
 

別
表

第
五

号
 

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
プ

ロ
ト

コ
ル

電
話

端
末

又
は

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

端
末

の
ア

ナ
ロ

グ
電

話
端

末

等
と

通
信

す
る

場
合

の
送

出
電

力
（

第
3
2
条

の
８

、
第

3
4
条

の
６

関
係

）
 

項
 

目
 

固
定

電
話

端
末

の
送

出
電

力
 

［
略

］
 

［
略

］
 

項
 

 
目

 
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

プ
ロ

ト
コ

ル
電

話
端

末
又

は
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
端

末
の

ア
ナ

ロ
グ

電
話

端
末

等
と

通
信

す
る

場
合

の
送

出
電

力

［
同

左
］

 
［

同
左

］
 

［
注

１
 

略
］

 
［

注
１

 
同

左
］

 

２
 

送
出

電
力

は
、

ア
ナ

ロ
グ

信
号

を
出

力
す

る
二

線
式

接
続

に
変

換
し

、
平

衡
6
0
0
オ

ー
ム

の
イ

ン
ピ

ー
ダ

ン
ス

を
接

続
し

て
測

定
し

た
値

を
絶

対
レ

ベ
ル

で
表

し
た

値
と

す
る

。

２
 

送
出

電
力

は
、

端
末

設
備

又
は

自
営

電
気

通
信

設
備

を
接

続
す

る
点

に
お

い
て

二
線

式
の

接
続

形
式

を

有
す

る
ア

ナ
ロ

グ
電

話
用

設
備

と
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

プ
ロ

ト
コ

ル
電

話
用

設
備

又
は

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

用
設

備
と

の
接

続
点

に
お

い
て

、
ア

ナ
ロ

グ
信

号
を

入
出

力
と

す
る

二
線

式
接

続
に

変
換

し
、

平
衡

6
0
0
オ

ー
ム

の
イ

ン
ピ

ー
ダ

ン
ス

を
接

続
し

て
測

定
し

た
値

を
絶

対
レ

ベ
ル

で
表

し
た

値
と

す
る

。
 

［
３

 
略

］
 

［
３

 
同

左
］

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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12頁 

（
端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条 
端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
総
務
省
令
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正

後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応

し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う

。
）

は

、
当
該
改
正
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ

れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。

26



13頁 

改 
 

正 
 

後

改 
 

正 
 

前

（
対
象
と
す
る
端
末
機
器
）

（
対
象
と
す
る
端
末
機
器
）

第
三
条 
法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
種
類
の
端
末
設
備
の
機
器
は
、
次
の
端
末
機
器
と
す
る

。

第
三
条 

［
同
上
］

一 

固
定
電
話
端
末
（
端
末
設
備
等
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
一
号
）
第
二
条
第
二
項
第
七
号
に

規
定
す
る
固
定
電
話
端
末
を
い
う
。
）

一 

ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
（
電
話
用
設
備
（
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
で
あ
っ
て

、
主
と
し
て
音
声
の
伝
送
交
換
を
目
的
と
す
る
電
気
通
信
役
務
の
用
に
供
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
で
あ
っ
て
、
端
末
設
備
又
は
自
営
電
気
通
信
設
備
を
接
続
す
る
点
に
お
い
て
ア
ナ
ロ
グ
信
号
を
入
出
力
と

す
る
も
の
を
い
う
。
）
又
は
移
動
電
話
用
設
備
（
電
話
用
設
備
で
あ
っ
て
、
端
末
設
備
又
は
自
営
電
気
通
信

設
備
と
の
接
続
に
お
い
て
電
波
を
使
用
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
接
続
さ
れ
る
電
話
機
、
構
内
交
換
設
備
、

ボ
タ
ン
電
話
装
置
、
変
復
調
装
置
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
そ
の
他
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
端
末
機
器
（
第
三

号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

二 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
（
端
末
設
備
等
規
則
第
二
条
第
二
項
第
九
号
に
規
定
す
る

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
を
い
う
。
）

二 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
（
電
話
用
設
備
（
電
気
通
信
番
号
規
則
（
令
和
元
年
総
務
省

令
第
四
号
）
別
表
第
一
号
に
掲
げ
る
固
定
電
話
番
号
を
使
用
し
て
提
供
す
る
音
声
伝
送
役
務
の
用
に
供
す
る

も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
端
末
設
備
又
は
自
営
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
お
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

プ
ロ
ト
コ
ル
を
使
用
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
接
続
さ
れ
る
電
話
機
、
構
内
交
換
設
備
、
ボ
タ
ン
電
話
装
置

、
符
号
変
換
装
置
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
と
音
声
信
号
を
相
互
に
符
号
変
換
す
る
装
置
を
い
う
。

）
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
そ
の
他
呼
の
制
御
を
行
う
端
末
機
器

三 

専
用
通
信
回
線
設
備
等
端
末
（
端
末
設
備
等
規
則
第
二
条
第
二
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
専
用
通
信
回
線

設
備
等
端
末
を
い
う
。
）

三 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
用
設
備
（
移
動
電
話
用
設
備
（
電
気
通
信
番
号
規
則
別
表
第
四

号
に
掲
げ
る
音
声
伝
送
携
帯
電
話
番
号
を
使
用
し
て
提
供
す
る
音
声
伝
送
役
務
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る

。
）
で
あ
っ
て
、
端
末
設
備
又
は
自
営
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
お
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル

を
使
用
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
接
続
さ
れ
る
端
末
機
器

四 

第
一
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
端
末
機
器
（
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
に
限
る
。

）

四 

無
線
呼
出
用
設
備
（
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
で
あ
っ
て
、
無
線
に
よ
っ
て
利

用
者
に
対
す
る
呼
出
し
（
こ
れ
に
付
随
す
る
通
報
を
含
む
。
）
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
電
気
通
信
役
務

の
用
に
供
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
接
続
さ
れ
る
端
末
機
器

［
削
る
］

五 

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
（
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
で
あ
っ
て
、
主
と
し

て
六
四
キ
ロ
ビ
ッ
ト
毎
秒
を
単
位
と
す
る
デ
ジ
タ
ル
信
号
の
伝
送
速
度
に
よ
り
符
号
、
音
声
そ
の
他
の
音
響

又
は
影
像
を
統
合
し
て
伝
送
交
換
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
電
気
通
信
役
務
の
用
に
供
す
る
も
の
を
い
う
。

）
に
接
続
さ
れ
る
端
末
機
器

［
削
る
］

六 

専
用
通
信
回
線
設
備
（
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
で
あ
っ
て
、
特
定
の
利
用
者

に
当
該
設
備
を
専
用
さ
せ
る
電
気
通
信
役
務
の
用
に
供
す
る
も
の
を
い
う
。
）
又
は
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
伝
送

用
設
備
（
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
で
あ
っ
て
、
デ
ジ
タ
ル
方
式
に
よ
り
専
ら
符

号
又
は
影
像
の
伝
送
交
換
を
目
的
と
す
る
電
気
通
信
役
務
の
用
に
供
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
接
続
さ
れ
る

端
末
機
器

［
２ 

略
］

［
２ 

同
上
］

様
式

第
７

号
（

第
1
0
条

、
第

2
2
条

、
第

2
9
条

及
び

第
3
8
条

関
係

）
 

様
式

第
７

号
（

第
1
0
条

、
第

2
2
条

、
第

2
9
条

及
び

第
3
8
条

関
係

）
 

表
示

は
、

次
の

様
式

に
記

号
Ａ

及
び

技
術

基
準

適
合

認
定

番
号

又
は

記
号

Ｔ
及

び
設

計
認

証
番

号
を

付
加

し

た
も

の
と

す
る

。
 

表
示

は
、

次
の

様
式

に
記

号
Ａ

及
び

技
術

基
準

適
合

認
定

番
号

又
は

記
号

Ｔ
及

び
設

計
認

証
番

号
を

付
加

し

た
も

の
と

す
る

。
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14頁 

［
図

略
］

 

［
注

１
～

４
 

略
］

 端
 

末
 

機
 

器
 

の
 

種
 

類
 

記
 

号
 

一
 

第
３

条
第

１
項

第
１

号
に

掲
げ

る
端

末
機

器
 

Ｇ
 

二
 

第
３

条
第

１
項

第
２

号
に

掲
げ

る
端

末
機

器
 

Ｈ
 

三
 

第
３

条
第

１
項

第
３

号
に

掲
げ

る
端

末
機

器
 

Ｐ
 

四
 

第
３

条
第

１
項

第
４

号
に

掲
げ

る
端

末
機

器
 

Ｑ
 

［
図

同
左

］
 

［
注

１
～

４
 

同
左

］
 

端
 

末
 

機
 

器
 

の
 

種
 

類
 

記
 

号
 

一
 

第
３

条
第

１
項

第
１

号
に

掲
げ

る
端

末
機

器
 

Ａ
 

二
 

第
３

条
第

１
項

第
２

号
に

掲
げ

る
端

末
機

器
 

Ｅ
 

三
 

第
３

条
第

１
項

第
３

号
に

掲
げ

る
端

末
機

器
 

Ｆ
 

四
 

第
３

条
第

１
項

第
４

号
に

掲
げ

る
端

末
機

器
 

Ｂ
 

五
 

第
３

条
第

１
項

第
５

号
に

掲
げ

る
端

末
機

器
 

Ｃ
 

六
 

第
３

条
第

１
項

第
６

号
に

掲
げ

る
端

末
機

器
 

Ｄ
 

様
式

第
十

五
号

（
第

4
5
条

関
係

）
 

様
式

第
十

五
号

（
第

4
5
条

関
係

）
 

登
録

申
請

書
 

年
 

 
月

 
 

日
 

総
務

大
臣

 
殿

 

郵
便

番
号

 

住
 

 
所

 

（
ふ

り
が

な
）

 

氏
 

 
名

（
法

人
に

あ
っ

て
は

、
名

称
及

び
代

表
者

 

 
の

氏
名

）
 

電
話

番
号

 

電
気

通
信

事
業

法
第

6
8
条

の
３

第
１

項
の

登
録

を
受

け
た

い
の

で
、

下
記

の
と

お
り

申
請

し
ま

す
。

 

記
 

［
１

～
４

 
略

］
 

［
注

１
 

略
］

 

２
 

修
理

の
方

法
の

概
要

に
は

、
修

理
の

箇
所

（
表

示
装

置
、

フ
レ

ー
ム

、
マ

イ
ク

、
ス

ピ
ー

カ
、

カ
メ

ラ
、

ボ
タ

ン
、

差
込

み
口

、
コ

ネ
ク

タ
、

バ
イ

ブ
レ

ー
タ

及
び

電
池

等
）

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

。
な

お
、

修

理
す

る
特

定
端

末
機

器
の

認
証

設
計

又
は

届
出

設
計

に
合

致
す

る
よ

う
修

理
を

行
う

場
合

は
、

修
理

の
箇

所

の
ほ

か
、

そ
の

旨
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

［
３

・
４

 
略

］
 

 

登
録

申
請

書
 

年
 

 
月

 
 

日
 

総
務

大
臣

 
殿

 

郵
便

番
号

 

住
 

 
所

 

（
ふ

り
が

な
）

 

氏
 

 
名

（
法

人
に

あ
っ

て
は

、
名

称
及

び
代

表
者

 

 
の

氏
名

）
 

電
話

番
号

 

電
気

通
信

事
業

法
第

6
8
条

の
３

第
１

項
の

登
録

を
受

け
た

い
の

で
、

下
記

の
と

お
り

申
請

し
ま

す
。

 

記
 

［
１

～
４

 
同

左
］

 

［
注

１
 

同
左

］
 

２
 

修
理

の
方

法
の

概
要

に
は

、
修

理
の

箇
所

（
表

示
装

置
、

フ
レ

ー
ム

、
マ

イ
ク

、
ス

ピ
ー

カ
、

カ
メ

ラ
、

ボ
タ

ン
、

差
込

み
口

、
コ

ネ
ク

タ
、

バ
イ

ブ
レ

ー
タ

ー
及

び
電

池
等

）
に

つ
い

て
記

載
す

る
こ

と
。

な
お

、

修
理

す
る

特
定

端
末

機
器

の
認

証
設

計
又

は
届

出
設

計
に

合
致

す
る

よ
う

修
理

を
行

う
場

合
は

、
修

理
の

箇

所
の

ほ
か

、
そ

の
旨

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

［
３

・
４

 
同

左
］

 
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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15頁 

附 

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条 

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
端
末
設
備
等
規
則
第
三
十
二
条

の
二
十
三
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
令
第
三
十
二
条
の
二
十
四
の
改
正
規
定
は
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条 

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
端
末
設
備
等
規
則
の
条
件
に
適
合
す
る
端
末
設
備
又
は
自
営
電
気
通
信
設
備
で

あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
電
気
通
信
事
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う

。
）

第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定

す
る
技
術
基
準
適
合
認
定
、
法
第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
設
計
認
証
、
法
第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
端
末
設
備
の
接
続
の
検
査
若
し
く
は
法
第
七
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
営
電
気
通
信
設
備
の
接
続
の
検
査
を

受
け
、
又
は
法
第
六
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
技
術
基
準
適
合
自
己
確
認
の
届
出
を
行
っ
た
も
の
の
技
術
基
準

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
付
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認
定

等
に
関
す
る
規
則
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
端
末
機
器
に
係
る
表
示
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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端末設備等規則等の一部改正等に関する意見募集の結果 

（審議会への必要的諮問事項以外に係るもの） 

意見募集期間：令和６年５月２１日（火）から令和６年６月１９日（水）まで 

提出された御意見の件数：４件 

※意見提出数は、意見提出者数としています。

No. 意見提出者 

１ テュフ ラインランド ジャパン株式会社

２ 株式会社 NTT ドコモ 

３ メディアテックジャパン株式会社

－ 個人（１件） 

参考 
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端末設備等規則等の一部改正案に対して寄せられた意見及びこれに対する考え方

意見

No. 

意見対象

箇所 
提出された意見 意見に対する考え方 

修正の

有無 

平成 16 年総務省告示第 99 号の一部を改正する告示案に対する意見 

１ 告 示 案

（令和 7

年施行、

全体） 

「デジタル化の進展に対応した事故報告制度・電気

通信設備等に係る技術的条件」に関する情報通信審

議会からの一部答申では、端末設備の絶縁抵抗等の

見直しに関し、整合をとる国際基準の要求事項として

直流 500V で絶縁抵抗を測定するとの部分を引用して

おります。端末設備等規則第六条の絶縁抵抗等の試

験方法において、別紙 4 にて略とされている別表第一

号 二の 3 の(二)の測定電圧も国際標準との整合を取

ることから測定電圧は直流 500V とすることが適当で

はないでしょうか。また平成 16 年総務省告示第 99 号

別表第二号 電波を使用する端末機器の測定方法、

別表第八号 無線設備規則第 49 条の 23 第２号に規

定する非静止衛星に開設する人工衛星局の中継によ

り携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設

備を使用する移動電話端末の試験方法においても同

様かと存じます。 

【テュフ ラインランド ジャパン株式会社】 

 御意見を踏まえ、御指摘の箇所を一部答申に合致

するよう修正いたします。 

有 

２ 告 示 案 端末設備等規則及び端末機器の技術基準適合認 御意見を踏まえ、御指摘の箇所を端末設備等規則 有 
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（ 令和 7

年施行、

別表第 1

号 の 改

正） 

定等に関する規則の一部を改正する省令案(以下別

紙 2)での変更に伴い現行の平成 16 年総務省告示第

99 号（端末機器の技術基準適合認定等に関する試験

方法を定める件）別表第一号 有線電気通信端末機

器の測定方法における二の 3 の(四)も変更が必要と

考えます。平成 16 年総務省告示第 99 号（端末機器

の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める

件）の一部を改正する告示案において該当箇所は略

とされておりますが、別紙 2 の変更に合わせ変更が必

要ではないでしょうか。 

【テュフ ラインランド ジャパン株式会社】 

の改正案に合致するよう修正いたします。 

３ 告 示 案

（令和 7

年施行、

別表第 7

号 の 改

正） 

弊社としましては緊急通報の重要性を踏まえ、複数

SIM対応端末の緊急通報接続性確保に繋がる今回の

規則の改正案に賛同いたします。 

なお自動切換により複数の SIM 回線からの緊急通

報を試みた結果、どの SIM 回線でも接続できなかった

場合には、それ以上の自動発呼は行わない動作が望

ましいと考えます。こちらの動作を確認する内容を技

適の試験項目に追加してもよいと考えますが如何でし

ょうか。繋がらないにも関わらず緊急通報をかけ続け

てしまう場合、端末のバッテリーを不必要に消費してし

まうように思います。 

【株式会社 NTT ドコモ】 

賛同の御意見として承ります。 

本規定は複数 SIM 対応端末から緊急通報を行う際

に、いずれかの SIM で発呼に失敗した場合でも、それ

以外に通話が可能な SIM がある場合には、その SIM

での発信を試みるようにすることを目的としています。

そのため、いずれの SIM でも接続ができなかった場合

のそれ以降の動作については特段の規定を設けてお

りません。 

なお、告示案ではどのような切替動作を行って試験

を行うか分かりにくいことから、ＳＩＭに順番を付けた上

で、１番目のＳＩＭから２番目のＳＩＭへの切替動作、２

番目のＳＩＭから３番目のＳＩＭへの切替動作、…最後

有 
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のＳＩＭから１番目のＳＩＭへの切替動作を確認するこ

とを明確化いたします。 

４ 告 示 案

（令和 7

年施行、

別表第 7

号 の 改

正） 

 “被検機器から接続を要求するメッセージ”につい

て、具体的なメッセージ名を記載頂けないでしょうか？ 

【メディアテックジャパン株式会社】 

 １つ前の手順ウに記載されているシミュレータへの

緊急通報の発信時の要求を指します。 

なお、関係者（登録認定機関、端末メーカ等）間の

認識の共通化の観点から、試験方法の詳細等につい

ては、必要に応じ、ガイドライン等に追記して周知する

ことを想定しております。 

無 

５ 告 示 案

（令和 7

年施行、

別表第 7

号 の 改

正） 

 “音声通信を開始するための要求“について、要求と

は具体的にどのような動作なのかを記載頂けないでし

ょうか？ 

【メディアテックジャパン株式会社】 

「音声通信を開始するための要求を拒否する旨の

信号」として、PDN Connectivity Reject（Cause#33)

と告示案にありますので、音声通信を開始するため

の要求は、PDN Connectivity Request(IMS)を指し

ます。 

なお、関係者（登録認定機関、端末メーカ等）間の

認識の共通化の観点から、試験方法の詳細等につい

ては、必要に応じ、ガイドライン等に追記して周知する

ことを想定しております。 

無 

６ 告 示 案

（令和 8

年施行） 

 “被検機器が応答を受けなかった場合も、128 秒以

内に“の箇所について 128 秒の開始タイミングについ

て、具体的に明記頂けないでしょうか？ 

【メディアテックジャパン株式会社】 

 被検機器が発信した後の応答を規定しており、開始

時点は明確と考えます。 

なお、関係者（登録認定機関、端末メーカ等）間の

認識の共通化の観点から、試験方法の詳細等につい

ては、必要に応じ、ガイドライン等に追記して周知する

ことを想定しております。 

無 
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平成 23 年総務省告示第 87 号の一部を改正する告示案に対する意見 

７ 告 示 案

（全体） 

デジタル化の進展に対応した技術的条件等の在り

方という観点で意見をいたします。 

最近では 2.5/5/10GBASE-Tに対応したルーター等

の製品がありますが、平成 23 年総務省告示第 87 号

にはこれらの技術基準がありませんので、現状では

「特殊な端末設備」として各事業者の技術的条件に従

うよう分類されている理解です。一般的になりつつあり

ますので、告示で技術基準を設けるべきかと考えま

す。 

【個人】 

御意見は今後の参考として承ります。 無 
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○
総
務
省
令
第

号

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和

年

月

日

総
務
大
臣

松
本

剛
明

事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
の
一
部
改
正
）

事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う

。
）

は
、
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に

改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
通
話
品
質
）

第
三
十
四
条

事
業
用
電
気
通
信
設
備
（
電
気
通
信
回
線
設
備
に
限
る
。
次
条
第
三
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
（
端
末
設
備
で
あ
つ
て
、
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
点
に
お
い
て
二
線

式
の
接
続
形
式
で
接
続
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
送
話
ラ
ウ
ド
ネ
ス
定

格
及
び
受
話
ラ
ウ
ド
ネ
ス
定
格
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
、
第
三
十
五
条
の
十
八
第
一
項
、
第
三
十
五
条

の
十
九
の
二
第
一
項
及
び
第
三
十
六
条
の
五
第
一
項
に
お
い
て
単
に
「
ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
」
と
い
う
。
）
を
接

続
し
た
場
合
の
通
話
品
質
は
、
ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
と
端
末
回
線
に
接
続
さ
れ
る
交
換
設
備
と
の
間
の
送
話
ラ
ウ

ド
ネ
ス
定
格
は
一
五
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
受
話
ラ
ウ
ド
ネ
ス
定
格
は
六
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
通
話
品
質
）

第
三
十
四
条

事
業
用
電
気
通
信
設
備
（
電
気
通
信
回
線
設
備
に
限
る
。
次
条
第
三
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
端
末
規
則
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
で
あ
つ
て
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示

す
る
送
話
ラ
ウ
ド
ネ
ス
定
格
及
び
受
話
ラ
ウ
ド
ネ
ス
定
格
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
、
第
三
十
五
条
の
十

八
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
十
九
の
二
第
一
項
及
び
第
三
十
六
条
の
五
第
一
項
に
お
い
て
「
ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末

」
と
い
う
。
）
を
接
続
し
た
場
合
の
通
話
品
質
は
、
ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
と
端
末
回
線
に
接
続
さ
れ
る
交
換
設
備

と
の
間
の
送
話
ラ
ウ
ド
ネ
ス
定
格
は
一
五
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
受
話
ラ
ウ
ド
ネ
ス
定
格
は
六
デ
シ
ベ

ル
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
２

略
］

［
２

同
上
］

（
特
定
端
末
設
備
）

第
三
十
五
条
の
二
の
七

二
線
式
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
（
特
定
端
末
設
備
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
の
技
術
基
準
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

端
末
規
則
第
三
十
五
条
の
規
定
は
、
二
線
式
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
条
中
「
電
気
通
信
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
電
気
通
信
事
業
者
」
と
、
「
第
四
章
か
ら
前
章
ま
で
」

と
あ
る
の
は
「
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
号
）
第
三
十
五
条
の
二
の
七
第
一

項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
端
末
設
備
）

第
三
十
五
条
の
二
の
七

端
末
規
則
第
四
章
第
一
節
及
び
第
三
十
五
条
の
規
定
は
、
二
線
式
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備

（
特
定
端
末
設
備
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
端
末
規
則
第
十
三
条
第
一
項
及
び

第
三
十
五
条
中
「
電
気
通
信
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
電
気
通
信
事
業
者
」
と
、
同
条
中
「
第
四
章
か
ら
前

章
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
号
）
第
三
十
五
条
の
二
の
七

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
四
章
第
一
節
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
通
話
品
質
）

第
三
十
五
条
の
四

事
業
用
電
気
通
信
設
備
（
電
気
通
信
回
線
設
備
に
限
る
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
（
端
末
設
備
で
あ
つ
て
、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
を
接
続
し
た
場
合
の
通
話
品
質
は
、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
と
端
末
回
線
に
接
続
さ
れ
る
交
換

設
備
と
の
間
の
送
話
ラ
ウ
ド
ネ
ス
定
格
は
十
一
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
受
話
ラ
ウ
ド
ネ
ス
定
格
は
五
デ

シ
ベ
ル
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
通
話
品
質
）

第
三
十
五
条
の
四

事
業
用
電
気
通
信
設
備
（
電
気
通
信
回
線
設
備
に
限
る
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
（
端
末
規
則
第
二
条
第
二
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
を
接
続
し
た
場
合
の
通
話
品
質
は
、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
と
端
末
回
線
に
接
続
さ
れ
る
交

換
設
備
と
の
間
の
送
話
ラ
ウ
ド
ネ
ス
定
格
は
十
一
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
受
話
ラ
ウ
ド
ネ
ス
定
格
は
五

デ
シ
ベ
ル
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
端
末
設
備
）

第
三
十
五
条
の
七
の
二

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
（
特
定
端
末
設
備
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
技
術
基
準
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

端
末
規
則
第
三
十
五
条
の
規
定
は
、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
同
条
中
「
電
気
通
信
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
電
気
通
信
事
業
者
」
と
、
「
第
四
章
か
ら
前
章
ま
で
」
と

あ
る
の
は
「
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
号
）
第
三
十
五
条
の
七
の
二
第
一
項

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
端
末
設
備
）

第
三
十
五
条
の
七
の
二

端
末
規
則
第
六
章
及
び
第
三
十
五
条
の
規
定
は
、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
（
特
定
端

末
設
備
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
電
気
通
信
事
業
者
」
と
あ
る
の
は

「
当
該
電
気
通
信
事
業
者
」
と
、
「
第
四
章
か
ら
前
章
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
（
昭
和
六

十
年
郵
政
省
令
第
三
十
号
）
第
三
十
五
条
の
七
の
二
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
六
章
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

（
特
定
端
末
設
備
）

第
四
十
五
条
の
九

二
線
式
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
（
特
定
端
末
設
備
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
技
術

基
準
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

端
末
規
則
第
三
十
五
条
の
規
定
は
、
二
線
式
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
条
中
「
電
気
通
信
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
電
気
通
信
事
業
者
」
と
、
「
第
四
章
か
ら
前
章
ま
で
」

（
特
定
端
末
設
備
）

第
四
十
五
条
の
九

端
末
規
則
第
四
章
第
一
節
及
び
第
三
十
五
条
の
規
定
は
、
二
線
式
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
（
特

定
端
末
設
備
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
端
末
規
則
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三

十
五
条
中
「
電
気
通
信
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
電
気
通
信
事
業
者
」
と
、
同
条
中
「
第
四
章
か
ら
前
章
」

と
あ
る
の
は
「
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
号
）
第
四
十
五
条
の
九
第
一
項
に

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
四
章
第
一
節
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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と
あ
る
の
は
「
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
号
）
第
四
十
五
条
の
九
第
一
項
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
（
特
定
端
末
設
備
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
技
術
基
準
は
、
総
務
大

臣
が
別
に
告
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

４

端
末
規
則
第
三
十
五
条
の
規
定
は
、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
同
条
中
「
電
気
通
信
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
電
気
通
信
事
業
者
」
と
、
「
第
四
章
か
ら
前
章
ま
で
」
と

あ
る
の
は
「
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
号
）
第
四
十
五
条
の
九
第
三
項
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５

端
末
規
則
第
四
章
第
三
節
及
び
第
三
十
五
条
の
規
定
は
、
電
気
通
信
番
号
規
則
別
表
第
一
号
に
掲
げ
る
固
定
電

話
番
号
を
使
用
し
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
（
特
定
端
末
設
備

に
限
る
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
端
末
規
則
第
三
十
五
条
中
「
電
気
通
信
事
業
者
」
と

あ
る
の
は
「
当
該
電
気
通
信
事
業
者
」
と
、
「
第
四
章
か
ら
前
章
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
用
電
気
通
信
設
備

規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
号
）
第
四
十
五
条
の
九
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
四
章

第
三
節
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

端
末
規
則
第
六
章
及
び
第
三
十
五
条
の
規
定
は
、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
（
特
定
端
末
設
備
に
限
る
。
）

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
電
気
通
信
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
電
気
通
信
事

業
者
」
と
、
「
第
四
章
か
ら
前
章
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三

十
号
）
第
四
十
五
条
の
九
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
六
章
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

端
末
規
則
第
四
章
第
三
節
及
び
第
三
十
五
条
の
規
定
は
、
電
気
通
信
番
号
規
則
別
表
第
一
号
に
掲
げ
る
固
定
電

話
番
号
を
使
用
し
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
（
特
定
端
末
設
備

に
限
る
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
端
末
規
則
第
三
十
五
条
中
「
電
気
通
信
事
業
者
」
と

あ
る
の
は
「
当
該
電
気
通
信
事
業
者
」
と
、
「
第
四
章
か
ら
前
章
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則

（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
号
）
第
四
十
五
条
の
九
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
四
章
第
三

節
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

備
考

表
中
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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1頁

○
総
務
省
告
示
第 

 
 

号

端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
総
務
省
令
第
十
五
号
）
別
表
第
一
号
二
の
規
定

に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
総
務
省
告
示
第
九
十
九
号
（
端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認
定
等
に
関
す
る
試
験
方
法
を
定

め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和 

 

年 
 

月 
 

日

総
務
大
臣 

松
本 

剛
明

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
同
じ

。
）

を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順

次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し

て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
下
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う

。
）

は
、
当
該
対
象
規
定
を
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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2頁 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
第
四 
同
軸
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
の
固
定
電
話
端
末
の
試
験
方
法
は
、
別
表
第
三
号
の
と
お
り
と
す
る
。 

第
四 

同
軸
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
端
末
の
試
験
方
法
は
、
別
表
第
三
号
の
と

お
り
と
す
る
。 

別
表

第
一

号
 

有
線

電
気

通
信

端
末

機
器

の
測

定
方

法
 

別
表

第
一

号
 

有
線

電
気

通
信

端
末

機
器

の
測

定
方

法
 

［
一

 
略

］
 

［
一

 
同

左
］

 

二
 

絶
縁

抵
抗

等
 

二
 

絶
縁

抵
抗

等
 

 
［

１
・

２
 

略
］

 
 

［
１

・
２

 
同

左
］

 

 
３

 
測

定
手

順
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
 

３
 

測
定

手
順

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

［
㈠

 
略

］
 

 
 

［
㈠

 
同

左
］

 

 
 

㈡
 

絶
縁

抵
抗

計
で

次
の

箇
所

の
絶

縁
抵

抗
を

測
定

す
る

。
な

お
、

測
定

電
圧

は
5
0
0
V
と

す
る

。
 

 
 

㈡
 

絶
縁

抵
抗

計
で

次
の

箇
所

の
絶

縁
抵

抗
を

測
定

す
る

。
な

お
、

測
定

電
圧

は
被

検
機

器
の

使
用

電
圧

の

尖
頭

値
以

上
と

す
る

。
 

 
 

 
［

⑴
～

⑷
 

略
］

 
 

 
 

［
⑴

～
⑷

 
同

左
］

 

 
 

［
㈢

 
略

］
 

 
 

［
㈢

 
同

左
］

 

 
 

㈣
 

2
,
5
0
0
V
の

試
験

電
圧

を
一

分
間

加
え

絶
縁

耐
力

試
験

機
で

㈡
と

同
じ

箇
所

の
絶

縁
耐

力
を

測
定

す
る

。
 
 

 
㈣

 
使

用
電

圧
の

1
.
5
倍

の
試

験
電

圧
を

十
分

間
加

え
絶

縁
耐

力
試

験
機

で
㈡

と
同

じ
箇

所
の

絶
縁

耐
力

を

測
定

す
る

。
 

［
三

・
四

 
略

］
 

［
三

・
四

 
同

左
］

 

五
 

固
定

電
話

端
末

（
次

項
及

び
第

七
項

に
掲

げ
る

も
の

を
除

く
。

）
 

五
 

ア
ナ

ロ
グ

電
話

端
末

設
備

 

 
１

 
呼

の
設

定
、

切
断

等
を

行
う

た
め

の
メ

ッ
セ

ー
ジ

の
送

出
 

 
１

 
選

択
信

号
の

自
動

送
出

 

 
 

㈠
 

測
定

用
機

器
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
 

 
㈠

 
測

定
用

機
器

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

 
⑴

 
擬

似
交

換
機

 
 

 
 

⑴
 

オ
シ

ロ
ス

コ
ー

プ
（

波
形

を
自

動
的

に
記

録
し

、
印

刷
で

き
る

も
の

。
）

 

 
 

 
⑵

 
プ

ロ
ト

コ
ル

ア
ナ

ラ
イ

ザ
（

固
定

電
話

端
末

（
次

項
及

び
第

七
項

に
掲

げ
る

も
の

を
除

く
。

以
下

こ

の
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

の
送

受
信

信
号

を
伝

送
路

上
で

確
認

で
き

る
も

の
又

は
擬

似
交

換
機

と
の

イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

に
お

い
て

確
認

で
き

る
も

の
）

 

 
 

 
⑵

 
疑

似
交

換
機

 

 
 

 
⑶

 
プ

リ
ン

タ
 

 

 
 

 
⑷

 
被

検
機

器
と

同
一

の
機

器
又

は
既

適
合

機
器

（
㈡

の
測

定
回

路
ブ

ロ
ッ

ク
図

中
「

対
向

機
器

」
と

す

る
。

）
 

 

 
 

㈡
 

測
定

回
路

ブ
ロ

ッ
ク

図
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
 

 
㈡

 
測

定
回

路
ブ

ロ
ッ

ク
図

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
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3頁 

               
 

 
 

 

         
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

注
 

分
界

点
上

で
の

測
定

が
困

難
な

場
合

は
、

擬
似

交
換

機
で

の
測

定
に

よ
る

こ
と

。
 

 

 
 

㈢
 

測
定

手
順

は
、

被
検

機
器

に
発

信
、

応
答

及
び

通
信

終
了

動
作

を
行

わ
せ

、
シ

ー
ケ

ン
ス

動
作

ご
と

に

プ
ロ

ト
コ

ル
ア

ナ
ラ

イ
ザ

で
各

動
作

を
確

認
す

る
。

 

 
 

㈢
 

測
定

手
順

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

 
 

⑴
 

オ
シ

ロ
ス

コ
ー

プ
で

回
線

間
の

電
圧

を
確

認
で

き
る

状
態

に
す

る
。

 

 
 

 
 

⑵
 

被
検

機
器

が
オ

フ
フ

ッ
ク

状
態

に
な

っ
た

時
に

オ
シ

ロ
ス

コ
ー

プ
の

ト
リ

ガ
が

か
か

る
よ

う
に

調
整

す
る

。
 

 
 

 
 

⑶
 

被
検

機
器

を
オ

フ
フ

ッ
ク

状
態

に
し

、
自

動
的

に
選

択
信

号
を

送
出

し
、

直
流

回
路

を
閉

じ
て

か
ら

最
初

に
選

択
信

号
が

出
て

く
る

ま
で

の
時

間
を

測
定

す
る

。
 

 
 

 
 

 
注

 
設

計
方

法
に

対
応

し
た

測
定

を
す

る
。

 

 
２

 
通

信
終

了
メ

ッ
セ

ー
ジ

の
送

出
タ

イ
ミ

ン
グ

 
 

２
 

自
動

応
答

確
認

 

 
 

㈠
 

測
定

用
機

器
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
 

 
㈠

 
測

定
用

機
器

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

 
⑴

 
擬

似
交

換
機

 
 

 
 

⑴
 

オ
シ

ロ
ス

コ
ー

プ
（

波
形

を
自

動
的

に
記

録
し

、
印

刷
で

き
る

も
の

）
 

 
 

 
⑵

 
プ

ロ
ト

コ
ル

ア
ナ

ラ
イ

ザ
（

固
定

電
話

端
末

の
送

受
信

信
号

を
伝

送
路

上
で

確
認

で
き

る
も

の
又

は

擬
似

交
換

機
と

の
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

に
お

い
て

確
認

で
き

る
も

の
）

 

 
 

 
⑵

 
擬

似
交

換
機

(
事

業
用

設
備

に
対

応
す

る
交

換
設

備
)
 

 
 

 
⑶

 
プ

リ
ン

タ
 

 
 

 
⑶

 
対

向
機

器
 

 
 

 
⑷

 
被

検
機

器
と

同
一

の
機

器
又

は
既

適
合

機
器

（
㈡

の
測

定
回

路
ブ

ロ
ッ

ク
図

及
び

㈢
中

「
対

向
機

器
」

と
す

る
。

）
 

 

 
 

㈡
 

測
定

回
路

ブ
ロ

ッ
ク

図
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
 

 
㈡

 
測

定
回

路
ブ

ロ
ッ

ク
図

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

    

 
 

 
 

   

被
検

機
器

プ
リ

ン
タ

プ
ロ

ト
コ
ル

ア
ナ

ラ
イ
ザ

Ａ

プ
リ

ン
タ

プ
ロ

ト
コ
ル

ア
ナ

ラ
イ
ザ

Ｂ

分
界
点

▼

対
向

機
器

擬
似

交
換
機

オ
シ

ロ
ス

コ
ー

プ
 

擬
似

交
換

機
 

被
検

機
器
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4頁 

               
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

注
 

分
界

点
上

で
の

測
定

が
困

難
な

場
合

は
、

擬
似

交
換

機
で

の
測

定
に

よ
る

こ
と

。
 

 

 
 

㈢
 

測
定

手
順

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
な

お
、

相
手

不
応

答
時

と
相

手
話

中
時

の
動

作
の

制
御

方
式

及

び
タ

イ
マ

ー
値

が
異

な
る

場
合

の
み

両
方

の
状

態
で

測
定

し
、

同
じ

場
合

は
片

方
の

み
行

え
ば

よ
い

も
の

と
す

る
。

 

 
 

㈢
 

測
定

手
順

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

 
⑴

 
相

手
不

応
答

時
の

測
定

手
順

 

被
検

機
器

か
ら

空
き

状
態

の
対

向
機

器
へ

発
信

し
、

対
向

機
器

は
応

答
さ

せ
ず

に
お

き
、

被
検

機
器

が
自

動
切

断
す

る
動

作
を

プ
ロ

ト
コ

ル
ア

ナ
ラ

イ
ザ

で
確

認
す

る
。

 

 
 

 
⑴

 
オ

シ
ロ

ス
コ

ー
プ

で
回

線
間

の
電

圧
を

確
認

で
き

る
状

態
に

す
る

。
 

 
 

 
⑵

 
相

手
話

中
時

の
測

定
手

順
 

被
検

機
器

か
ら

話
中

状
態

の
対

向
機

器
へ

発
信

し
、

対
向

機
器

は
話

中
状

態
を

保
持

さ
せ

、
被

検
機

器
が

自
動

切
断

す
る

動
作

を
プ

ロ
ト

コ
ル

ア
ナ

ラ
イ

ザ
で

確
認

す
る

。
 

 
 

 
⑵

 
被

検
機

器
か

ら
発

信
し

、
対

向
機

器
を

呼
び

出
す

。
 

 
 

 
 

⑶
 

対
向

機
器

は
受

話
器

を
上

げ
て

お
い

て
話

中
状

態
に

し
て

お
く

か
、

呼
び

出
さ

れ
て

も
応

答
を

し
な

い
状

態
に

し
て

お
く

。
 

 
 

 
 

⑷
 

こ
の

状
態

で
２

分
以

上
、

オ
シ

ロ
ス

コ
ー

プ
で

回
線

の
状

態
を

観
測

し
、

選
択

信
号

の
送

出
か

ら
回

線
を

開
放

す
る

ま
で

の
時

間
を

測
定

す
る

。
 

 
３

 
自

動
再

発
信

 
 

３
 

自
動

再
発

信
 

 
 

㈠
 

測
定

用
機

器
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
 

 
㈠

 
測

定
用

機
器

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

 
⑴

 
擬

似
交

換
機

 
 

 
 

⑴
 

オ
シ

ロ
ス

コ
ー

プ
（

波
形

を
自

動
的

に
記

録
し

、
印

刷
で

き
る

も
の

。
）

 

 
 

 
⑵

 
プ

ロ
ト

コ
ル

ア
ナ

ラ
イ

ザ
（

固
定

電
話

端
末

の
送

受
信

信
号

を
伝

送
路

上
で

確
認

で
き

る
も

の
又

は

擬
似

交
換

機
と

の
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

に
お

い
て

確
認

で
き

る
も

の
）

 

 
 

 
⑵

 
擬

似
交

換
機

 

 
 

 
⑶

 
プ

リ
ン

タ
 

 
 

 
⑶

 
後

位
の

機
器

(
後

位
の

機
器

を
接

続
す

る
場

合
。

既
に

認
定

さ
れ

た
機

器
で

あ
る

場
合

を
除

く
。

)
 

 
 

 
⑷

 
被

検
機

器
と

同
一

の
機

器
又

は
既

適
合

機
器

（
㈡

の
測

定
回

路
ブ

ロ
ッ

ク
図

及
び

㈢
中

「
対

向
機

器
」

と
す

る
。

）
 

 
 

 
⑷

 
対

向
機

器
 

被
検

機
器

プ
リ

ン
タ

プ
ロ

ト
コ
ル

ア
ナ

ラ
イ
ザ

Ａ

プ
リ

ン
タ

プ
ロ

ト
コ
ル

ア
ナ

ラ
イ
ザ

Ｂ

分
界
点

▼

対
向

機
器

擬
似

交
換
機

オ
シ

ロ
ス

コ
ー

プ

対
向

機
器

擬
似

交
換

機
被

検
機

器

オ
シ

ロ
ス

コ
ー

プ

対
向

機
器

擬
似

交
換

機
被

検
機

器
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5頁 

 
 

㈡
 

測
定

回
路

ブ
ロ

ッ
ク

図
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
 

 
㈡

 
測

定
回

路
ブ

ロ
ッ

ク
図

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

               
 

 
 

          
 

 
 

 

 
 

 
 

注
 

分
界

点
上

で
の

測
定

が
困

難
な

場
合

は
、

擬
似

交
換

機
で

の
測

定
に

よ
る

こ
と

。
 

 
 

 
 

注
 

後
位

の
機

器
を

接
続

す
る

場
合

 

 
 

㈢
 

測
定

手
順

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

㈢
 

測
定

手
順

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

 
⑴

 
３

分
２

回
以

内
方

式
の

場
合

 

相
手

不
応

答
時

と
相

手
話

中
時

の
動

作
の

制
御

方
式

及
び

タ
イ

マ
ー

値
が

異
な

る
場

合
の

み
両

方
の

状
態

で
測

定
し

、
同

じ
場

合
は

片
方

の
み

行
え

ば
よ

い
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
⑴

 
３

分
２

回
以

内
方

式
の

場
合

 

 
 

 
 

ア
 

相
手

不
応

答
時

の
測

定
手

順
 

 
 

 
 

ア
 

対
向

機
器

が
不

応
答

の
時

、
被

検
機

器
を

同
一

番
号

に
自

動
再

発
信

が
で

き
る

よ
う

に
設

定
す

る
。

 

 
 

 
 

 
(ア) 

被
検

機
器

か
ら

空
き

状
態

の
対

向
機

器
へ

発
信

し
、

対
向

機
器

は
応

答
さ

せ
ず

に
お

き
、

被
検

機
器

に
自

動
再

発
信

を
行

わ
せ

る
。

 

 

 
 

 
 

 
(イ) 

被
検

機
器

の
発

信
動

作
か

ら
３

分
間

以
上

を
プ

ロ
ト

コ
ル

ア
ナ

ラ
イ

ザ
で

確
認

す
る

。
 

 

 
 

 
 

イ
 

相
手

話
中

時
の

測
定

手
順

 
 

 
 

 
イ

 
被

検
機

器
が

オ
フ

フ
ッ

ク
状

態
に

な
っ

た
時

に
オ

シ
ロ

ス
コ

ー
プ

の
ト

リ
ガ

が
か

か
る

よ
う

に
調

整
す

る
。

 

 
 

 
 

 
(ア) 

被
検

機
器

か
ら

話
中

状
態

の
対

向
機

器
へ

発
信

し
、

対
向

機
器

は
話

中
状

態
を

保
持

さ
せ

て
お

き
、

被
検

機
器

に
自

動
再

発
信

を
行

わ
せ

る
。

 

 

 
 

 
 

 
(イ) 

被
検

機
器

の
発

信
動

作
か

ら
３

分
間

以
上

を
プ

ロ
ト

コ
ル

ア
ナ

ラ
イ

ザ
で

確
認

す
る

。
 

 

 
 

 
 

 
ウ

 
対

向
機

器
を

３
分

間
以

上
応

答
し

な
い

よ
う

に
し

て
お

き
、

対
向

機
器

へ
発

信
を

行
い

回
線

間
を

オ
シ

ロ
ス

コ
ー

プ
で

３
分

間
を

超
え

る
時

間
観

測
し

、
シ

ー
ケ

ン
ス

を
記

録
す

る
。

こ
の

時
同

じ
番

号
に

再
発

信
す

る
回

数
を

記
録

す
る

。
 

 
 

 
 

 
エ

 
発

信
音

又
は

話
中

音
を

確
認

す
る

方
式

と
確

認
し

な
い

方
式

に
お

い
て

、
イ

及
び

ウ
に

従
い

各
シ

ー
ケ

ン
ス

を
記

録
す

る
。

 

 
 

 
⑵

 
1
5
回

以
内

方
式

の
場

合
 

 
 

 
⑵

 
１

５
回

以
内

方
式

の
場

合
 

被
検

機
器

プ
リ

ン
タ

プ
ロ

ト
コ
ル

ア
ナ

ラ
イ
ザ

Ａ

プ
リ

ン
タ

プ
ロ

ト
コ
ル

ア
ナ

ラ
イ
ザ

Ｂ

分
界
点

▼

対
向

機
器

擬
似

交
換
機

オ
シ

ロ
ス

コ
ー

プ

対
向

機
器

擬
似

交
換

機
被

検
機

器
後

位
の
機

器
（

注
）

L
1

L
2

オ
シ

ロ
ス

コ
ー

プ

対
向

機
器

擬
似

交
換

機
被

検
機

器
後

位
の
機

器
（

注
）

L
1

L
2
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6頁 

 
 

 
 

 
相

手
不

応
答

時
と

相
手

話
中

時
の

動
作

の
制

御
方

式
及

び
タ

イ
マ

ー
値

が
異

な
る

場
合

の
み

両
方

の

状
態

で
測

定
し

、
同

じ
場

合
は

片
方

の
み

行
え

ば
よ

い
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
 

ア
 

相
手

不
応

答
時

の
測

定
手

順
 

 
 

 
 

ア
 

対
向

機
器

が
不

応
答

の
時

、
被

検
機

器
を

同
一

番
号

に
自

動
再

発
信

が
で

き
る

よ
う

に
設

定
す

る
。

 

 
 

 
 

 
(ア) 

被
検

機
器

か
ら

空
き

状
態

の
対

向
機

器
へ

発
信

し
、

対
向

機
器

は
応

答
さ

せ
ず

に
お

き
、

被
検

機
器

に
自

動
再

発
信

を
行

わ
せ

、
さ

ら
に

シ
ー

ケ
ン

ス
終

了
後

に
完

了
呼

を
介

さ
ず

に
被

検
機

器

へ
同

一
番

号
の

対
向

機
器

へ
の

手
動

に
よ

ら
な

い
発

信
要

求
を

行
う

。
 

 

 
 

 
 

 
(イ) 

被
検

機
器

か
ら

の
発

信
動

作
か

ら
自

動
再

発
信

シ
ー

ケ
ン

ス
が

終
了

し
、

以
後

の
発

信
要

求
に

対
し

再
発

信
し

な
い

こ
と

を
プ

ロ
ト

コ
ル

ア
ナ

ラ
イ

ザ
で

確
認

す
る

。
 

 

 
 

 
 

イ
 

相
手

話
中

時
の

測
定

手
順

 
 

 
 

 
イ

 
被

検
機

器
が

オ
フ

フ
ッ

ク
状

態
に

な
っ

た
時

に
オ

シ
ロ

ス
コ

ー
プ

の
ト

リ
ガ

が
か

か
る

よ
う

に
調

整
す

る
。

 

 
 

 
 

 
(ア) 

被
検

機
器

か
ら

話
中

状
態

の
対

向
機

器
へ

発
信

し
、

対
向

機
器

は
話

中
状

態
を

保
持

さ
せ

て
お

き
、

被
検

機
器

に
自

動
再

発
信

を
行

わ
せ

、
さ

ら
に

シ
ー

ケ
ン

ス
終

了
後

に
完

了
呼

を
介

さ
ず

に

被
検

機
器

へ
同

一
番

号
の

対
向

機
器

へ
の

手
動

に
よ

ら
な

い
発

信
要

求
を

行
う

。
 

 

 
 

 
 

 
(イ) 

被
検

機
器

の
発

信
動

作
か

ら
自

動
再

発
信

シ
ー

ケ
ン

ス
が

終
了

し
、

以
後

の
発

信
要

求
に

対
し

再
発

信
し

な
い

こ
と

を
プ

ロ
ト

コ
ル

ア
ナ

ラ
イ

ザ
で

確
認

す
る

。
 

 

 
 

 
 

 
ウ

 
対

向
機

器
を

一
定

時
間

以
上

応
答

し
な

い
よ

う
に

し
て

お
き

、
対

向
機

器
へ

発
信

を
行

い
回

線
間

を
オ

シ
ロ

ス
コ

ー
プ

で
観

測
し

、
同

じ
番

号
に

再
発

信
す

る
回

数
を

計
数

し
、

シ
ー

ケ
ン

ス
を

最
大

数
ま

で
記

録
す

る
。

 

 
 

 
 

 
エ

 
発

信
音

又
は

話
中

音
を

確
認

す
る

方
式

と
確

認
し

な
い

方
式

に
お

い
て

、
イ

及
び

ウ
に

従
い

各
シ

ー
ケ

ン
ス

を
記

録
す

る
。

 

 
 

 
 

 
オ

 
シ

ー
ケ

ン
ス

終
了

後
、

完
了

呼
を

介
さ

ず
に

同
一

番
号

へ
の

自
動

再
発

信
を

行
な

っ
て

も
動

作
し

な
い

こ
と

又
は

完
了

呼
が

あ
っ

た
場

合
に

再
度

同
一

番
号

へ
の

自
動

再
発

信
が

可
能

に
な

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

 
 

 
⑶

 
３

分
２

回
以

内
方

式
と

1
5
回

以
内

方
式

の
機

能
を

併
せ

持
つ

機
器

の
場

合
 

両
方

式
に

つ
い

て
測

定
を

行
う

。
 

 
 

 
⑶

 
３

分
２

回
以

内
方

式
と

１
５

回
以

内
方

式
の

機
能

を
併

せ
持

つ
機

器
の

場
合

に
は

両
方

式
に

つ
い

て

測
定

を
行

う
。

 

 
４

 
識

別
情

報
登

録
 

 
４

 
ダ

イ
ヤ

ル
パ

ル
ス

の
条

件
 

 
 

㈠
 

測
定

用
機

器
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
 

 
㈠

 
測

定
用

機
器

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

 
⑴

 
擬

似
交

換
機

 
 

 
 

⑴
 

オ
シ

ロ
ス

コ
ー

プ
（

波
形

を
自

動
的

に
記

録
し

、
印

刷
で

き
る

も
の

）
 

 
 

 
⑵

 
プ

ロ
ト

コ
ル

ア
ナ

ラ
イ

ザ
（

固
定

電
話

端
末

の
送

受
信

信
号

を
伝

送
路

上
で

確
認

で
き

る
も

の
又

は

擬
似

交
換

機
と

の
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

に
お

い
て

確
認

で
き

る
も

の
）

 

 
 

 
⑵

 
直

流
電

流
計

 

 
 

 
⑶

 
プ

リ
ン

タ
 

 
 

 
⑶

 
電

流
供

給
回

路
 

 
 

㈡
 

測
定

回
路

ブ
ロ

ッ
ク

図
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
 

 
㈡

 
測

定
回

路
ブ

ロ
ッ

ク
図

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
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注
 

分
界

点
上

で
の

測
定

が
困

難
な

場
合

は
、

擬
似
交

換
機

で
の

測
定

に
よ

る
こ
と

。
 

 

 
 

㈢
 

測
定

手
順

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

㈢
 

測
定

手
順

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

 
⑴

 
被

検
機

器
か

ら
の

識
別

情
報

の
登

録
の

要
求

に
対

し
待

機
時

間
を
指

示
す

る
信

号
を

送
出

す
る
よ

う

に
擬

似
交

換
機

を
設

定
し

、
被

検
機

器
か

ら
識

別
情

報
の

登
録
を

要
求

す
る

信
号

を
送

出
す
る

。
 

 
 

 
⑴

 
電

流
供

給
回

路
の

極
性

を
設

定
す

る
。

こ
の

時
、

端
末
機

器
が

直
流

極
性

を
特

定
す

る
場

合
は
測

定

時
の

極
性

を
記

録
す

る
。

 

 
 

 
⑵

 
被

検
機

器
が

擬
似

交
換

機
か

ら
指

示
さ

れ
た

待
機

時
間

の
後

に
、
再

び
識

別
情

報
の

登
録

を
要
求

す

る
信

号
を

送
出

す
る

こ
と

を
プ

ロ
ト

コ
ル

ア
ナ

ラ
イ

ザ
で

確
認
す

る
。

 

 
 

 
⑵

 
被

検
機

器
を

メ
ー

ク
状

態
に

し
て

直
流

電
流

値
を

2
0
m
A
か

ら
1
2
0m

A
ま

で
の

任
意

の
一

点
に

設
定

し

、
又

は
直

流
電

流
値

を
測

定
す

る
。
 

 
 

 
⑶

 
被

検
機

器
か

ら
の

識
別

情
報

の
登

録
の

要
求

に
応

答
し

な
い

よ
う
に

擬
似

交
換

機
を

設
定

し
、
被

検

機
器

か
ら

識
別

情
報

の
登

録
を

要
求

す
る

信
号

を
送

出
す

る
。

 

 
 

 
⑶

 
被

検
機

器
の

ダ
イ

ヤ
ル

ス
ピ

ー
ド

を
設

定
す

る
。

 

 
 

 
⑷

 
被

検
機

器
に

設
定

さ
れ

た
待

機
時

間
の

後
に

、
再

び
識

別
情

報
の
登

録
を

要
求

す
る

信
号

を
送
出

す

る
こ

と
を

プ
ロ

ト
コ

ル
ア

ナ
ラ

イ
ザ

で
確

認
す

る
。

 

 
 

 
⑷

 
被

検
機

器
か

ら
ダ

イ
ヤ

ル
パ

ル
ス

を
送

出
す

る
。
（

１
か

ら
０

の
各

数
字

）
 

 
 

 
⑸

 
被

検
機

器
か

ら
の

識
別

情
報

の
登

録
の

要
求

に
対

し
、

待
機

時
間
を

指
示

せ
ず

に
登

録
が

で
き
な

い

旨
の

信
号

を
送

出
す

る
よ

う
に
擬

似
交

換
機

を
設

定
し

、
被

検
機

器
か

ら
識

別
情

報
の

登
録

を
要

求
す

る
信

号
を

送
出

す
る

。
 

 
 

 
⑸

 
送

出
さ

れ
た

ダ
イ

ヤ
ル

パ
ル

ス
信

号
を

、
オ

シ
ロ

ス
コ
ー

プ
に

よ
り

メ
ー

ク
時

間
、

ブ
レ

ー
ク
時

間

、
ミ

ニ
マ

ム
ポ

ー
ズ

時
間

及
び

パ
ル

ス
数

を
測

定
す

る
。

 

 
 

 
⑹

 
被

検
機

器
に

設
定

さ
れ

た
待

機
時

間
の

後
に

、
再

び
識

別
情

報
の
登

録
を

要
求

す
る

信
号

を
送
出

す

る
こ

と
を

プ
ロ

ト
コ

ル
ア

ナ
ラ

イ
ザ

で
確

認
す

る
。

 

 
 

 
⑹

 
測

定
結

果
に

よ
り

、
ダ

イ
ヤ

ル
パ

ル
ス

速
度

及
び
ダ

イ
ヤ

ル
パ

ル
ス

メ
ー

ク
率
を

計
算

す
る

。
 

 
 

 
 

 
ア

 
メ

ー
ク
時

間
、

ブ
レ

ー
ク

時
間

及
び

ミ
ニ

マ
ム
ポ

ー
ズ

時
間

の
関

係
 

 
       

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
イ

 
ダ

イ
ヤ
ル

パ
ル

ス
速

度
及

び
ダ

イ
ヤ

ル
パ

ル
ス
メ

ー
ク

率
の

計
算

式
 

ダ
イ

ヤ
ル

パ
ル

ス
速

度
＝

１
０

、
０
０

０
÷

（
メ

ー
ク
時

間
（

ミ
リ

秒
）

＋
ブ
レ

ー
ク

時
間

（
ミ

被
検

機
器

プ
リ

ン
タ

プ
ロ

ト
コ

ル
ア

ナ
ラ

イ
ザ

Ａ

プ
リ

ン
タ

プ
ロ

ト
コ

ル
ア

ナ
ラ

イ
ザ

Ｂ

分
界

点
▼

擬
似

交
換

機

600Ω
電

流
供

給
回

路
被

検
機

器
分

界
点

オ
シ

ロ
ス

コ
ー

プ

Ａ

600Ω
電

流
供

給
回

路
被

検
機

器
分

界
点

オ
シ

ロ
ス

コ
ー

プ

Ａ

メ
ー
ク

ブ
レ
ー
ク

ﾌ
ﾞ
ﾚ
ｰ
ｸ

時
間

ﾒ
ｰ
ｸ

時
間

ﾐ
ﾆ
ﾏ
ﾑ
ﾎ
ﾟ
ｰ
ｽ
ﾞ
時
間

メ
ー
ク

ブ
レ
ー
ク

ﾌ
ﾞ
ﾚ
ｰ
ｸ

時
間

ﾒ
ｰ
ｸ

時
間

ﾐ
ﾆ
ﾏ
ﾑ
ﾎ
ﾟ
ｰ
ｽ
ﾞ
時
間
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リ
秒

）
）

（
PP

S
）
 

ダ
イ

ヤ
ル

パ
ル

ス
メ

ー
ク

率
＝

メ
ー
ク

時
間

（
ミ

リ
秒

）
÷

（
メ

ー
ク

時
間

（
ミ

リ
秒

）
＋

ブ
レ

ー
ク

時
間

（
ミ

リ
秒

）
）

×
１
０

０
（

％
）

 

 
５

 
ふ

く
そ

う
通

知
機

能
 

 
５

 
押

し
ボ

タ
ン

ダ
イ

ヤ
ル

信
号

（
以

下
「

Ｐ
Ｂ

信
号

」
と
い

う
。

）
の

条
件

 

 
 

㈠
 

測
定

用
機

器
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
 

 
㈠

 
測

定
用

機
器
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
 

 
⑴

 
擬

似
交

換
機

 
 

 
 

⑴
 

オ
シ

ロ
ス
コ

ー
プ

 

 
 

 
⑵

 
プ

ロ
ト

コ
ル

ア
ナ

ラ
イ

ザ
（

固
定

電
話

端
末

の
送

受
信

信
号

を
伝
送

路
上

で
確

認
で

き
る

も
の
又

は

擬
似

交
換

機
と

の
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

に
お

い
て

確
認

で
き

る
も
の

）
 

 
 

 
⑵

 
周

波
数

カ
ウ

ン
タ

 

 
 

 
⑶

 
プ

リ
ン

タ
 

 
 

 
⑶

 
イ

ン
ピ

ー
ダ

ン
ス

6
0
0Ω

に
お

け
る

レ
ベ

ル
表

示
が

可
能

な
レ

ベ
ル

計
（

以
下

「
選

択
レ

ベ
ル

計
」

と
い

う
。

）
 

 
 

 
 

⑷
 

直
流

電
流
計

 

 
 

 
 

⑸
 

直
流

電
圧
計

 

 
 

 
 

⑹
 

電
流

供
給
回

路
 

 
 

 
 

⑺
 

被
検

機
器

の
Ｐ
Ｂ

信
号

送
出

時
間

が
固

定
式

な
ど

で
、
周

波
数

・
レ

ベ
ル

測
定

器
の

応
答

時
間
が

長

く
、

通
常

の
測

定
器

で
測

定
困

難
な

場
合

、
Ｆ

Ｆ
Ｔ

ア
ナ

ラ
イ

ザ
に

よ
り

周
波
数

・
信

号
送

出
レ

ベ
ル

を
測

定
す

る
。

 

 
 

㈡
 

測
定

回
路

ブ
ロ

ッ
ク

図
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
 

 
㈡

 
測
定

回
路

ブ
ロ

ッ
ク

図
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
 

 
 

⑴
 

各
Ｐ

Ｂ
信
号

の
周

波
数

及
び

偏
差

の
測

定
の

場
合

 

            
 

 
 

             
 

 
 

 

 
 

 
 

注
 

分
界

点
上

で
の

測
定

が
困

難
な

場
合

は
、

擬
似
交

換
機

で
の

測
定

に
よ

る
こ
と

。
 

 

 
 

 
 

⑵
 

信
号

送
出
時

間
、

ミ
ニ

マ
ム

ポ
ー

ズ
及

び
周

期
の
測

定
の

場
合

 

 
    

被
検

機
器

プ
リ

ン
タ

プ
ロ

ト
コ

ル
ア

ナ
ラ

イ
ザ

Ａ

プ
リ

ン
タ

プ
ロ

ト
コ

ル
ア

ナ
ラ

イ
ザ

Ｂ

分
界

点
▼

擬
似

交
換

機

600
Ω

1.0H
以

上

2
μ

F

2
μ

F

440
Ω

440
Ω

＋－
48V

4.3H
以

上

電
流

供
給

回
路

被
検

機
器

分
界

点

周
波

数
カ

ウ
ン

タ

Ａ

600
Ω

1.0H
以

上

2
μ

F

2
μ

F

440
Ω

440
Ω

＋－
48V

4.3H
以

上

電
流

供
給

回
路

被
検

機
器

分
界

点

周
波

数
カ

ウ
ン

タ

Ａ

1.0H
以

上

2
μ

F

2
μ

F

440
Ω

440
Ω

＋－
48V

4.3H
以

上

電
流

供
給

回
路

2
μ

F

2
μ

F

440
Ω

440
Ω

＋－
48V

4.3H
以

上

電
流
供

給
回

路

被
検

機
器

分
界

点

周
波

数
カ

ウ
ン

タ

Ａ
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⑶
 

各
群

の
信
号

送
出

電
力

の
測

定
の

場
合

 

 
               

 
 

 
 

 
 

 
 

⑷
 

 F
F
T
ア

ナ
ラ

イ
ザ

に
よ

る
測

定
(
周

波
数
・

信
号

送
出

電
力

の
測
定

)
の

場
合

 

 
     

1.0H
以
上

2
μ

F

2
μ

F

440
Ω

440
Ω

＋－
48V

4.3H
以
上

電
流

供
給

回
路

被
検
機
器

600
Ω

分
界
点

オ
シ
ロ

ス
コ
ー
プ

Ａ

1.0H
以
上

2
μ

F

2
μ

F

440
Ω

440
Ω

＋－
48V

4.3H
以
上

電
流

供
給

回
路

2
μ

F

2
μ

F

440
Ω

440
Ω

＋－
48V

4.3H
以
上

電
流

供
給

回
路

被
検
機
器

600
Ω

分
界
点

オ
シ
ロ

ス
コ
ー
プ

Ａ

1.0H
以
上

被
検

機
器

600
Ω

分
界
点

選
択

レ
ベ
ル
計

Ａ

Ｖ

2
μ

F

2
μ

F

可
変

440
Ω

＋－
48V

4.3H
以
上

電
流

供
給

回
路

1.0H
以
上

被
検

機
器

600
Ω

分
界
点

選
択

レ
ベ
ル
計

Ａ

Ｖ

2
μ

F

2
μ

F

可
変

440
Ω

＋－
48V

4.3H
以
上

電
流

供
給

回
路

2
μ

F

2
μ

F

可
変

440
Ω

＋－
48V

4.3H
以
上

電
流

供
給

回
路
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㈢
 

測
定

手
順

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

㈢
 

測
定

手
順

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

 
⑴

 
被

検
機

器
か

ら
擬

似
交

換
機

に
対

し
て

、
発

信
動
作

を
行

う
。

 
 

 
 

⑴
 

各
Ｐ

Ｂ
信
号

の
周

波
数

及
び

偏
差

の
測

定
 

 
 

 
 

 
ア

 
電

流
供

給
回
路

の
極

性
を

設
定

す
る

。
こ

の
時

、
端
末

機
器

が
直

流
極

性
を

特
定

す
る

場
合
は

測

定
時

の
極

性
を

記
録

す
る

。
 

 
 

 
 

 
イ

 
被

検
機

器
を

メ
ー

ク
状

態
に

し
て

直
流

電
流

値
を

2
0m
A
か

ら
12
0
m
A
ま

で
の

任
意

の
一

点
に

設
定

し
、

又
は

直
流

電
流

値
を

測
定

す
る

。
 

 
 

 
 

 
ウ

 
被

検
機

器
か
ら

Ｐ
Ｂ

信
号

を
送

出
す

る
。

（
１

か
ら
０

ま
で

、
＊

、
＃

及
び

Ａ
か

ら
Ｄ

ま
で
の

各

数
字

）
 

 
 

 
 

 
エ

 
送

出
さ
れ

た
Ｐ

Ｂ
信

号
を

、
周

波
数

カ
ウ

ン
タ
に

よ
り

高
群

・
低

群
の

各
周
波

数
を

測
定

す
る

。
 

 
 

 
 

 
オ

 
測

定
結
果

か
ら

次
式

に
よ

り
、

周
波

数
偏

差
を
計

算
す

る
。

 

周
波

数
偏

差
＝

（
１

－
（

規
定

周
波

数
－

測
定

周
波

数
）

÷
規
定

周
波
数

）
×
１

０
０

（
％
）

 

 
 

 
⑵

 
被

検
機

器
か

ら
の

発
信

に
対

し
、

擬
似

交
換

機
か

ら
被

検
機

器
に
ふ

く
そ

う
が

発
生

し
て

い
る
旨

の

信
号

を
送

出
す

る
。

 

 
 

 
⑵

 
信

号
送

出
時

間
、

ミ
ニ

マ
ム

ポ
ー

ズ
及

び
周

期
の
測

定
 

 
 

 
 

 
ア

 
電

流
供

給
回
路

の
極

性
を

設
定

す
る

。
こ

の
時

、
端
末

機
器

が
直

流
極

性
を

特
定

す
る

場
合
は

測

定
時

の
極

性
を

記
録

す
る

。
 

 
 

 
 

 
イ

 
被

検
機

器
を

メ
ー

ク
状

態
に

し
て

直
流

電
流

値
を

2
0m
A
か

ら
12
0
m
A
ま

で
の

任
意

の
値

に
設

定
し

、
又

は
直

流
電

流
値

を
測

定
す

る
。

 

 
 

 
 

 
ウ

 
被

検
機

器
か
ら

Ｐ
Ｂ

信
号

を
送

出
す

る
。

（
１

か
ら
０

ま
で

、
＊

、
＃

及
び

Ａ
か

ら
Ｄ

ま
で
の

各

数
字

）
 

 
 

 
 

 
エ

 
送

出
さ

れ
た
Ｐ

Ｂ
信

号
を

、
オ

シ
ロ

ス
コ

ー
プ

に
よ
り

信
号

送
出

時
間

、
ミ

ニ
マ

ム
ポ

ー
ズ
及

び

周
期

を
測

定
す

る
。

 

1.0H
以

上
被

検
機

器

600
Ω

分
界

点

FFT
ア

ナ
ラ

イ
ザ

Ａ

Ｖ

2
μ

F

2
μ

F

可
変

440
Ω

＋－
48V

4.3H
以

上

電
流
供
給
回
路

1.0H
以

上
被

検
機

器

600
Ω

分
界

点

FFT
ア

ナ
ラ

イ
ザ

Ａ

Ｖ

2
μ

F

2
μ

F

可
変

440
Ω

＋－
48V

4.3H
以

上

電
流
供
給
回
路

2
μ

F

2
μ

F

可
変

440
Ω

＋－
48V

4.3H
以

上

電
流
供
給
回
路
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11頁 

 
 

 
⑶

 
ふ

く
そ

う
が

発
生

し
て

い
る

旨
が

被
検

機
器

の
映

像
面

の
表

示
、

受
話

器
等

か
ら

の
可

聴
音

又
は

音

声
等

に
よ

り
通

知
さ

れ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

 
 

 
⑶

 
各

群
の

信
号

送
出

電
力

の
測

定
 

 
 

 
 

 
ア

 
電

流
供

給
回

路
の

極
性

を
設

定
す

る
。

こ
の

時
、

端
末

機
器

が
直

流
極

性
を

特
定

す
る

場
合

は
測

定
時

の
極

性
を

記
録

す
る

。
 

 
 

 
 

 
イ

 
被

検
機

器
を

メ
ー

ク
状

態
に

し
て

直
流

電
流

値
を

設
定

す
る

。
 

 
 

 
 

 
ウ

 
被

検
機

器
か

ら
Ｐ

Ｂ
信

号
を

送
出

す
る

。
（

１
か

ら
０

ま
で

、
＊

、
＃

及
び

Ａ
か

ら
Ｄ

ま
で

の
各

数
字

）
 

 
 

 
 

 
エ

 
送

出
さ

れ
た

Ｐ
Ｂ

信
号

を
、

選
択

レ
ベ

ル
計

に
よ

り
低

群
・

高
群

の
信

号
送

出
電

力
を

測
定

す

る
。

 

 
 

 
 

 
オ

 
直

流
電

流
値

を
2
0
m
A
か

ら
1
2
0
m
A
ま

で
の

範
囲

で
変

化
さ

せ
各

電
流

値
に

お
け

る
信

号
送

出
電

力

を
測

定
す

る
。

 

 
 

 
 

⑷
 

Ｆ
Ｆ

Ｔ
ア

ナ
ラ

イ
ザ

に
よ

る
測

定
(
各

Ｐ
Ｂ

信
号

の
周

波
数

及
び

偏
差

の
測

定
)
 

 
 

 
 

 
ア

 
電

流
供

給
回

路
の

極
性

を
設

定
す

る
。

こ
の

時
、

端
末

機
器

が
直

流
極

性
を

特
定

す
る

場
合

は
測

定
時

の
極

性
を

記
録

す
る

。
 

 
 

 
 

 
イ

 
被

検
機

器
を

メ
ー

ク
状

態
に

し
て

直
流

電
流

値
を

2
0
m
A
か

ら
1
2
0
m
A
ま

で
の

任
意

の
値

に
設

定
し

、
又

は
直

流
電

流
値

を
測

定
す

る
。

 

 
 

 
 

 
ウ

 
被

検
機

器
か

ら
Ｐ

Ｂ
信

号
を

送
出

す
る

。
（

１
か

ら
０

ま
で

、
＊

、
＃

及
び

Ａ
か

ら
Ｄ

ま
で

の
各

数
字

）
 

 
 

 
 

 
エ

 
送

出
さ

れ
た

Ｐ
Ｂ

信
号

を
、

F
F
T
ア

ナ
ラ

イ
ザ

に
よ

り
高

群
・

低
群

の
各

周
波

数
を

測
定

す
る

。
 

 
 

 
 

 
オ

 
測

定
結

果
か

ら
次

式
に

よ
り

、
周

波
数

偏
差

を
計

算
す

る
。

 

周
波

数
偏

差
＝

（
１

－
（

規
定

周
波

数
－

測
定

周
波

数
）

÷
規

定
周

波
数

）
×

１
０

０
（

％
）

 

 
 

 
 

⑸
 

Ｆ
Ｆ

Ｔ
ア

ナ
ラ

イ
ザ

に
よ

る
測

定
(
各

群
の

信
号

送
出

電
力

の
測

定
)
 

 
 

 
 

 
ア

 
電

流
供

給
回

路
の

極
性

を
設

定
す

る
。

こ
の

時
、

端
末

機
器

が
直

流
極

性
を

特
定

す
る

場
合

は
測

定
時

の
極

性
を

記
録

す
る

。
 

 
 

 
 

 
イ

 
被

検
機

器
を

メ
ー

ク
状

態
に

し
て

直
流

電
流

値
を

設
定

す
る

。
 

 
 

 
 

 
ウ

 
被

検
機

器
か

ら
Ｐ

Ｂ
信

号
を

送
出

す
る

。
（

１
か

ら
０

ま
で

、
＊

、
＃

及
び

Ａ
か

ら
Ｄ

ま
で

の
各

数
字

）
 

 
 

 
 

 
エ

 
送

出
さ

れ
た

Ｐ
Ｂ

信
号

を
、

選
択

レ
ベ

ル
計

に
よ

り
低

群
・

高
群

の
レ

ベ
ル

を
測

定
す

る
。

 

 
 

 
 

 
オ

 
直

流
電

流
値

を
2
0
m
A
か

ら
1
2
0
m
A
ま

で
の

範
囲

で
変

化
さ

せ
各

電
流

値
に

お
け

る
信

号
送

出
電

力

を
測

定
す

る
。

 

 
６

 
緊

急
通

報
機

能
 

 
６

 
緊

急
通

報
機

能
 

 
 

㈠
 

測
定

用
機

器
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
 

 
㈠

 
測

定
用

機
器

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

 
⑴

 
擬

似
交

換
機

 
 

 
 

⑴
 

オ
シ

ロ
ス

コ
ー

プ
（

波
形

を
自

動
的

に
記

録
し

、
印

刷
で

き
る

も
の

）
 

 
 

 
⑵

 
プ

ロ
ト

コ
ル

ア
ナ

ラ
イ

ザ
（

固
定

電
話

端
末

の
送

受
信

信
号

を
伝

送
路

上
で

確
認

で
き

る
も

の
又

は

擬
似

交
換

機
と

の
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

に
お

い
て

確
認

で
き

る
も

の
）

 

 
 

 
⑵

 
周

波
数

カ
ウ

ン
タ

 

 
 

 
⑶

 
プ

リ
ン

タ
 

 
 

 
⑶

 
直

流
電

流
計

 

 
 

 
 

⑷
 

電
流

供
給

回
路

 

49



 

12頁 

 
 

 
 

⑸
 

Ｆ
Ｆ

Ｔ
ア

ナ
ラ

イ
ザ

（
被

検
機

器
の

Ｐ
Ｂ

信
号

送
出

時
間

が
固

定
式

な
ど

で
、

周
波

数
カ

ウ
ン

タ
の

応
答

時
間

が
長

く
、

通
常

の
測

定
器

で
測

定
困

難
な

場
合

）
 

 
 

㈡
 

測
定

回
路

ブ
ロ

ッ
ク

図
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
 

 
㈡

 
測

定
回

路
ブ

ロ
ッ

ク
図

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

 
 

⑴
 

ダ
イ

ヤ
ル

パ
ル

ス
信

号
の

場
合

 

            
 

 
 

                
 

 
 

 

 
 

 
 

注
 

分
界

点
上

で
の

測
定

が
困

難
な

場
合

は
、

擬
似

交
換

機
で

の
測

定
に

よ
る

こ
と

。
 

 

 
 

 
 

⑵
 

Ｐ
Ｂ

信
号

の
場

合
 

 
 

 
 

 
ア

 
周

波
数

カ
ウ

ン
タ

に
よ

る
測

定
の

場
合

 

 
              

被
検

機
器

プ
リ

ン
タ

プ
ロ
ト

コ
ル

ア
ナ
ラ

イ
ザ

Ａ

プ
リ

ン
タ

プ
ロ

ト
コ

ル
ア

ナ
ラ
イ

ザ

Ｂ

分
界

点
▼

擬
似
交

換
機

 

 
電

流
供
給

 
回
路

 

 
被

検
機
器

 
600

Ω
 

分
界

点
 

 

オ
シ
ロ

ス
コ
ー

プ
 

Ａ
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13頁 

                
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
イ

 
Ｆ

Ｆ
Ｔ

ア
ナ

ラ
イ

ザ
に

よ
る

測
定

の
場

合
 

 
                 

 
 

 
 

 

 
 

㈢
 

測
定

手
順

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

㈢
 

測
定

手
順

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

 
⑴

 
被

検
機

器
か

ら
電

気
通

信
番

号
規

則
（

令
和

元
年

総
務

省
令

第
４

号
）

別
表

第
1
2
号

に
掲

げ
る

緊
急

通
報

番
号

に
対

応
し

た
呼

の
設

定
を

行
う

た
め

の
メ

ッ
セ

ー
ジ

を
発

信
す

る
。

 

 
 

 
⑴

 
ダ

イ
ヤ

ル
パ

ル
ス

信
号

の
場

合
 

1.0
Ｈ

以
上

 

    
被

検
機
器

 
600

Ω
 

分
界

点
 

 
周

波
数

 
カ

ウ
ン
タ

 

2
μ
Ｆ

 

2
μ
Ｆ

 

440
Ω

 
440

Ω
 

＋
 

－
 

48
Ｖ

 

4.3
Ｈ

以
上

 

電
流
供
給
回

路
 

Ａ
 

2
μ
Ｆ

 

1.0
Ｈ

以
上

 

   

被
検

 
機

器
 

600
Ω

 

分
界

点
 

 
Ｆ
Ｆ

Ｔ
 

ア
ナ
ラ
イ
ザ

 
 

Ａ
 

Ｖ
 

2
μ
Ｆ

 
可
変

 
440

Ω
 

＋
 

－
 

48
Ｖ

 

4.3
Ｈ

以
上

 

電
流

供
給

回
路
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14頁 

 
 

 
 

 
ア

 
電

流
供

給
回

路
の

極
性

を
設

定
す

る
。

 

 
 

 
 

 
イ

 
被

検
機

器
を

メ
ー

ク
状

態
に

し
て

直
流

電
流

値
を

2
0
m
A
か

ら
1
2
0
m
A
ま

で
の

任
意

の
値

に
設

定
す

る
。

 

 
 

 
 

 
ウ

 
被

検
機

器
の

ダ
イ

ヤ
ル

ス
ピ

ー
ド

を
設

定
す

る
。

 

 
 

 
 

 
エ

 
被

検
機

器
か

ら
電

気
通

信
番

号
規

則
（

令
和

元
年

総
務

省
令

第
４

号
）

別
表

第
1
2
号

に
掲

げ
る

緊

急
通

報
番

号
に

対
応

し
た

ダ
イ

ヤ
ル

パ
ル

ス
信

号
を

送
出

す
る

。
 

 
 

 
 

 
オ

 
送

出
さ

れ
た

ダ
イ

ヤ
ル

パ
ル

ス
信

号
を

オ
シ

ロ
ス

コ
ー

プ
に

よ
り

測
定

し
、

正
し

く
送

出
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

 
 

 
⑵

 
呼

の
設

定
を

行
う

た
め

の
メ

ッ
セ

ー
ジ

に
含

ま
れ

る
電

気
通

信
番

号
が

正
し

く
送

出
さ

れ
て

い
る

こ

と
を

プ
ロ

ト
コ

ル
ア

ナ
ラ

イ
ザ

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

 
 

 
⑵

 
Ｐ

Ｂ
信

号
の

場
合

 

 
 

 
 

 
ア

 
周

波
数

測
定

器
に

よ
る

測
定

の
場

合
 

 
 

 
 

 
 

(ア) 
電

流
供

給
回

路
の

極
性

を
設

定
す

る
。

 

 
 

 
 

 
 

(イ) 
被

検
機

器
を

メ
ー

ク
状

態
に

し
て

直
流

電
流

値
を

2
0
m
A
か

ら
1
2
0
m
A
ま

で
の

任
意

の
値

に
設

定

す
る

。
 

 
 

 
 

 
 

(ウ) 
被

検
機

器
か

ら
電

気
通

信
番

号
規

則
別

表
第

1
2
号

に
掲

げ
る

緊
急

通
報

番
号

に
対

応
し

た
Ｐ

Ｂ

信
号

を
送

出
す

る
。

 

 
 

 
 

 
 

(エ) 
送

出
さ

れ
た

Ｐ
Ｂ

信
号

を
周

波
数

カ
ウ

ン
タ

に
よ

り
測

定
し

、
正

し
く

送
出

さ
れ

て
い

る
こ

と

を
確

認
す

る
。

 

 
 

 
 

 
イ

 
Ｆ

Ｆ
Ｔ

ア
ナ

ラ
イ

ザ
に

よ
る

測
定

の
場

合
 

 
 

 
 

 
 

(ア) 
電

流
供

給
回

路
の

極
性

を
設

定
す

る
。

 

 
 

 
 

 
 

(イ) 
被

検
機

器
を

メ
ー

ク
状

態
に

し
て

直
流

電
流

値
を

2
0
m
A
か

ら
1
2
0
m
A
ま

で
の

任
意

の
値

に
設

定

す
る

。
 

 
 

 
 

 
 

(ウ) 
被

検
機

器
か

ら
電

気
通

信
番

号
規

則
別

表
第

1
2
号

に
掲

げ
る

緊
急

通
報

番
号

に
対

応
し

た
Ｐ

Ｂ

信
号

を
送

出
す

る
。

 

 
 

 
 

 
 

(エ) 
送

出
さ

れ
た

Ｐ
Ｂ

信
号

を
、

Ｆ
Ｆ

Ｔ
ア

ナ
ラ

イ
ザ

に
よ

り
高

群
・

低
群

の
各

周
波

数
を

測
定

し

、
正

し
く

送
出

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

 
７

 
メ

タ
リ

ッ
ク

伝
送

路
、

光
伝

送
路

等
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

の
端

末
の

電
気

的
条

件
等

 

 
 

 
第

八
項

の
専

用
通

信
回

線
設

備
又

は
デ

ジ
タ

ル
デ

ー
タ

伝
送

用
設

備
に

接
続

さ
れ

る
端

末
設

備
の

電
気

的

条
件

等
の

試
験

方
法

を
準

用
す

る
。

 

 
７

 
直

流
回

路
閉

結
時

の
直

流
抵

抗
値

 

 
 

 
㈠

 
測

定
用

機
器

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

 
 

⑴
 

直
流

電
源

 

 
 

 
 

⑵
 

直
流

電
圧

計
 

 
 

 
 

⑶
 

直
流

電
流

計
 

 
 

 
 

⑷
 

可
変

抵
抗

器
 

 
 

 
㈡

 
測

定
回

路
ブ

ロ
ッ

ク
図

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
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㈢

 
測
定

手
順

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

 
 

⑴
 

可
変

抵
抗

器
に

よ
り

電
流

値
を

2
0
m
A
か

ら
1
2
0
mA

ま
で

1
0m
A
単

位
で

変
化

さ
せ

て
、

電
流

値
及

び
電

圧
値

を
測

定
す

る
。

な
お

、
印

加
電

圧
の

最
大

は
5
3
Ｖ
ま

で
と
す

る
。

 

 
 

 
 

⑵
 

直
流

電
源
の

極
性

を
変

え
て

⑴
の

測
定

を
行

う
。

 

 
 

 
 

⑶
 

次
式

に
よ
っ

て
直

流
抵

抗
を

計
算

す
る

。
 

 
 

 
 

 
Ｒ

＝
Ｖ
÷

Ａ
 

 
８

 
ア

ナ
ロ

グ
電

話
端

末
等

（
固

定
電

話
用
設

備
に

接
続

さ
れ
る

端
末

設
備
又

は
自

営
電

気
通

信
設

備
で

あ
っ

て
、

端
末

設
備

又
は

自
営

電
気

通
信

設
備

を
接

続
す

る
点

に
お

い
て
ア

ナ
ロ

グ
信

号
を

入
出

力
す

る
電

話
用

設
備

に
接

続
さ

れ
る

点
に

お
い

て
二

線
式

の
接

続
形

式
で

接
続

さ
れ
る

も
の

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

と
通

信
す

る
場

合
の

送
出

電
力

 

 
８

 
ダ

イ
ヤ

ル
パ

ル
ス

信
号

送
出

時
の

静
電

容
量

 

 
 

㈠
 

測
定

用
機

器
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
 

 
㈠

 
測
定

用
機

器
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
 

 
⑴

 
基

準
器

（
1
,5
0
0
H
z
か

つ
０

dB
m
の

基
準

信
号

を
発
生

し
、

固
定

電
話

網
に

接
続

さ
れ

、
デ

ジ
タ
ル

音

声
デ

ー
タ

を
送

信
で

き
る

機
能

を
有

す
る

も
の

）
 

 
 

 
⑴

 
イ

ン
ピ

ー
ダ

ン
ス

測
定

器
 

 
 

 
⑵

 
擬

似
交

換
機

 
 

 
 

⑵
 

交
流

電
圧
計

 

 
 

 
⑶

 
Ｄ

／
Ａ

変
換

器
 

 
 

 
⑶

 
発

振
器

 

 
 

 
⑷

 
レ

ベ
ル

補
正

器
（

ア
ナ

ロ
グ

信
号

を
レ

ベ
ル

調
整
す

る
機

能
を

有
す

る
も

の
）

 
 

 
 

⑷
 

電
源

供
給
回

路
 

 
 

 
⑸

 
レ

ベ
ル

計
（

6
0
0
Ω

終
端

で
電
力

レ
ベ

ル
が

測
定

で
き

る
も

の
）

 
 

 
 

 
⑹

 
擬

似
外

部
機

器
（

1
,
5
0
0
H
z
か
つ

０
d
B
m
の

基
準

信
号

を
発

生
し

、
被

検
機

器
の

外
部

イ
ン

タ
フ
ェ

ー

ス
に

接
続

さ
れ

、
ア

ナ
ロ

グ
電
話

端
末

（
固

定
電

話
端

末
で

あ
っ

て
、

端
末

設
備

又
は

自
営

電
気

通
信

設
備

を
接

続
す

る
点

に
お

い
て
ア

ナ
ロ

グ
信

号
を

入
出

力
す

る
電

話
用

設
備

に
接

続
さ

れ
る

点
に

お
い

て
二

線
式

の
接

続
形

式
で

接
続
さ

れ
る

も
の

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

と
通

信
が

可
能

な
も

の
（

外
部

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
種

類
ご

と
に

異
な

る
。

）
）

 

 

 
 

㈡
 

測
定

回
路

ブ
ロ

ッ
ク

図
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
 

 
㈡

 
測
定

回
路

ブ
ロ

ッ
ク

図
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
 

 
⑴

 
被

検
機

器
内

部
音

源
測

定
回

路
 

 
 

 
⑴

 
イ

ン
ピ

ー
ダ

ン
ス

測
定

器
に

よ
る

測
定

の
場

合
 

    

    

Ｅ

被検機器

L1L2

Ｖ
Ｒ

直
流
電
源

Ａ

可
変
抵
抗
器

直
流
電
流
計

Ｖ

直
流
電
圧
計

Ｅ

被検機器

L1L2

Ｖ
Ｒ

直
流
電
源

Ａ

可
変
抵
抗
器

直
流
電
流
計

Ｖ

直
流
電
圧
計
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⑵

 
外

部
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

が
あ

る
場

合
の

測
定

回
路

 
 

 
 

⑵
 

被
検

機
器
の

後
位

に
接

続
し

た
既

適
合

電
話

機
か
ら

D
P
信

号
を

送
出

す
る

測
定
の

場
合

 

      
 

 
 

        
 

 
 

 

 
 

 
 

⑶
 

汎
用

の
測
定

器
に

よ
る

測
定

の
場

合
 

 
         

 
 

 
 

 
 

㈢
 

測
定

手
順

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

㈢
 

測
定

手
順

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

 
選

択
信
号

送
出

時
に

お
け

る
直

流
回

路
の

静
電

容
量

を
次
に

よ
り

測
定

す
る

。
 

 
 

 
⑴

 
平

均
レ

ベ
ル

の
測

定
に

つ
い

て
、

測
定

帯
域

は
ア

ナ
ロ

グ
電

話
端

末
の

音
声

帯
域

で
あ

る
3
0
0H
z
か

ら
４

kH
z
ま

で
の

帯
域

と
し

、
測

定
時

間
は

最
大

レ
ベ

ル
を

含
む

３
秒

間
と

す
る

。
た

だ
し

、
デ

ー
タ

通
信

信
号

な
ど

連
続

し
た

信
号

の
み

の
場

合
に

あ
っ

て
は

、
測

定
時

間
は

0
.
3
秒

間
と

す
る

こ
と

が
で

き
、

測
定

値
は

そ
の

平
均

値
と

す
る

。
 

 
 

 
⑴

 
メ

ー
ク

時
及

び
ブ

レ
ー

ク
時

の
測

定
を

す
る

。
 

 
 

 
⑵

 
前

準
備

（
レ

ベ
ル

補
正

）
 

 
 

 
⑵

 
機

器
か

ら
送

出
さ

れ
る

ダ
イ

ヤ
ル

パ
ル

ス
が

1
0
パ

ル
ス
毎

秒
方

式
の

み
の

場
合

は
、

測
定

周
波
数

を

1
0
H
z
と

す
る
。

 

 
 

 
 

ア
 

基
準

器
と

対
向

装
置

を
通

話
状

態
と

し
、

基
準

器
の

発
振

器
か
ら

1
,
5
0
0
H
z
か

つ
０

dB
m
の

信
号

を
 

対
向

装
置

被
検

機
器

基
準

器Ａ
／

Ｄ

内
線

構
成
品

端
末

②
内

部
音

源

主
装

置

①
内

部
音

源

デ
ジ

タ
ル

デ
ジ

タ
ル

又
は

、

ア
ナ

ロ
グ

Ｄ
／

Ａ
レ

ベ
ル

補
正

器

Ｌ
Ｍ

～

擬
似

交
換
機

擬
似

外
部
機

器

デ
ジ

タ
ル

～
被

検
機

器
ア

ナ
ロ

グ

対
向

装
置

Ｄ
／

Ａ
レ

ベ
ル

補
正

器

Ｌ
Ｍ

擬
似

交
換
機

イ
ン
ピ
ー
ダ
ン
ス

ア
ナ
ラ
イ
ザ

被検機器

バ
イ
ア
ス
電
圧

D
C

48V

既
適
合

電
話
機

既
適
合

電
話
機

（
後
位
の
場
合
）

（
並
列
の
場
合
）

イ
ン
ピ
ー
ダ
ン
ス

ア
ナ
ラ
イ
ザ

被検機器

バ
イ
ア
ス
電
圧

D
C

48V

既
適
合

電
話
機

既
適
合

電
話
機

（
後
位
の
場
合
）

（
並
列
の
場
合
）

イ
ン
ピ
ー
ダ
ン
ス

ア
ナ
ラ
イ
ザ

被検機器

バ
イ
ア
ス
電
圧

D
C

48V

既
適
合

電
話
機

既
適
合

電
話
機

（
後
位
の
場
合
）

（
並
列
の
場
合
）

イ
ン
ピ
ー
ダ
ン
ス

ア
ナ
ラ
イ
ザ

被検機器

バ
イ
ア
ス
電
圧

D
C

48V

既
適
合

電
話
機

既
適
合

電
話
機

（
後
位
の
場
合
）

（
並
列
の
場
合
）

電
流

供
給

回
路

Ｅ
２

～

Ｅ
３

～
Ｅ

１
～

被
検

機
器

OSC
～

E1,E2,E3：
交

流
電

圧
計

発
振

器

電
流

供
給

回
路

Ｅ
２

～

Ｅ
３

～
Ｅ

１
～

被
検

機
器

OSC
～

E1,E2,E3：
交

流
電

圧
計

発
振

器

イ
ン

ピ
ー

ダ
ン

ス
 

ア
ナ

ラ
イ

ザ
 

被
検

 

機
器

 

バ
イ

ア
ス

電
圧

D
C4
8
V 
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送
出

す
る

。
 

 
 

 
 

イ
 

レ
ベ

ル
計

の
測

定
値

が
０

d
Bm

と
な

る
よ

う
に

レ
ベ

ル
補

正
器
を

調
整

す
る
。

 
 

 
 

 
 

ウ
 

⑶
及

び
⑷

の
測

定
前

に
は

必
ず

レ
ベ

ル
補

正
を
行

う
。

 
 

 
 

 
⑶

 
内

部
音

源
の

測
定

 
 

 
 

⑶
 

イ
ン

ピ
ー
ダ

ン
ス

測
定

器
に

よ
る

測
定

の
場

合
 

 
 

 
 

ア
 

被
検

機
器

と
対

向
装

置
を

通
話
状

態
と

し
、

被
検
機

器
か

ら
対
向

装
置

へ
内

部
音

源
の

信
号
を

送

出
し

、
レ

ベ
ル

計
で

レ
ベ

ル
を

測
定

す
る

。
 

 
 

 
 

ア
 

イ
ン

ピ
ー

ダ
ン

ス
測

定
器

か
ら

2
0
H
z
を

出
力

す
る

。
 

 
 

 
 

イ
 

内
線

構
成

品
を

含
む

全
て

の
内

部
音

源
に

つ
い
て

測
定

を
行

う
。

 
 

 
 

 
イ

 
被

検
機

器
を
Ｄ

Ｐ
信

号
送

出
状

態
に

し
、

メ
ー

ク
時
及

び
ブ

レ
ー

ク
時

の
静

電
容

量
又

は
イ
ン

ダ

ク
タ

ン
ス

を
直

読
す

る
。

 

 
 

 
⑷

 
外

部
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

の
測

定
 

 
 

 
⑷

 
被

検
機

器
の

後
位

に
接

続
し

た
既

適
合

電
話

機
か
ら

Ｄ
Ｐ

信
号

を
送

出
す

る
測
定

の
場

合
 

 
 

 
 

ア
 

被
検

機
器

を
介

し
て

擬
似

外
部
機

器
と

対
向

装
置
を

通
話

状
態
と

し
、

擬
似

外
部

機
器

か
ら
対

向

装
置

へ
1
,
5
0
0H
z
か

つ
０

d
B
m
の

信
号

を
送

出
し

、
レ

ベ
ル

計
で
レ

ベ
ル

を
測

定
す

る
。

 

 
 

 
 

 
⑶

と
同

様
の

手
順

と
す

る
。

 

 
 

 
 

イ
 

ア
ナ

ロ
グ

電
話

端
末

と
通

信
可

能
な

全
て

の
外
部

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
に

つ
い
て

測
定

を
行

う
。

 
 

 
 

 
 

⑸
 

汎
用

の
測
定

器
に

よ
る

測
定

の
場

合
 

 
 

 
 

 
ア

 
発

振
器
か

ら
2
0
H
zを

出
力

す
る

。
 

 
 

 
 

 
イ

 
ダ

イ
ヤ

ル
パ

ル
ス

送
出

状
態

に
し

、
メ

ー
ク

時
及

び
ブ

レ
ー

ク
時

に
つ

い
て

、
そ

れ
ぞ

れ
Ｅ

１
、

Ｅ
２
及

び
Ｅ

３
を

読
み
取

る
。

 

 
 

 
 

 
ウ

 
静

電
容
量

Ｃ
を

次
式

に
よ

り
算

出
す

る
。

 

 
   

 
 

 
 

 

 
 

９
 

直
流
回

路
開

放
時

の
直

流
抵

抗
値

及
び

絶
縁

抵
抗

値
 

 
 

 
㈠

 
測
定

用
機

器
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
 

 
 

⑴
 

直
流

電
源

 

 
 

 
 

⑵
 

直
流

電
流
計

 

 
 

 
 

⑶
 

直
流

電
圧
計

 

 
 

 
 

⑷
 

絶
縁

抵
抗
計

 

 
 

 
㈡

 
測
定

回
路

ブ
ロ

ッ
ク

図
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
 

 
 

⑴
 

直
流

回
路
開

放
時

の
L
1
‐

L
2
間
直

流
抵

抗
を

測
定
す

る
場

合
 

 
        

ｃ
ｏ

ｓ
θ

＝
Ｅ

１
２
－

Ｅ
２

２
－

Ｅ
３

２

２
Ｅ

２
Ｅ

３

ｃ
ｏ

ｓ
θ

＝
Ｅ

１
２
－

Ｅ
２

２
－

Ｅ
３

２

２
Ｅ

２
Ｅ

３

静
電
容
量
Ｃ
＝

１

ω
Ｚ
　

１
－
ｃ
ｏ
ｓ

２
θ

静
電
容
量
Ｃ
＝

１

ω
Ｚ
　

１
－
ｃ
ｏ
ｓ

２
θ
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⑵
 

 L
1
‐

L
2
間
に

十
分
な

耐
圧

を
持

っ
て

い
る

被
検

機
器

の
直

流
抵
抗

を
測

定
す
る

場
合

 

 
        

 
 

 
 

 
 

 
 

⑶
 

直
流

回
路
開

放
時

の
直

流
抵

抗
と

大
地

間
の

絶
縁
抵

抗
を

測
定

す
る

場
合

 

 
       

 
 

 
 

 
 

 
㈢

 
測
定

手
順

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

 
 

⑴
 

直
流

回
路
開

放
時

の
L
1
‐

L
2
間
直

流
抵

抗
の

測
定
の

場
合

 

 
 

 
 

 
ア

 
直

流
電
源

の
電

圧
を

回
線

電
圧

と
同

じ
4
8
Ｖ

と
す

る
。

 

 
 

 
 

 
イ

 
電

流
計
及

び
電

圧
計

の
指

示
を

読
む

。
 

 
 

 
 

 
ウ

 
電

流
と
電

圧
か

ら
次

式
に

よ
り

直
流

抵
抗

値
Ｒ
を

求
め

る
。

 

 
 

 
 

 
 
 

Ｒ
（

Ｍ
Ω

）
＝

Ｖ
（

Ｖ
）
÷

Ａ
（

μ
Ａ

）
 

 
 

 
 

⑵
 

L1
‐

L
2
間
に

十
分

な
耐

圧
を

持
っ

て
い

る
被

検
機
器

の
直

流
抵

抗
の

測
定

の
場
合

 

 
 

 
 

 
 

被
検

機
器

の
L
1
‐

L
2
へ

絶
縁

抵
抗

計
を

接
続

し
、

直
流

2
50
Ｖ

を
印

加
し

絶
縁

抵
抗

計
の

値
を

直
読

す
る

。
 

 
 

 
 

⑶
 

直
流

回
路
開

放
時

の
直

流
抵

抗
と

大
地

間
の

絶
縁
抵

抗
の

測
定

の
場

合
 

 
 

 
 

 
 

L1
と

大
地
間

及
び

L
2と

大
地

間
へ

絶
縁

抵
抗

計
を
接

続
し

、
絶

縁
抵

抗
値

を
直
読

す
る

。
 

被検機器

Ａ

Ｖ

被検機器

Ａ

Ｖ

L1L2

４
８

Ｖ

直
流

電
流

計

直
流

電
圧

計

被検機器

Ａ

Ｖ

被検機器

Ａ

Ｖ

L1L2

４
８

Ｖ

直
流

電
流

計

直
流

電
圧

計

被検機器

M
Ω

L1

L2

被検機器

M
Ω

L1

L2

絶
縁
抵
抗
計

被検機器

M
Ω

L1

L2

被検機器

M
Ω

L1

L2

絶
縁
抵
抗
計

M
Ω

被検機器

M
Ω

L1L2
M
Ω

被検機器

M
Ω

L1L2

絶
縁

抵
抗

計

M
Ω

被検機器

M
Ω

L1L2
M
Ω

被検機器

M
Ω

L1L2

絶
縁

抵
抗

計

M
Ω

被検機器

M
Ω

L1L2
M
Ω

被検機器

M
Ω

L1L2

絶
縁

抵
抗

計
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1
0
 

呼
出
信

号
受

信
時

の
静

電
容

量
及

び
イ

ン
ピ

ー
ダ

ン
ス

 

 
 

 
㈠

 
測
定

用
機

器
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
 

 
 

⑴
 

発
振

器
 

 
 

 
 

⑵
 

交
流

電
圧
計

 

 
 

 
 

⑶
 

直
流

電
圧
計

 

 
 

 
 

⑷
 

オ
シ

ロ
ス
コ

ー
プ

 

 
 

 
㈡

 
測
定

回
路

ブ
ロ

ッ
ク

図
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
 

 
 

⑴
 

交
流

電
圧
計

を
使

用
す

る
測

定
の

場
合

 

 
         

 
 

 
 

 
 

 
 

⑵
 

オ
シ

ロ
ス
コ

ー
プ

を
使

用
す

る
測

定
の

場
合

 

 
            

 
 

 
 

 
 

 
㈢

 
測
定

手
順

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

 
 

⑴
 

交
流

電
圧
計

を
使

用
す

る
測

定
の

場
合

 

 
 

 
 

 
ア

 
Ｅ

3 電
圧

を
7
5Ｖ

と
な

る
よ

う
に

発
振

器
か

ら
出

力
す

る
。

 

 
 

 
 

 
イ

 
そ

の
時
の

Ｅ
1 、

Ｅ
2 及

び
Ｅ

3 を
読

み
取
る

。
 

 
 

 
 

 
ウ

 
イ

ン
ピ
ー

ダ
ン

ス
Ｚ

及
び

静
電

容
量

Ｃ
を

次
式
に

よ
り

算
出

す
る

。
 

 
  

O
S
C

～
E

1

～

E
2

～

E
3

～

発
振

器
被検機器

E
1 ,E

2 ,E
3 ：交

流
電
圧

計

Ｒ
O

S
C

～ O
S
C

～
E

1

～ E
1

～

E
2

～ E
2

～

E
3

～ E
3

～

発
振

器
被検機器

E
1 ,E

2 ,E
3 ：交

流
電
圧

計

ＲV
1

V
2

Ｒ

C
H
1

C
H
2

被
検

機
器

発
振

器

オ
シ

ロ
ス

コ
ー

プ

V
1
 ,

V
2
 ：

直
流

電
圧

計

V
1

V
2

Ｒ

C
H
1

C
H
2

被
検

機
器

発
振

器

オ
シ

ロ
ス

コ
ー

プ

V
1
 ,

V
2
 ：

直
流

電
圧

計
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⑵
 

オ
シ

ロ
ス
コ

ー
プ

を
使

用
す

る
測

定
の

場
合

 

 
 

 
 

 
ア

 
発

振
器
の

出
力

電
圧

を
調

整
し

、
V
２
の

読
み

を
7
5
Ｖ
と

す
る

。
 

 
 

 
 

 
イ

 
そ

の
時
の

V
１
を

読
み
取

る
。

 

 
 

 
 

 
ウ

 
同

時
に
オ

シ
ロ

ス
コ

ー
プ

に
よ

り
C
H
1と

C
H
2
の
位

相
差

θ
を

測
定

す
る

。
 

 
 

 
 

 
エ

 
イ

ン
ピ
ー

ダ
ン

ス
Ｚ

及
び

静
電

容
量

Ｃ
を

次
式
に

よ
り

算
出

す
る

。
 

 
    

 
 

 
 

 

 
 

1
1
 

通
話
以

外
の

送
出

電
力

 

 
 

 
㈠

 
測
定

用
機

器
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
 

 
 

⑴
 

電
流

供
給
回

路
 

 
 

 
 

⑵
 

選
択

レ
ベ

ル
計
（

又
は

Ｂ
Ｐ

Ｆ
及

び
レ

ベ
ル

計
）

、
Ｆ
Ｆ

Ｔ
デ

ジ
タ

ル
ス

コ
ー

プ
又

は
不

要
送
出

レ

ベ
ル

計
 

 
 

 
㈡

 
測
定

回
路

ブ
ロ

ッ
ク

図
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
 

 
 

⑴
 

選
択

レ
ベ
ル

計
を

使
用

す
る

測
定

の
場

合
 

 
       

 
 

 
 

 
 

 
 

⑵
 

不
要

送
出
レ

ベ
ル

計
を

使
用

す
る

測
定

の
場

合
 

 
       

L
1

L
2

6
0
0
Ω

電
流

供
給

回
路

選
択

レ
ベ

ル
計

被
検

機
器

Ｂ
Ｐ

Ｆ
レ

ベ
ル

計

L
1

L
2

6
0
0
Ω

電
流

供
給

回
路

選
択

レ
ベ

ル
計

被
検

機
器

Ｂ
Ｐ

Ｆ
レ

ベ
ル

計

ｃ
ｏ

ｓ
θ

＝
Ｅ

１
２
－

Ｅ
２

２
－

Ｅ
３

２

２
Ｅ

２
Ｅ

３

ｃ
ｏ

ｓ
θ

＝
Ｅ

１
２
－

Ｅ
２

２
－

Ｅ
３

２

２
Ｅ

２
Ｅ

３

静
電

容
量

Ｃ
＝

１

ω
Ｚ
　

１
－

ｃ
ｏ

ｓ
２
θ

静
電

容
量

Ｃ
＝

１

ω
Ｚ
　

１
－

ｃ
ｏ

ｓ
２
θ

Ｚ
＝

Ｅ
３
Ｒ

Ｅ
２

Ｚ
＝

Ｅ
３
Ｒ

Ｅ
２

Ｚ
＝

V
２
Ｒ

V
１

Ｚ
＝

V
２
Ｒ

V
１

静
電
容
量
Ｃ
＝

１
静
電
容
量
Ｃ
＝

Zω
ｓ
ｉ
ｎ
θ

静
電
容
量
Ｃ
＝

１
静
電
容
量
Ｃ
＝

Zω
ｓ
ｉ
ｎ
θ
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⑶
 

Ｆ
Ｆ

Ｔ
デ
ジ

タ
ル

ス
コ

ー
プ

を
使

用
す

る
測

定
の
場

合
 

 
        

 
 

 
 

 
 

 
㈢

 
測
定

手
順

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

 
 

⑴
 

被
検

機
器
に

送
出

レ
ベ

ル
の

調
整

機
能

が
あ

る
場
合

は
送

出
レ

ベ
ル

を
最

高
に
設

定
す

る
。

 

 
 

 
 

⑵
 

被
検

機
器
を

動
作

状
態

に
し

、
4
k
H
z
帯

域
ご

と
の
送

出
電

力
を

測
定

す
る

。
 

 
 

 
 

⑶
 

⑵
の

測
定
を

送
出

信
号

種
別

ご
と

に
行

う
。

 

 
 

1
2
 

漏
話
減

衰
量

 

 
 

 
㈠

 
測
定

用
機

器
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
 

 
 

⑴
 

発
振

器
 

 
 

 
 

⑵
 

レ
ベ

ル
計
（

測
定

可
能

最
小

レ
ベ

ル
が

‐
7
0
d
B
m
以
下

の
も

の
。
）

 

 
 

 
㈡

 
測
定

回
路

ブ
ロ

ッ
ク

図
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
 

 
 

⑴
 

近
端

漏
話
測

定
回

路
 

 
          

 
 

 
 

L2
600

Ω

電
流

供
給

回
路

不
要

送
出

レ
ベ

ル
計

被
検

機
器

L2
600

Ω

電
流

供
給

回
路

不
要

送
出

レ
ベ

ル
計

被
検

機
器

L2
600

Ω

電
流

供
給

回
路

被
検

機
器

Ｆ
Ｆ

Ｔ

L1

L2
600

Ω

電
流

供
給

回
路

被
検

機
器

Ｆ
Ｆ

Ｔ

L1

終
端

回
路

発
振
器

レ
ベ

ル
計

電
流
供

給
回
路

電
流
供

給
回
路

L
1

L
2

L
1

L
2

6
0
0
Ω

回
線

2

被
検

機
器

回
線

1

＃
２

＃
１

漏
話

(a
)

漏
話

(b
) 終
端

回
路

発
振
器

レ
ベ

ル
計

電
流
供

給
回
路

電
流
供

給
回
路

L
1

L
2

L
1

L
2

6
0
0
Ω

回
線

2

被
検

機
器

回
線

1

＃
２

＃
１

漏
話

(a
)

漏
話

(b
)

発
振
器

レ
ベ

ル
計

電
流
供

給
回
路

電
流
供

給
回
路

L
1

L
2

L
1

L
2

6
0
0
Ω

回
線

2

被
検

機
器

回
線

1

＃
２

＃
１

漏
話

(a
)

漏
話

(b
)
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⑵
 

遠
端

漏
話
測

定
回

路
 

 
         

 
 

 
 

 
 

 
㈢

 
測
定

手
順

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

 
 

⑴
 

近
端

漏
話

 

 
 

 
 

 
ア

 
回

線
１

と
終

端
回

路
＃

１
を

通
話

状
態

に
し

て
、

発
振

器
の

出
力

レ
ベ

ル
を

０
d
B
m
 
(
1
,
5
0
0
H
z
)

で
出

力
す

る
。

 

 
 

 
 

 
イ

 
次

に
回

線
２

と
終

端
回

路
＃

２
を

通
話

状
態

に
し

て
、

レ
ベ

ル
計

の
1
,
50
0
H
z
の

レ
ベ

ル
を

測
定

す
る

。
 

 
 

 
 

 
ウ

 
同

一
基

板
内

の
｢
ア

ナ
ロ

グ
電

話
回

線
相

互
間

及
び

ア
ナ

ロ
グ

電
話

回
線

と
ア

ナ
ロ

グ
専

用
回

線

相
互

間
｣
の

す
べ

て
の

組
合

せ
に
つ

い
て

測
定

す
る

。
（

漏
話

(
a)

）
 

 
 

 
 

 
エ

 
次

に
任

意
の
ア

ナ
ロ

グ
電

話
回

線
に

対
し

、
同

一
基
板

内
の

内
線

相
互

間
の

す
べ

て
の

組
合
せ

に

つ
い

て
測

定
す

る
。

（
漏

話
(
b
)）

 

 
 

 
 

⑵
 

遠
端

漏
話

 

 
 

 
 

 
ア

 
回

線
１

と
終

端
回

路
＃

１
を

通
話

状
態

に
し

て
、

発
振

器
の

出
力

を
レ

ベ
ル

計
(
1)

が
０

d
B
m 

(
1
,
5
0
0
H
z
)
と
な

る
よ

う
出

力
す
る

。
 

 
 

 
 

 
イ

 
次

に
回

線
２

と
終

端
回

路
＃

２
を

通
話

状
態

に
し

て
、

レ
ベ

ル
計

(
2
)
の

1
,
5
0
0
H
z
の
レ

ベ
ル

を
測

定
す

る
。

 

 
 

 
 

 
ウ

 
同

一
基

板
内

の
｢
ア

ナ
ロ

グ
電

話
回

線
相

互
間

及
び

ア
ナ

ロ
グ

電
話

回
線

と
ア

ナ
ロ

グ
専

用
回

線

相
互

間
｣
の

す
べ

て
の

組
合

せ
に
つ

い
て

測
定

す
る

。
（

漏
話

(
a)

）
 

 
 

 
 

 
エ

 
次

に
任

意
の
ア

ナ
ロ

グ
電

話
回

線
に

対
し

、
同

一
基
板

内
の

内
線

相
互

間
の

す
べ

て
の

組
合
せ

に

つ
い

て
測

定
す

る
。

（
漏

話
(
b
)）

 

 
 

1
3
 

特
殊
な

ア
ナ

ロ
グ

電
話

端
末

 

 
 

 
㈠

 
測
定

用
機

器
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
 

 
 

 
絶
縁

抵
抗

計
 

 
 

 
㈡

 
測
定

回
路

ブ
ロ

ッ
ク

図
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。
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ベ
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ベ
ル

計
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電
流

供
給

回
路

電
流

供
給

回
路

L
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L
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L
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L
2

6
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回
線

2

被
検

機
器

回
線

1
終
端
回
路

＃
２

＃
１

発
振
器

6
0
0
Ω

漏
話

(a
)

漏
話

(b
)

レ
ベ
ル

計
　
（
１
）

レ
ベ
ル

計
　
（
２
）

電
流

供
給

回
路

電
流

供
給

回
路

L
1

L
2

L
1

L
2

6
0
0
Ω

回
線

2

被
検

機
器

回
線

1
終
端
回
路

＃
２

＃
１

発
振
器

6
0
0
Ω

漏
話

(a
)

漏
話

(b
)
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㈢

 
測

定
手

順
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
 

 
 

⑴
 

絶
縁

抵
抗

計
に

よ
り

L
1
―

F
G
間

の
絶

縁
抵

抗
を

測
定

す
る

。
 

 
 

 
 

⑵
 

⑴
と

同
様

に
し

て
、

L
2
―

F
G
間

の
絶

縁
抵

抗
を

測
定

す
る

。
 

六
 

ア
ナ

ロ
グ

電
話

端
末

 
六

 
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

プ
ロ

ト
コ

ル
電

話
端

末
設

備
 

 
１

 
選

択
信

号
の

自
動

送
出

 
 

１
 

呼
の

設
定

、
切

断
等

を
行

う
た

め
の

メ
ッ

セ
ー

ジ
の

送
出

 

 
 

㈠
 

測
定

用
機

器
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
 

 
㈠

 
測

定
用

機
器

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

 
⑴

 
オ

シ
ロ

ス
コ

ー
プ

（
波

形
を

自
動

的
に

記
録

し
、

印
刷

で
き

る
も

の
。

）
 

 
 

 
⑴

 
擬

似
交

換
機

 

 
 

 
⑵

 
疑

似
交

換
機

 
 

 
 

⑵
 

プ
ロ

ト
コ

ル
ア

ナ
ラ

イ
ザ

（
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

プ
ロ

ト
コ

ル
電

話
端

末
の

送
受

信
信

号
を

伝
送

路
上

で
確

認
で

き
る

も
の

、
又

は
擬

似
交

換
機

と
の

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
に

お
い

て
確

認
で

き
る

も
の

）
 

 
 

 
 

⑶
 

プ
リ

ン
タ

 

 
 

 
 

⑷
 

被
検

機
器

と
同

一
の

機
器

又
は

既
適

合
機

器
（

㈡
の

測
定

回
路

ブ
ロ

ッ
ク

図
中

「
対

向
機

器
」

と
す

る
。

）
 

 
 

㈡
 

測
定

回
路

ブ
ロ

ッ
ク

図
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
 

 
㈡

 
測

定
回

路
ブ

ロ
ッ

ク
図

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
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24頁 

         
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

               
 

 
 

 
 

 
 

 
注

 
分

界
点

上
で

の
測

定
が

困
難

な
場

合
は

、
擬

似
交

換
機

で
の

測
定

に
よ

る
こ

と
。

 

 
 

㈢
 

測
定

手
順

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

㈢
 

測
定

手
順

は
、

被
検

機
器

に
発

信
、

応
答

及
び

通
信

終
了

動
作

を
行

わ
せ

、
シ

ー
ケ

ン
ス

動
作

ご
と

に

プ
ロ

ト
コ

ル
ア

ナ
ラ

イ
ザ

で
各

動
作

を
確

認
す

る
。

 

 
 

 
⑴

 
オ

シ
ロ

ス
コ

ー
プ

で
回

線
間

の
電

圧
を

確
認

で
き

る
状

態
に

す
る

。
 

 

 
 

 
⑵

 
被

検
機

器
が

オ
フ

フ
ッ

ク
状

態
に

な
っ

た
時

に
オ

シ
ロ

ス
コ

ー
プ

の
ト

リ
ガ

が
か

か
る

よ
う

に
調

整

す
る

。
 

 

 
 

 
⑶

 
被

検
機

器
を

オ
フ

フ
ッ

ク
状

態
に

し
、

自
動

的
に

選
択

信
号

を
送

出
し

、
直

流
回

路
（

電
気

通
信

回

線
設

備
に

接
続

し
て

電
気

通
信

事
業

者
の

交
換

設
備

の
動

作
の

開
始

及
び

終
了

の
制

御
を

行
う

た
め

の

回
路

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

を
閉

じ
て

か
ら

最
初

に
選

択
信

号
が

出
て

く
る

ま
で

の
時

間
を

測
定

す

る
。

 

 

 
 

 
 

注
 

設
計

方
法

に
対

応
し

た
測

定
を

す
る

。
 

 

 
２

 
自

動
応

答
確

認
 

 
２

 
通

信
終

了
メ

ッ
セ

ー
ジ

の
送

出
タ

イ
ミ

ン
グ

 

 
 

㈠
 

測
定

用
機

器
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
 

 
㈠

 
測

定
用

機
器

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

 
⑴

 
オ

シ
ロ

ス
コ

ー
プ

（
波

形
を

自
動

的
に

記
録

し
、

印
刷

で
き

る
も

の
）

 
 

 
 

⑴
 

擬
似

交
換

機
 

 
 

 
⑵

 
擬

似
交

換
機

（
事

業
用

設
備

に
対

応
す

る
交

換
設

備
）

 
 

 
 

⑵
 

プ
ロ

ト
コ

ル
ア

ナ
ラ

イ
ザ

（
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

プ
ロ

ト
コ

ル
電

話
端

末
の

送
受

信
信

号
を

伝
送

路
上

で
確

認
で

き
る

も
の

、
又

は
擬

似
交

換
機

と
の

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
に

お
い

て
確

認
で

き
る

も
の

）
 

 
 

 
⑶

 
対

向
機

器
 

 
 

 
⑶

 
プ

リ
ン

タ
 

 
 

 
 

⑷
 

被
検

機
器

と
同

一
の

機
器

又
は

既
適

合
機

器
（

㈡
の

測
定

回
路

ブ
ロ

ッ
ク

図
及

び
(
三

)
中

「
対

向
機

器
」

と
す

る
。

）
 

 
 

㈡
 

測
定

回
路

ブ
ロ

ッ
ク

図
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
 

 
㈡

 
測

定
回

路
ブ

ロ
ッ

ク
図

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

 
 

 

  

被
検

機
器

プ
リ

ン
タ

プ
ロ

ト
コ

ル
ア

ナ
ラ

イ
ザ

Ａ

プ
リ

ン
タ

プ
ロ

ト
コ

ル
ア

ナ
ラ

イ
ザ

Ｂ

分
界

点
▼

対
向

機
器

擬
似

交
換

機
オ

シ
ロ

ス
コ

ー
プ

 

擬
似

交
換

機
被

検
機

器
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25頁 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

               
 

 
 

 
 

 
 

 
注

 
分

界
点

上
で

の
測

定
が

困
難

な
場

合
は

、
擬

似
交

換
機

で
の

測
定

に
よ

る
こ

と
。

 

 
 

㈢
 

測
定

手
順

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

㈢
 

測
定

手
順

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
な

お
、

相
手

不
応

答
時

と
相

手
話

中
時

の
動

作
の

制
御

方
式

及

び
タ

イ
マ

ー
値

が
異

な
る

場
合

の
み

両
方

の
状

態
で

測
定

し
、

同
じ

場
合

は
片

方
の

み
行

え
ば

よ
い

も
の

と
す

る
。

 

 
 

 
⑴

 
オ

シ
ロ

ス
コ

ー
プ

で
回

線
間

の
電

圧
を

確
認

で
き

る
状

態
に

す
る

。
 

 
 

 
⑴

 
相

手
不

応
答

時
の

測
定

手
順

 

被
検

機
器

か
ら

空
き

状
態

の
対

向
機

器
へ

発
信

し
、

対
向

機
器

は
応

答
さ

せ
ず

に
お

き
、

被
検

機
器

が
自

動
切

断
す

る
動

作
を

プ
ロ

ト
コ

ル
ア

ナ
ラ

イ
ザ

で
確

認
す

る
。

 

 
 

 
⑵

 
被

検
機

器
か

ら
発

信
し

、
対

向
機

器
を

呼
び

出
す

。
 

 
 

 
⑵

 
相

手
話

中
時

の
測

定
手

順
 

被
検

機
器

か
ら

話
中

状
態

の
対

向
機

器
へ

発
信

し
、

対
向

機
器

は
話

中
状

態
を

保
持

さ
せ

、
被

検
機

器
が

自
動

切
断

す
る

動
作

を
プ

ロ
ト

コ
ル

ア
ナ

ラ
イ

ザ
で

確
認

す
る

。
 

 
 

 
⑶

 
対

向
機

器
は

受
話

器
を

上
げ

て
お

い
て

話
中

状
態

に
し

て
お

く
か

、
呼

び
出

さ
れ

て
も

応
答

を
し

な

い
状

態
に

し
て

お
く

。
 

 

 
 

 
⑷

 
こ

の
状

態
で

２
分

以
上

、
オ

シ
ロ

ス
コ

ー
プ

で
回

線
の

状
態

を
観

測
し

、
選

択
信

号
の

送
出

か
ら

回

線
を

開
放

す
る

ま
で

の
時

間
を

測
定

す
る

。
 

 

 
３

 
自

動
再

発
信

 
 

３
 

自
動

再
発

信
 

 
 

㈠
 

測
定

用
機

器
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
 

 
㈠

 
測

定
用

機
器

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

 
⑴

 
オ

シ
ロ

ス
コ

ー
プ

（
波

形
を

自
動

的
に

記
録

し
、

印
刷

で
き

る
も

の
。

）
 

 
 

 
⑴

 
擬

似
交

換
機

 

 
 

 
⑵

 
擬

似
交

換
機

 
 

 
 

⑵
 

プ
ロ

ト
コ

ル
ア

ナ
ラ

イ
ザ

（
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

プ
ロ

ト
コ

ル
電

話
端

末
の

送
受

信
信

号
を

伝
送

路
上

で
確

認
で

き
る

も
の

、
又

は
擬

似
交

換
機

と
の

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
に

お
い

て
確

認
で

き
る

も
の

）
 

 
 

 
⑶

 
後

位
の

機
器

（
後

位
の

機
器

を
接

続
す

る
場

合
。

既
に

認
定

さ
れ

た
機

器
で

あ
る

場
合

を
除

く
。

）
 
 

 
 

⑶
 

プ
リ

ン
タ

 

 
 

 
⑷

 
対

向
機

器
 

 
 

 
⑷

 
被

検
機

器
と

同
一

の
機

器
又

は
既

適
合

機
器

（
㈡

の
測

定
回

路
ブ

ロ
ッ

ク
図

及
び

㈢
中

「
対

向
機

器
」

と
す

る
。

）
 

オ
シ

ロ
ス

コ
ー

プ

対
向

機
器

擬
似

交
換

機
被

検
機

器

オ
シ

ロ
ス

コ
ー

プ

対
向

機
器

擬
似

交
換

機
被

検
機

器

被
検

機
器

プ
リ

ン
タ

プ
ロ

ト
コ

ル
ア

ナ
ラ

イ
ザ

Ａ

プ
リ

ン
タ

プ
ロ

ト
コ

ル
ア

ナ
ラ

イ
ザ

Ｂ

分
界

点
▼

対
向

機
器

擬
似

交
換

機
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26頁 

 
 

㈡
 

測
定

回
路

ブ
ロ

ッ
ク

図
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
 

 
㈡

 
測

定
回

路
ブ

ロ
ッ

ク
図

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

        
 

 
 

 

               
 

 
 

 
 

 
 

注
 

後
位

の
機

器
を

接
続

す
る

場
合

 
 

 
 

 
注

 
分

界
点

上
で

の
測

定
が

困
難

な
場

合
は

、
擬

似
交

換
機

で
の

測
定

に
よ

る
こ

と
。

 

 
 

㈢
 

測
定

手
順

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

㈢
 

測
定

手
順

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

 
⑴

 
３

分
２

回
以

内
方

式
の

場
合

 
 

 
 

⑴
 

３
分

２
回

以
内

方
式

の
場

合
 

相
手

不
応

答
時

と
相

手
話

中
時

の
動

作
の

制
御

方
式

及
び

タ
イ

マ
ー

値
が

異
な

る
場

合
の

み
両

方
の

状
態

で
測

定
し

、
同

じ
場

合
は

片
方

の
み

行
え

ば
よ

い
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
 

ア
 

対
向

機
器

が
不

応
答

の
時

、
被

検
機

器
を

同
一

番
号

に
自

動
再

発
信

が
で

き
る

よ
う

に
設

定
す

る
。

 

 
 

 
 

ア
 

相
手

不
応

答
時

の
測

定
手

順
 

 
 

 
 

 
 

(ア) 
被

検
機

器
か

ら
空

き
状

態
の

対
向

機
器

へ
発

信
し

、
対

向
機

器
は

応
答

さ
せ

ず
に

お
き

、
被

検

機
器

に
自

動
再

発
信

を
行

わ
せ

る
。

 

 
 

 
 

 
 

(イ) 
被

検
機

器
の

発
信

動
作

か
ら

３
分

間
以

上
を

プ
ロ

ト
コ

ル
ア

ナ
ラ

イ
ザ

で
確

認
す

る
。

 

 
 

 
 

イ
 

被
検

機
器

が
オ

フ
フ

ッ
ク

状
態

に
な

っ
た

時
に

オ
シ

ロ
ス

コ
ー

プ
の

ト
リ

ガ
が

か
か

る
よ

う
に

調

整
す

る
。

 

 
 

 
 

イ
 

相
手

話
中

時
の

測
定

手
順

 

 
 

 
 

 
 

(ア) 
被

検
機

器
か

ら
話

中
状

態
の

対
向

機
器

へ
発

信
し

、
対

向
機

器
は

話
中

状
態

を
保

持
さ

せ
て

お

き
、

被
検

機
器

に
自

動
再

発
信

を
行

わ
せ

る
。

 

 
 

 
 

 
 

(イ) 
被

検
機

器
の

発
信

動
作

か
ら

３
分

間
以

上
を

プ
ロ

ト
コ

ル
ア

ナ
ラ

イ
ザ

で
確

認
す

る
。

 

 
 

 
 

ウ
 

対
向

機
器

を
３

分
間

以
上

応
答

し
な

い
よ

う
に

し
て

お
き

、
対

向
機

器
へ

発
信

を
行

い
回

線
間

を

オ
シ

ロ
ス

コ
ー

プ
で

３
分

間
を

超
え

る
時

間
観

測
し

、
シ

ー
ケ

ン
ス

を
記

録
す

る
。

こ
の

時
同

じ
番

号
に

再
発

信
す

る
回

数
を

記
録

す
る

。
 

 

 
 

 
 

エ
 

発
信

音
又

は
話

中
音

を
確

認
す

る
方

式
と

確
認

し
な

い
方

式
に

お
い

て
、

イ
及

び
ウ

に
従

い
各

シ

ー
ケ

ン
ス

を
記

録
す

る
。

 

 

 
 

 
⑵

 
1
5
回

以
内

方
式

の
場

合
 

 
 

 
⑵

 
1
5
回

以
内

方
式

の
場

合
 

オ
シ

ロ
ス

コ
ー

プ

対
向

機
器

擬
似

交
換

機
被

検
機

器
後

位
の
機

器
（

注
）

L
1

L
2

オ
シ

ロ
ス

コ
ー

プ

対
向

機
器

擬
似

交
換

機
被

検
機

器
後

位
の
機

器
（

注
）

L
1

L
2

被
検

機
器

プ
リ

ン
タ

プ
ロ

ト
コ

ル
ア

ナ
ラ

イ
ザ

Ａ

プ
リ

ン
タ

プ
ロ

ト
コ

ル
ア

ナ
ラ

イ
ザ

Ｂ

分
界

点
▼

対
向

機
器

擬
似

交
換

機
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相
手

不
応

答
時

と
相

手
話

中
時

の
動

作
の

制
御

方
式

及
び

タ
イ

マ
ー

値
が

異
な

る
場

合
の

み
両

方
の

状
態

で
測

定
し

、
同

じ
場

合
は

片
方

の
み

行
え

ば
よ

い
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
 

ア
 

対
向

機
器

が
不

応
答

の
時

、
被

検
機

器
を

同
一

番
号

に
自

動
再

発
信

が
で

き
る

よ
う

に
設

定
す

る
。

 

 
 

 
 

ア
 

相
手

不
応

答
時

の
測

定
手

順
 

 
 

 
 

 
 

(ア) 
被

検
機

器
か

ら
空

き
状

態
の

対
向

機
器

へ
発

信
し

、
対

向
機

器
は

応
答

さ
せ

ず
に

お
き

、
被

検

機
器

に
自

動
再

発
信

を
行

わ
せ

、
さ

ら
に

シ
ー

ケ
ン

ス
終

了
後

に
完

了
呼

を
介

さ
ず

に
被

検
機

器

へ
同

一
番

号
の

対
向

機
器

へ
の

手
動

に
よ

ら
な

い
発

信
要

求
を

行
う

。
 

 
 

 
 

 
 

(イ) 
被

検
機

器
か

ら
の

発
信

動
作

か
ら

自
動

再
発

信
シ

ー
ケ

ン
ス

が
終

了
し

、
以

後
の

発
信

要
求

に

対
し

再
発

信
し

な
い

こ
と

を
プ

ロ
ト

コ
ル

ア
ナ

ラ
イ

ザ
で

確
認

す
る

。
 

 
 

 
 

イ
 

被
検

機
器

が
オ

フ
フ

ッ
ク

状
態

に
な

っ
た

時
に

オ
シ

ロ
ス

コ
ー

プ
の

ト
リ

ガ
が

か
か

る
よ

う
に

調

整
す

る
。

 

 
 

 
 

イ
 

相
手

話
中

時
の

測
定

手
順

 

 
 

 
 

 
 

(ア) 
被

検
機

器
か

ら
話

中
状

態
の

対
向

機
器

へ
発

信
し

、
対

向
機

器
は

話
中

状
態

を
保

持
さ

せ
て

お

き
、

被
検

機
器

に
自

動
再

発
信

を
行

わ
せ

、
さ

ら
に

シ
ー

ケ
ン

ス
終

了
後

に
完

了
呼

を
介

さ
ず

に

被
検

機
器

へ
同

一
番

号
の

対
向

機
器

へ
の

手
動

に
よ

ら
な

い
発

信
要

求
を

行
う

。
 

 
 

 
 

 
 

(イ) 
被

検
機

器
の

発
信

動
作

か
ら

自
動

再
発

信
シ

ー
ケ

ン
ス

が
終

了
し

、
以

後
の

発
信

要
求

に
対

し

再
発

信
し

な
い

こ
と

を
プ

ロ
ト

コ
ル

ア
ナ

ラ
イ

ザ
で

確
認

す
る

。
 

 
 

 
 

ウ
 

対
向

機
器

を
一

定
時

間
以

上
応

答
し

な
い

よ
う

に
し

て
お

き
、

対
向

機
器

へ
発

信
を

行
い

回
線

間

を
オ

シ
ロ

ス
コ

ー
プ

で
観

測
し

、
同

じ
番

号
に

再
発

信
す

る
回

数
を

計
数

し
、

シ
ー

ケ
ン

ス
を

最
大

数
ま

で
記

録
す

る
。

 

 

 
 

 
 

エ
 

発
信

音
又

は
話

中
音

を
確

認
す

る
方

式
と

確
認

し
な

い
方

式
に

お
い

て
、

イ
及

び
ウ

に
従

い
各

シ

ー
ケ

ン
ス

を
記

録
す

る
。

 

 

 
 

 
 

オ
 

シ
ー

ケ
ン

ス
終

了
後

、
完

了
呼

を
介

さ
ず

に
同

一
番

号
へ

の
自

動
再

発
信

を
行

な
っ

て
も

動
作

し

な
い

こ
と

又
は

完
了

呼
が

あ
っ

た
場

合
に

再
度

同
一

番
号

へ
の

自
動

再
発

信
が

可
能

に
な

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

 

 
 

 
⑶

 
３

分
２

回
以

内
方

式
と

1
5
回

以
内

方
式

の
機

能
を

併
せ

持
つ

機
器

の
場

合
に

は
両

方
式

に
つ

い
て

測

定
を

行
う

。
 

 
 

 
⑶

 
３

分
２

回
以

内
方

式
と

1
5
回

以
内

方
式

の
機

能
を

併
せ

持
つ

機
器

の
場

合
 

両
方

式
に

つ
い

て
測

定
を

行
う

。
 

 
４

 
ダ

イ
ヤ

ル
パ

ル
ス

の
条

件
 

 
４

 
識

別
情

報
登

録
 

 
 

㈠
 

測
定

用
機

器
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
 

 
㈠

 
測

定
用

機
器

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

 
⑴

 
オ

シ
ロ

ス
コ

ー
プ

（
波

形
を

自
動

的
に

記
録

し
、

印
刷

で
き

る
も

の
）

 
 

 
 

⑴
 

擬
似

交
換

機
 

 
 

 
⑵

 
直

流
電

流
計

 
 

 
 

⑵
 

プ
ロ

ト
コ

ル
ア

ナ
ラ

イ
ザ

（
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

プ
ロ

ト
コ

ル
電

話
端

末
の

送
受

信
信

号
を

伝
送

路
上

で
確

認
で

き
る

も
の

、
又

は
擬

似
交

換
機

と
の

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
に

お
い

て
確

認
で

き
る

も
の

）
 

 
 

 
⑶

 
電

流
供

給
回

路
 

 
 

 
⑶

 
プ

リ
ン

タ
 

 
 

㈡
 

測
定

回
路

ブ
ロ

ッ
ク

図
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
 

 
㈡

 
測

定
回

路
ブ

ロ
ッ

ク
図

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
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注

 
分

界
点
上

で
の

測
定

が
困

難
な

場
合

は
、

擬
似
交

換
機

で
の

測
定

に
よ

る
こ
と

。
 

 
 

㈢
 

測
定

手
順

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

㈢
 

測
定

手
順

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

 
⑴

 
電

流
供

給
回

路
の

極
性

を
設

定
す

る
。

こ
の

時
、

端
末

機
器

が
直
流

極
性

を
特

定
す

る
場

合
は
測

定

時
の

極
性

を
記

録
す

る
。

 

 
 

 
⑴

 
被

検
機

器
か

ら
の

識
別

情
報

の
登

録
の

要
求

に
対

し
待
機

時
間

を
指

示
す

る
信

号
を

送
出

す
る
よ

う

に
擬

似
交

換
機

を
設

定
し

、
被

検
機

器
か

ら
識

別
情

報
の

登
録
を

要
求

す
る

信
号

を
送

出
す
る

。
 

 
 

 
⑵

 
被

検
機

器
を

メ
ー

ク
状

態
に

し
て

直
流

電
流

値
を

2
0
mA

か
ら

1
2
0m
A
ま

で
の

任
意

の
一

点
に

設
定

し

、
又

は
直

流
電

流
値

を
測

定
す

る
。
 

 
 

 
⑵

 
被

検
機

器
が

擬
似

交
換

機
か

ら
指

示
さ

れ
た

待
機

時
間
の

後
に

、
再

び
識

別
情

報
の

登
録

を
要
求

す

る
信

号
を

送
出

す
る

こ
と

を
プ

ロ
ト

コ
ル

ア
ナ

ラ
イ

ザ
で

確
認
す

る
。

 

 
 

 
⑶

 
被

検
機

器
の

ダ
イ

ヤ
ル

ス
ピ

ー
ド

を
設

定
す

る
。

 
 

 
 

⑶
 

被
検

機
器

か
ら
の

識
別

情
報

の
登

録
の

要
求

に
応

答
し
な

い
よ

う
に

擬
似

交
換

機
を

設
定

し
、
被

検

機
器

か
ら

識
別

情
報

の
登

録
を

要
求

す
る

信
号

を
送

出
す

る
。

 

 
 

 
⑷

 
被

検
機

器
か

ら
ダ

イ
ヤ

ル
パ

ル
ス

を
送

出
す

る
。
（

１
か

ら
０

ま
で

の
各

数
字
）

 
 

 
 

⑷
 

被
検

機
器

に
設
定

さ
れ

た
待

機
時

間
の

後
に

、
再

び
識
別

情
報

の
登

録
を

要
求

す
る

信
号

を
送
出

す

る
こ

と
を

プ
ロ

ト
コ

ル
ア

ナ
ラ

イ
ザ

で
確

認
す

る
。

 

 
 

 
⑸

 
送

出
さ

れ
た

ダ
イ

ヤ
ル

パ
ル

ス
信

号
を

、
オ

シ
ロ

ス
コ

ー
プ

に
よ
り

メ
ー

ク
時

間
、

ブ
レ

ー
ク
時

間

、
ミ

ニ
マ

ム
ポ

ー
ズ

時
間

及
び

パ
ル

ス
数

を
測

定
す

る
。

 

 
 

 
⑸

 
被

検
機

器
か

ら
の

識
別

情
報

の
登

録
の

要
求

に
対

し
、
待

機
時

間
を

指
示

せ
ず

に
登

録
が

で
き
な

い

旨
の

信
号

を
送

出
す

る
よ

う
に

擬
似

交
換

機
を

設
定

し
、

被
検

機
器

か
ら

識
別
情

報
の

登
録

を
要

求
す

る
信

号
を

送
出

す
る

。
 

 
 

 
⑹

 
測

定
結

果
に

よ
り

、
ダ

イ
ヤ

ル
パ

ル
ス

速
度

及
び
ダ

イ
ヤ

ル
パ

ル
ス

メ
ー

ク
率
を

計
算

す
る

。
 

 
 

 
⑹

 
被

検
機

器
に

設
定

さ
れ

た
待

機
時

間
の

後
に

、
再

び
識
別

情
報

の
登

録
を

要
求

す
る

信
号

を
送
出

す

る
こ

と
を

プ
ロ

ト
コ

ル
ア

ナ
ラ

イ
ザ

で
確

認
す

る
。

 

 
 

 
 

ア
 

メ
ー

ク
時

間
、

ブ
レ

ー
ク

時
間

及
び

ミ
ニ

マ
ム
ポ

ー
ズ

時
間

の
関

係
 

 

       
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

イ
 

ダ
イ

ヤ
ル

パ
ル

ス
速

度
及

び
ダ

イ
ヤ

ル
パ

ル
ス
メ

ー
ク

率
の

計
算

式
 

ダ
イ

ヤ
ル

パ
ル

ス
速

度
＝

１
０

、
０

０
０

÷
（

メ
ー
ク

時
間

（
ミ

リ
秒

）
＋
ブ
レ

ー
ク

時
間

（
ミ

 

600Ω
電

流
供

給
回

路
被

検
機

器
分

界
点

オ
シ

ロ
ス

コ
ー

プ

Ａ

600Ω
電

流
供

給
回

路
被

検
機

器
分

界
点

オ
シ

ロ
ス

コ
ー

プ

Ａ

被
検

機
器

プ
リ

ン
タ

プ
ロ

ト
コ

ル
ア

ナ
ラ

イ
ザ

Ａ

プ
リ

ン
タ

プ
ロ

ト
コ

ル
ア

ナ
ラ

イ
ザ

Ｂ

分
界

点
▼

擬
似

交
換

機

メ
ー
ク

ブ
レ
ー
ク

ﾌ
ﾞ
ﾚ
ｰ
ｸ

時
間

ﾒ
ｰ
ｸ

時
間

ﾐ
ﾆ
ﾏ
ﾑ
ﾎ
ﾟ
ｰ
ｽ
ﾞ
時
間

メ
ー
ク

ブ
レ
ー
ク

ﾌ
ﾞ
ﾚ
ｰ
ｸ

時
間

ﾒ
ｰ
ｸ

時
間

ﾐ
ﾆ
ﾏ
ﾑ
ﾎ
ﾟ
ｰ
ｽ
ﾞ
時
間
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リ
秒

）
）

（
PP

S
）
 

ダ
イ

ヤ
ル

パ
ル

ス
メ

ー
ク

率
＝

メ
ー

ク
時

間
（

ミ
リ

秒
）
÷

（
メ

ー
ク

時
間
（
ミ

リ
秒

）
＋

ブ
レ

ー
ク

時
間

（
ミ

リ
秒

）
）

×
１
０

０
（

％
）

 

 
５

 
押

し
ボ

タ
ン

ダ
イ

ヤ
ル

信
号

（
以

下
「

P
B
信

号
」

と
い
う

。
）

の
条

件
 

 
５

 
ふ

く
そ

う
通

知
機

能
 

 
 

㈠
 

測
定

用
機

器
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
 

 
㈠

 
測
定

用
機

器
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
 

 
⑴

 
オ

シ
ロ

ス
コ

ー
プ

 
 

 
 

⑴
 

擬
似

交
換
機

 

 
 

 
⑵

 
周

波
数

カ
ウ

ン
タ

 
 

 
 

⑵
 

プ
ロ

ト
コ

ル
ア
ナ

ラ
イ

ザ
（

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
プ

ロ
ト
コ

ル
電

話
端

末
の

送
受

信
信

号
を

伝
送
路

上

で
確

認
で

き
る

も
の

、
又

は
擬

似
交

換
機

と
の

イ
ン

タ
フ

ェ
ー
ス

に
お

い
て

確
認

で
き

る
も
の

）
 

 
 

 
⑶

 
イ

ン
ピ

ー
ダ

ン
ス

6
0
0Ω

に
お

け
る

レ
ベ

ル
表

示
が

可
能

な
レ

ベ
ル

計
（

以
下

「
選

択
レ

ベ
ル

計
」

と
い

う
。

）
 

 
 

 
⑶

 
プ

リ
ン

タ
 

 
 

 
⑷

 
直

流
電

流
計

 
 

 
 

 
⑸

 
直

流
電

圧
計

 
 

 
 

 
⑹

 
電

流
供

給
回

路
 

 

 
 

 
⑺

 
被

検
機

器
の

P
B信

号
送

出
時

間
が
固

定
式

な
ど

で
、
周

波
数

・
レ
ベ

ル
測

定
器

の
応

答
時

間
が
長

く

、
通

常
の

測
定

器
で

測
定

困
難

な
場

合
、

F
F
T
ア

ナ
ラ

イ
ザ

に
よ

り
周

波
数

・
信

号
送

出
レ

ベ
ル

を
測

定
す

る
。

 

 

 
 

㈡
 

測
定

回
路

ブ
ロ

ッ
ク

図
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
 

 
㈡

 
測
定

回
路

ブ
ロ

ッ
ク

図
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
 

 
⑴

 
各

P
B
信

号
の

周
波

数
及

び
偏

差
の

測
定

の
場

合
 

 

             
 

 
 

 

            
 

 
 

 
 

 
 

 
注

 
分

界
点
上

で
の

測
定

が
困

難
な

場
合

は
、

擬
似
交

換
機

で
の

測
定

に
よ

る
こ
と

。
 

 
 

 
⑵

 
信

号
送

出
時

間
、

ミ
ニ

マ
ム

ポ
ー

ズ
及

び
周

期
の
測

定
の

場
合

 
 

    

 

600
Ω

1.0H
以

上

2
μ

F

2
μ

F

440
Ω

440
Ω

＋－
48V

4.3H
以

上

電
流

供
給

回
路

被
検

機
器

分
界

点

周
波

数
カ

ウ
ン

タ

Ａ

600
Ω

1.0H
以

上

2
μ

F

2
μ

F

440
Ω

440
Ω

＋－
48V

4.3H
以

上

電
流

供
給

回
路

被
検

機
器

分
界

点

周
波

数
カ

ウ
ン

タ

Ａ

1.0H
以

上

2
μ

F

2
μ

F

440
Ω

440
Ω

＋－
48V

4.3H
以

上

電
流

供
給

回
路

2
μ

F

2
μ

F

440
Ω

440
Ω

＋－
48V

4.3H
以

上

電
流

供
給

回
路

被
検

機
器

分
界

点

周
波

数
カ

ウ
ン

タ

Ａ

被
検

機
器

プ
リ

ン
タ

プ
ロ

ト
コ

ル
ア

ナ
ラ

イ
ザ

Ａ

プ
リ

ン
タ

プ
ロ

ト
コ

ル
ア

ナ
ラ

イ
ザ

Ｂ

分
界

点
▼

擬
似

交
換

機
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⑶

 
各

群
の

信
号

送
出

電
力

の
測

定
の

場
合

 
 

               
 

 
 

 

 

 
 

 
⑷

 
 F
F
T
ア

ナ
ラ

イ
ザ

に
よ

る
測

定
（

周
波

数
・

信
号
送

出
電

力
の

測
定

）
の

場
合

 
 

     

 

1.0H
以
上

2
μ

F

2
μ

F

440
Ω

440
Ω

＋－
48V

4.3H
以
上

電
流

供
給

回
路

被
検
機
器

600
Ω

分
界
点

オ
シ
ロ

ス
コ
ー
プ

Ａ

1.0H
以
上

2
μ

F

2
μ

F

440
Ω

440
Ω

＋－
48V

4.3H
以
上

電
流

供
給

回
路

2
μ

F

2
μ

F

440
Ω

440
Ω

＋－
48V

4.3H
以
上

電
流

供
給

回
路

被
検
機
器

600
Ω

分
界
点

オ
シ
ロ

ス
コ
ー
プ

Ａ

1.0H
以
上

被
検

機
器

600
Ω

分
界
点

選
択

レ
ベ
ル
計

Ａ

Ｖ

2
μ

F

2
μ

F

可
変

440
Ω

＋－
48V

4.3H
以
上

電
流

供
給

回
路

1.0H
以
上

被
検

機
器

600
Ω

分
界
点

選
択

レ
ベ
ル
計

Ａ

Ｖ

2
μ

F

2
μ

F

可
変

440
Ω

＋－
48V

4.3H
以
上

電
流

供
給

回
路

2
μ

F

2
μ

F

可
変

440
Ω

＋－
48V

4.3H
以
上

電
流

供
給

回
路

68



                
 

 
 

 

 
 

㈢
 

測
定

手
順

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

㈢
 

測
定

手
順

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

 
⑴

 
各

P
B
信

号
の

周
波

数
及

び
偏

差
の

測
定

 
 

 
 

⑴
 

被
検

機
器
か

ら
擬

似
交

換
機

に
対

し
て

、
発

信
動
作

を
行

う
。

 

 
 

 
 

ア
 

電
流

供
給

回
路

の
極

性
を

設
定
す

る
。

こ
の

時
、
端

末
機

器
が
直

流
極

性
を

特
定

す
る

場
合
は

測

定
時

の
極

性
を

記
録

す
る

。
 

 

 
 

 
 

イ
 

被
検

機
器

を
メ

ー
ク

状
態

に
し

て
直

流
電

流
値

を
20
m
A
か

ら
12
0
m
A
ま

で
の

任
意

の
値

に
設

定
し

、
又

は
直

流
電

流
値

を
測

定
す

る
。

 

 

 
 

 
 

ウ
 

被
検

機
器

か
ら

P
B
信

号
を

送
出
す

る
。

（
１

か
ら
０

ま
で

、
＊
、

＃
及

び
Ａ

か
ら

Ｄ
ま

で
の
各

数

字
）
 

 

 
 

 
 

エ
 

送
出

さ
れ

た
P
B
信
号

を
、

周
波

数
カ

ウ
ン

タ
に
よ

り
高

群
・

低
群

の
各

周
波
数

を
測

定
す

る
。

 
 

 
 

 
 

オ
 

測
定

結
果

か
ら

次
式

に
よ

り
、

周
波

数
偏

差
を
計

算
す

る
。

 

周
波

数
偏

差
＝

（
１

－
（

規
定

周
波

数
－

測
定

周
波

数
）

÷
規
定

周
波
数

）
×
１

０
０

（
％
）

 

 

 
 

 
⑵

 
信

号
送

出
時

間
、

ミ
ニ

マ
ム

ポ
ー

ズ
及

び
周

期
の
測

定
 

 
 

 
⑵

 
被

検
機

器
か

ら
の

発
信

に
対

し
、

擬
似

交
換

機
か

ら
被
検

機
器

に
ふ

く
そ

う
が

発
生

し
て

い
る
旨

の

信
号

を
送

出
す

る
。

 

 
 

 
 

ア
 

電
流

供
給

回
路

の
極

性
を

設
定
す

る
。

こ
の

時
、
端

末
機

器
が
直

流
極

性
を

特
定

す
る

場
合
は

測

定
時

の
極

性
を

記
録

す
る

。
 

 

 
 

 
 

イ
 

被
検

機
器

を
メ

ー
ク

状
態

に
し

て
直

流
電

流
値

を
20
m
A
か

ら
12
0
m
A
ま

で
の

任
意

の
値

に
設

定
し

、
又

は
直

流
電

流
値

を
測

定
す

る
。

 

 

 
 

 
 

ウ
 

被
検

機
器

か
ら

P
B
信

号
を

送
出
す

る
。

（
１

か
ら
０

ま
で

、
＊
、

＃
及

び
Ａ

か
ら

Ｄ
ま

で
の
各

数

字
）
 

 

 
 

 
 

エ
 

送
出

さ
れ

た
P
B
信

号
を

、
オ

シ
ロ

ス
コ

ー
プ

に
よ

り
信

号
送

出
時

間
、

ミ
ニ

マ
ム

ポ
ー

ズ
及
び

周

期
を

測
定

す
る

。
 

 

1.0H
以

上
被

検
機

器

600
Ω

分
界

点

FFT
ア

ナ
ラ

イ
ザ

Ａ

Ｖ

2
μ

F

2
μ

F

可
変

440
Ω

＋－
48V

4.3H
以

上

電
流
供
給
回
路

1.0H
以

上
被

検
機

器

600
Ω

分
界

点

FFT
ア

ナ
ラ

イ
ザ

Ａ

Ｖ

2
μ

F

2
μ

F

可
変

440
Ω

＋－
48V

4.3H
以

上

電
流
供
給
回
路

2
μ

F

2
μ

F

可
変

440
Ω

＋－
48V

4.3H
以

上

電
流
供
給
回
路
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32頁 

 
 

 
⑶

 
各

群
の

信
号

送
出

電
力

の
測

定
 

 
 

 
⑶

 
ふ

く
そ

う
が

発
生

し
て

い
る

旨
が

被
検

機
器

の
映

像
面

の
表

示
、

受
話

器
等

か
ら

の
可

聴
音

又
は

音

声
等

に
よ

り
通

知
さ

れ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

 
 

 
 

ア
 

電
流

供
給

回
路

の
極

性
を

設
定

す
る

。
こ

の
時

、
端

末
機

器
が

直
流

極
性

を
特

定
す

る
場

合
は

測

定
時

の
極

性
を

記
録

す
る

。
 

 

 
 

 
 

イ
 

被
検

機
器

を
メ

ー
ク

状
態

に
し

て
直

流
電

流
値

を
設

定
す

る
。

 
 

 
 

 
 

ウ
 

被
検

機
器

か
ら

P
B
信

号
を

送
出

す
る

。
（

１
か

ら
０

ま
で

、
＊

、
＃

及
び

Ａ
か

ら
Ｄ

ま
で

の
各

数

字
）

 

 

 
 

 
 

エ
 

送
出

さ
れ

た
P
B
信

号
を

、
選

択
レ

ベ
ル

計
に

よ
り

低
群

・
高

群
の

信
号

送
出

電
力

を
測

定
す

る
。

 
 

 
 

 
 

オ
 

直
流

電
流

値
を

2
0
m
A
か

ら
1
2
0
m
A
ま

で
の

範
囲

で
変

化
さ

せ
各

電
流

値
に

お
け

る
信

号
送

出
電

力

を
測

定
す

る
。

 

 

 
 

 
⑷

 
F
F
T
ア

ナ
ラ

イ
ザ

に
よ

る
測

定
（

各
P
B
信

号
の

周
波

数
及

び
偏

差
の

測
定

）
 

 

 
 

 
 

ア
 

電
流

供
給

回
路

の
極

性
を

設
定

す
る

。
こ

の
時

、
端

末
機

器
が

直
流

極
性

を
特

定
す

る
場

合
は

測

定
時

の
極

性
を

記
録

す
る

。
 

 

 
 

 
 

イ
 

被
検

機
器

を
メ

ー
ク

状
態

に
し

て
直

流
電

流
値

を
2
0
m
A
か

ら
1
2
0
m
A
ま

で
の

任
意

の
値

に
設

定
し

、
又

は
直

流
電

流
値

を
測

定
す

る
。

 

 

 
 

 
 

ウ
 

被
検

機
器

か
ら

P
B
信

号
を

送
出

す
る

。
（

１
か

ら
０

ま
で

、
＊

、
＃

及
び

Ａ
か

ら
Ｄ

ま
で

の
各

数

字
）

 

 

 
 

 
 

エ
 

送
出

さ
れ

た
P
B
信

号
を

、
F
F
T
ア

ナ
ラ

イ
ザ

に
よ

り
高

群
・

低
群

の
各

周
波

数
を

測
定

す
る

。
 

 

 
 

 
 

オ
 

測
定

結
果

か
ら

次
式

に
よ

り
、

周
波

数
偏

差
を

計
算

す
る

。
 

周
波

数
偏

差
＝

（
１

－
（

規
定

周
波

数
－

測
定

周
波

数
）

÷
規

定
周

波
数

）
×

１
０

０
（

％
）

 

 

 
 

 
⑸

 
F
F
T
ア

ナ
ラ

イ
ザ

に
よ

る
測

定
（

各
群

の
信

号
送

出
電

力
の

測
定

）
 

 

 
 

 
 

ア
 

電
流

供
給

回
路

の
極

性
を

設
定

す
る

。
こ

の
時

、
端

末
機

器
が

直
流

極
性

を
特

定
す

る
場

合
は

測

定
時

の
極

性
を

記
録

す
る

。
 

 

 
 

 
 

イ
 

被
検

機
器

を
メ

ー
ク

状
態

に
し

て
直

流
電

流
値

を
設

定
す

る
。

 
 

 
 

 
 

ウ
 

被
検

機
器

か
ら

P
B
信

号
を

送
出

す
る

。
（

１
か

ら
０

ま
で

、
＊

、
＃

及
び

Ａ
か

ら
Ｄ

ま
で

の
各

数

字
）

 

 

 
 

 
 

エ
 

送
出

さ
れ

た
P
B
信

号
を

、
選

択
レ

ベ
ル

計
に

よ
り

低
群

・
高

群
の

レ
ベ

ル
を

測
定

す
る

。
 

 

 
 

 
 

オ
 

直
流

電
流

値
を

2
0
m
A
か

ら
1
2
0
m
A
ま

で
の

範
囲

で
変

化
さ

せ
各

電
流

値
に

お
け

る
信

号
送

出
電

力

を
測

定
す

る
。

 

 

 
６

 
緊

急
通

報
機

能
 

 
６

 
緊

急
通

報
機

能
 

 
㈠

 
測

定
用

機
器

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

㈠
 

測
定

用
機

器
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
 

⑴
 

オ
シ

ロ
ス

コ
ー

プ
（

波
形

を
自

動
的

に
記

録
し

、
印

刷
で

き
る

も
の

）
 

 
 

 
⑴

 
擬

似
交

換
機

 

 
 

⑵
 

周
波

数
カ

ウ
ン

タ
 

 
 

 
⑵

 
プ

ロ
ト

コ
ル

ア
ナ

ラ
イ

ザ
（

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
プ

ロ
ト

コ
ル

電
話

端
末

の
送

受
信

信
号

を
伝

送
路

上

で
確

認
で

き
る

も
の

、
又

は
擬

似
交

換
機

と
の

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
に

お
い

て
確

認
で

き
る

も
の

）
 

 
 

⑶
 

直
流

電
流

計
 

 
 

 
⑶

 
プ

リ
ン

タ
 

 
 

⑷
 

電
流

供
給

回
路

 
 

 
 

⑸
 

F
F
T
ア

ナ
ラ

イ
ザ

（
被

検
機

器
の

P
B
信

号
送

出
時

間
が

固
定

式
な

ど
で

、
周

波
数

カ
ウ

ン
タ

の
応

答
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33頁 

時
間

が
長

く
、

通
常

の
測

定
器

で
測

定
困

難
な

場
合

）
 

 
㈡

 
測

定
回

路
ブ

ロ
ッ

ク
図

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

㈡
 

測
定

回
路

ブ
ロ

ッ
ク

図
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
 

 
⑴

 
ダ

イ
ヤ

ル
パ

ル
ス

信
号

の
場

合
 

 

                
 

 
 

 

            
 

 
 

 
 

 
 

 
注

 
分

界
点

上
で

の
測

定
が

困
難

な
場

合
は

、
擬

似
交

換
機

で
の

測
定

に
よ

る
こ

と
。

 

 
 

 
⑵

 
P
B
信

号
の

場
合

 
 

 
 

 
 

ア
 

周
波

数
カ

ウ
ン

タ
に

よ
る

測
定

の
場

合
 

 

               

 

 

 
電

流
供
給

 
回
路

 

 
被

検
機
器

 
600

Ω
 

分
界

点
 

 

オ
シ
ロ

ス
コ
ー

プ
 

Ａ
 

被
検

機
器

プ
リ

ン
タ

プ
ロ
ト

コ
ル

ア
ナ
ラ

イ
ザ

Ａ

プ
リ

ン
タ

プ
ロ

ト
コ

ル
ア

ナ
ラ
イ

ザ

Ｂ

分
界

点
▼

擬
似
交

換
機
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34頁 

                
 

 
 

 
 

 
 

 
 

イ
 

F
F
T
ア

ナ
ラ

イ
ザ

に
よ

る
測

定
の

場
合

 
 

                 
 

 
 

 
 

 

 
㈢

 
測

定
手

順
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
 

 
㈢

 
測

定
手

順
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
 

⑴
 

ダ
イ

ヤ
ル

パ
ル

ス
信

号
の

場
合

 
 

 
 

⑴
 

被
検

機
器

か
ら

電
気

通
信

番
号

規
則

別
表

第
1
2
号

に
掲

げ
る

緊
急

通
報

番
号

に
対

応
し

た
呼

の
設

定

を
行

う
た

め
の

メ
ッ

セ
ー

ジ
を

発
信

す
る

。
 

1.0
Ｈ

以
上

 

    
被

検
機
器

 
600

Ω
 

分
界

点
 

 
周

波
数

 
カ

ウ
ン
タ

 

2
μ
Ｆ

 

2
μ
Ｆ

 

440
Ω

 
440

Ω
 

＋
 

－
 

48
Ｖ

 

4.3
Ｈ
以
上

 

電
流
供
給

回
路

 

Ａ
 

2
μ
Ｆ

 

1.0
Ｈ

以
上

 

   

被
検

 
機

器
 

600
Ω

 

分
界

点
 

 
Ｆ
Ｆ

Ｔ
 

ア
ナ
ラ
イ
ザ

 
 

Ａ
 

Ｖ
 

2
μ
Ｆ

 
可
変

 
440

Ω
 

＋
 

－
 

48
Ｖ

 

4.3
Ｈ

以
上

 

電
流

供
給

回
路
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35頁 

 
 

 
ア

 
電

流
供

給
回

路
の

極
性

を
設

定
す

る
。

 
 

 
 

 
イ

 
被

検
機

器
を

メ
ー

ク
状

態
に

し
て

直
流

電
流

値
を

2
0
m
A
か

ら
1
2
0
m
A
ま

で
の

任
意

の
値

に
設

定
す

る
。

 

 

 
 

 
ウ

 
被

検
機

器
の

ダ
イ

ヤ
ル

ス
ピ

ー
ド

を
設

定
す

る
。

 
 

 
 

 
エ

 
被

検
機

器
か

ら
電

気
通

信
番

号
規

則
別

表
第

1
2
号

に
掲

げ
る

緊
急

通
報

番
号

に
対

応
し

た
ダ

イ
ヤ

ル
パ

ル
ス

信
号

を
送

出
す

る
。

 

 

 
 

 
オ

 
送

出
さ

れ
た

ダ
イ

ヤ
ル

パ
ル

ス
信

号
を

オ
シ

ロ
ス

コ
ー

プ
に

よ
り

測
定

し
、

正
し

く
送

出
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

 

 
 

⑵
 

P
B
信

号
の

場
合

 
 

 
 

⑵
 

呼
の

設
定

を
行

う
た

め
の

メ
ッ

セ
ー

ジ
に

含
ま

れ
る

電
気

通
信

番
号

が
正

し
く

送
出

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

プ
ロ

ト
コ

ル
ア

ナ
ラ

イ
ザ

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

 
 

 
ア

 
周

波
数

測
定

器
に

よ
る

測
定

の
場

合
 

 

 
 

 
 

(ア) 
電

流
供

給
回

路
の

極
性

を
設

定
す

る
。

 
 

 
 

 
 

(イ) 
被

検
機

器
を

メ
ー

ク
状

態
に

し
て

直
流

電
流

値
を

2
0
m
A
か

ら
1
2
0
m
A
ま

で
の

任
意

の
値

に
設

定

す
る

。
 

 

 
 

 
 

(ウ) 
被

検
機

器
か

ら
電

気
通

信
番

号
規

則
別

表
第

1
2
号

に
掲

げ
る

緊
急

通
報

番
号

に
対

応
し

た
P
B
信

号
を

送
出

す
る

。
 

 

 
 

 
 

 
(エ) 

送
出

さ
れ

た
P
B
信

号
を

周
波

数
カ

ウ
ン

タ
に

よ
り

測
定

し
、

正
し

く
送

出
さ

れ
て

い
る

こ
と

を

確
認

す
る

。
 

 

 
 

 
イ

 
F
F
T
ア

ナ
ラ

イ
ザ

に
よ

る
測

定
の

場
合

 
 

 
 

 
 

(ア) 
電

流
供

給
回

路
の

極
性

を
設

定
す

る
。

 
 

 
 

 
 

(イ) 
被

検
機

器
を

メ
ー

ク
状

態
に

し
て

直
流

電
流

値
を

2
0
m
A
か

ら
1
2
0
m
A
ま

で
の

任
意

の
値

に
設

定

す
る

。
 

 

 
 

 
 

(ウ) 
被

検
機

器
か

ら
電

気
通

信
番

号
規

則
別

表
第

1
2
号

に
掲

げ
る

緊
急

通
報

番
号

に
対

応
し

た
P
B
信

号
を

送
出

す
る

。
 

 

 
 

 
 

(エ) 
送

出
さ

れ
た

P
B
信

号
を

、
F
F
T
ア

ナ
ラ

イ
ザ

に
よ

り
高

群
・

低
群

の
各

周
波

数
を

測
定

し
、

正

し
く

送
出

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

 

 
７

 
直

流
回

路
閉

結
時

の
直

流
抵

抗
値

 
 

７
 

メ
タ

リ
ッ

ク
伝

送
路

、
光

伝
送

路
等

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
の

端
末

の
電

気
的

条
件

等
 

 
 

㈠
 

測
定

用
機

器
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
 

 
 

第
八

項
の

専
用

通
信

回
線

設
備

又
は

デ
ジ

タ
ル

デ
ー

タ
伝

送
用

設
備

に
接

続
さ

れ
る

端
末

設
備

の
電

気
的

条
件

等
の

試
験

方
法

を
準

用
す

る
。

 

 
 

 
⑴

 
直

流
電

源
 

 

 
 

 
⑵

 
直

流
電

圧
計

 
 

 
 

 
⑶

 
直

流
電

流
計

 
 

 
 

 
⑷

 
可

変
抵

抗
器

 
 

 
 

㈡
 

測
定

回
路

ブ
ロ

ッ
ク

図
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。
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㈢
 

測
定

手
順

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 

 
 

 
⑴

 
可

変
抵

抗
器

に
よ

り
電

流
値

を
2
0
m
A
か

ら
1
2
0
mA
ま

で
10
m
A
単

位
で

変
化

さ
せ

て
、

電
流

値
及

び
電

圧
値

を
測

定
す

る
。

な
お

、
印

加
電

圧
の

最
大

は
5
3
Ｖ
ま

で
と
す

る
。

 

 

 
 

 
⑵

 
直

流
電

源
の

極
性

を
変

え
て

⑴
の

測
定

を
行

う
。

 
 

 
 

 
⑶

 
次

式
に

よ
っ

て
直

流
抵

抗
を

計
算

す
る

。
 

 
 

 
 

 
Ｒ

＝
Ｖ

÷
Ａ

 

 

 
８

 
ダ

イ
ヤ

ル
パ

ル
ス

信
号

送
出

時
の

静
電

容
量

 
 

８
 

ア
ナ
ロ

グ
電

話
端

末
等

と
通

信
す

る
場

合
の

送
出

電
力

 

 
 

㈠
 

測
定

用
機

器
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
 

 
㈠

 
測
定

用
機

器
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
 

 
⑴

 
イ

ン
ピ

ー
ダ

ン
ス

測
定

器
 

 
 

 
⑴

 
基

準
器

（
1
,
50
0
H
z
か

つ
０

d
B
mの

基
準

信
号

を
発

生
し

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

プ
ロ

ト
コ

ル
電

話
網
に

接
続

さ
れ

、
デ

ジ
タ

ル
音

声
デ

ー
タ

を
送

信
で

き
る

機
能

を
有
す

る
も

の
）

 

 
 

 
⑵

 
交

流
電

圧
計

 
 

 
 

⑵
 

擬
似

交
換
機

 

 
 

 
⑶

 
発

振
器

 
 

 
 

⑶
 

Ｄ
／

Ａ
変
換

器
 

 
 

 
⑷

 
電

源
供

給
回

路
 

 
 

 
⑷

 
レ

ベ
ル

補
正

器
（

ア
ナ

ロ
グ

信
号

を
レ

ベ
ル

調
整
す

る
機

能
を

有
す

る
も

の
）

 

 
 

 
 

⑸
 

レ
ベ

ル
計
（

6
0
0
Ω

終
端

で
電
力

レ
ベ

ル
が

測
定

で
き

る
も

の
）

 

 
 

 
 

⑹
 

擬
似

外
部

機
器

（
1
,
5
0
0
H
z
か

つ
０

d
B
m
の

基
準

信
号
を

発
生

し
、
被

検
機

器
の

外
部

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
に

接
続

さ
れ

、
ア

ナ
ロ

グ
電

話
端

末
と

通
信

が
可

能
な

も
の

（
外

部
イ

ン
タ
フ

ェ
ー

ス
種

類
ご

と
に

 

異
な

る
。

）
）

 

 
 

㈡
 

測
定

回
路

ブ
ロ

ッ
ク

図
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
 

 
㈡

 
測
定

回
路

ブ
ロ

ッ
ク

図
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
 

 
⑴

 
イ

ン
ピ

ー
ダ

ン
ス

測
定

器
に

よ
る

測
定

の
場

合
 

 
 

 
⑴

 
被

検
機

器
内

部
音

源
測

定
回

路
 

      
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

         
 

 
 

Ｅ

被検機器

L1L2

Ｖ
Ｒ

直
流
電
源

Ａ

可
変
抵
抗
器

直
流
電
流
計

Ｖ

直
流
電
圧
計

Ｅ

被検機器

L1L2

Ｖ
Ｒ

直
流
電
源

Ａ

可
変
抵
抗
器

直
流
電
流
計

Ｖ

直
流
電
圧
計

対
向
装
置

被
検
機
器

基
準
器Ａ

／
Ｄ

内
線
構
成
品
端
末

②
内
部

音
源

主
装
置

①
内
部

音
源

デ
ジ
タ
ル

デ
ジ
タ
ル

又
は
、

ア
ナ
ロ
グ

Ｄ
／
Ａ

レ
ベ
ル

補
正
器

Ｌ
Ｍ

～

擬
似
交
換
機

イ
ン

ピ
ー

ダ
ン

ス
 

ア
ナ

ラ
イ

ザ
 

被
検
 

機
器
 

バ
イ

ア
ス

電
圧

D
C4
8
V 
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⑵

 
被

検
機

器
の

後
位

に
接

続
し

た
既

適
合

電
話

機
か
ら

D
P
信

号
を

送
出

す
る

測
定
の

場
合

 
 

 
 

⑵
 

外
部

イ
ン
タ

フ
ェ

ー
ス

が
あ

る
場

合
の

測
定

回
路

 

        
 

 
 

 

      
 

 
 

 
 

 
⑶

 
汎

用
の

測
定

器
に

よ
る

測
定

の
場

合
 

 

        
 

 
 

 

 

㈢
 

測
定

手
順

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

㈢
 

測
定

手
順

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

 
選

択
信

号
送

出
時

に
お

け
る

直
流

回
路

の
静

電
容

量
を
次

に
よ

り
測

定
す

る
。

 
 

 
 

 
⑴

 
メ

ー
ク

時
及

び
ブ

レ
ー

ク
時

の
測

定
を

す
る

。
 

 
 

 
⑴

 
平

均
レ

ベ
ル

の
測

定
に

つ
い

て
、

測
定

帯
域

は
ア

ナ
ロ

グ
電

話
端

末
の

音
声

帯
域

で
あ

る
3
0
0H
z
か

ら
４

kH
z
ま

で
の

帯
域

と
し

、
測

定
時

間
は

最
大

レ
ベ

ル
を

含
む

３
秒

間
と

す
る

。
た

だ
し

、
デ

ー
タ

通
信

信
号

な
ど

連
続

し
た

信
号

の
み

の
場

合
に

あ
っ

て
は

、
測

定
時

間
は

0
.
3
秒

間
と

す
る

こ
と

が
で

き
、

測
定

値
は

そ
の

平
均

値
と

す
る

。
 

 
 

 
⑵

 
機

器
か

ら
送

出
さ

れ
る

ダ
イ

ヤ
ル

パ
ル

ス
が

1
0
パ

ル
ス

毎
秒

方
式
の

み
の

場
合

は
、

測
定

周
波
数

を

1
0
H
z
と

す
る
。

 

 
 

 
⑵

 
前

準
備

（
レ

ベ
ル

補
正

）
 

 
 

 
 

 
ア

 
基

準
器

と
対

向
装

置
を

通
話

状
態

と
し

、
基

準
器

の
発

振
器

か
ら

1
,
5
0
0
H
z
か

つ
０

dB
m
の

信
号

を

送
出

す
る

。
 

 
 

 
 

 
イ

 
レ

ベ
ル
計

の
測

定
値

が
０

d
Bm

と
な

る
よ

う
に

レ
ベ

ル
補

正
器
を

調
整

す
る
。

 

 
 

 
 

 
ウ

 
⑶

及
び

⑷
の

測
定
前

に
は

必
ず

レ
ベ

ル
補

正
を

行
う

。
 

 
 

 
⑶

 
イ

ン
ピ

ー
ダ

ン
ス

測
定

器
に

よ
る

測
定

の
場

合
 

 
 

 
⑶

 
内

部
音

源
の

測
定

 

 
 

 
 

ア
 

イ
ン

ピ
ー

ダ
ン

ス
測

定
器

か
ら

2
0
H
z
を

出
力

す
る

。
 

 
 

 
 

ア
 

被
検

機
器

と
対

向
装

置
を

通
話

状
態

と
し

、
被

検
機
器

か
ら

対
向

装
置

へ
内

部
音

源
の

信
号
を

送

出
し

、
レ

ベ
ル

計
で

レ
ベ

ル
を

測
定

す
る

。
 

 
 

 
 

イ
 

被
検

機
器

を
D
P
信

号
送

出
状

態
に

し
、

メ
ー

ク
時

及
び

ブ
レ

ー
ク

時
の

静
電

容
量

又
は

イ
ン
ダ

ク

タ
ン

ス
を

直
読

す
る

。
 

 
 

 
 

イ
 

内
線

構
成

品
を

含
む

す
べ

て
の

内
部

音
源

に
つ
い

て
測

定
を

行
う

。
 

 
 

 
⑷

 
被

検
機

器
の

後
位

に
接

続
し

た
既

適
合

電
話

機
か
ら

D
P
信

号
を

送
出

す
る

測
定
の

場
合

 
 

 
 

⑷
 

外
部

イ
ン
タ

フ
ェ

ー
ス

の
測

定
 

 
 

 
 

⑶
と

同
様

の
手

順
と

す
る

。
 

 
 

 
 

ア
 

被
検

機
器

を
介

し
て

擬
似

外
部

機
器

と
対

向
装

置
を
通

話
状

態
と

し
、

擬
似

外
部

機
器

か
ら
対

向

イ
ン
ピ
ー
ダ
ン
ス

ア
ナ
ラ
イ
ザ

被検機器

バ
イ
ア
ス
電
圧

D
C

48V

既
適
合

電
話
機

既
適
合

電
話
機

（
後
位
の
場
合
）

（
並
列
の
場
合
）

イ
ン
ピ
ー
ダ
ン
ス

ア
ナ
ラ
イ
ザ

被検機器

バ
イ
ア
ス
電
圧

D
C

48V

既
適
合

電
話
機

既
適
合

電
話
機

（
後
位
の
場
合
）

（
並
列
の
場
合
）

イ
ン
ピ
ー
ダ
ン
ス

ア
ナ
ラ
イ
ザ

被検機器

バ
イ
ア
ス
電
圧

D
C

48V

既
適
合

電
話
機

既
適
合

電
話
機

（
後
位
の
場
合
）

（
並
列
の
場
合
）

イ
ン
ピ
ー
ダ
ン
ス

ア
ナ
ラ
イ
ザ

被検機器

バ
イ
ア
ス
電
圧

D
C

48V

既
適
合

電
話
機

既
適
合

電
話
機

（
後
位
の
場
合
）

（
並
列
の
場
合
）

擬
似

外
部
機

器

デ
ジ

タ
ル

～
被

検
機

器
ア

ナ
ロ

グ

対
向

装
置

Ｄ
／

Ａ
レ

ベ
ル

補
正

器

Ｌ
Ｍ

擬
似

交
換
機

電
流

供
給

回
路

Ｅ
２

～

Ｅ
３

～
Ｅ

１
～

被
検

機
器

OSC
～

E1,E2,E3：
交

流
電

圧
計

発
振

器

電
流

供
給

回
路

Ｅ
２

～

Ｅ
３

～
Ｅ

１
～

被
検

機
器

OSC
～

E1,E2,E3：
交

流
電

圧
計

発
振

器
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装
置

へ
1
,
5
0
0H
z
か

つ
０

d
B
m
の

信
号

を
送

出
し

、
レ

ベ
ル

計
で
レ

ベ
ル

を
測

定
す

る
。

 

 
 

 
 

 
イ

 
ア

ナ
ロ
グ

電
話

端
末

と
通

信
可

能
な

す
べ

て
の
外

部
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

に
つ
い

て
測

定
を

行
う

。
 

 
 

 
⑸

 
汎

用
の

測
定

器
に

よ
る

測
定

の
場

合
 

 

 
 

 
 

ア
 

発
振

器
か

ら
2
0
H
zを

出
力

す
る

。
 

 

 
 

 
 

イ
 

ダ
イ

ヤ
ル

パ
ル

ス
送

出
状

態
に

し
、

メ
ー

ク
時

及
び

ブ
レ

ー
ク

時
に

つ
い

て
、

そ
れ

ぞ
れ

Ｅ
１
、

Ｅ
２
及
び

Ｅ
３
を

読
み
取

る
。

 

 

 
 

 
 

ウ
 

静
電

容
量

Ｃ
を

次
式

に
よ

り
算

出
す

る
。

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
９

 
直

流
回

路
開

放
時

の
直

流
抵

抗
値

及
び

絶
縁

抵
抗

値
 

 

 
 

㈠
 

測
定

用
機

器
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
 

 
 

 
⑴

 
直

流
電

源
 

 

 
 

 
⑵

 
直

流
電

流
計

 
 

 
 

 
⑶

 
直

流
電

圧
計

 
 

 
 

 
⑷

 
絶

縁
抵

抗
計

 
 

 
 

㈡
 

測
定

回
路

ブ
ロ

ッ
ク

図
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
 

 
 

 
⑴

 
直

流
回

路
開

放
時

の
L
1
‐

L
2
間
直

流
抵

抗
を

測
定
す

る
場

合
 

 

         
 

 
 

 

 

 
 

 
⑵

 
L1
‐

L
2
間
に

十
分

な
耐

圧
を

持
っ

て
い

る
被

検
機
器

の
直

流
抵

抗
を

測
定

す
る
場

合
 

 

       

 

被検機器

Ａ

Ｖ

被検機器

Ａ

Ｖ

L1L2

４
８

Ｖ

直
流

電
流

計

直
流

電
圧

計

被検機器

Ａ

Ｖ

被検機器

Ａ

Ｖ

L1L2

４
８

Ｖ

直
流

電
流

計

直
流

電
圧

計

ｃ
ｏ

ｓ
θ

＝
Ｅ

１
２
－

Ｅ
２

２
－

Ｅ
３

２

２
Ｅ

２
Ｅ

３

ｃ
ｏ

ｓ
θ

＝
Ｅ

１
２
－

Ｅ
２

２
－

Ｅ
３

２

２
Ｅ

２
Ｅ

３

静
電
容
量
Ｃ
＝

１

ω
Ｚ
　

１
－
ｃ
ｏ
ｓ

２
θ

静
電
容
量
Ｃ
＝

１

ω
Ｚ
　

１
－
ｃ
ｏ
ｓ

２
θ
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⑶

 
直

流
回

路
開

放
時

の
直

流
抵

抗
と

大
地

間
の

絶
縁
抵

抗
を

測
定

す
る

場
合

 
 

       
 

 
 

 

 

 
 

㈢
 

測
定

手
順

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 

 
 

 
⑴

 
直

流
回

路
開

放
時

の
L
1
‐

L
2
間
直

流
抵

抗
の

測
定
の

場
合

 
 

 
 

 
 

ア
 

直
流

電
源

の
電

圧
を

回
線

電
圧

と
同

じ
4
8
Ｖ

と
す

る
。

 
 

 
 

 
 

イ
 

電
流

計
及

び
電

圧
計

の
指

示
を

読
む

。
 

 

 
 

 
 

ウ
 

電
流

と
電

圧
か

ら
次

式
に

よ
り

直
流

抵
抗

値
Ｒ
を

求
め

る
。

 
 

 
 

 
 

 
 

Ｒ
（

Ｍ
Ω

）
＝

Ｖ
（

Ｖ
）
÷

Ａ
（

μ
Ａ

）
 

 

 
 

 
⑵

 
L1
‐

L
2
間
に

十
分

な
耐

圧
を

持
っ

て
い

る
被

検
機
器

の
直

流
抵

抗
の

測
定

の
場
合

 
 

 
 

 
 

 
被

検
機

器
の

L
1
‐
L
2
へ

絶
縁

抵
抗

計
を

接
続

し
、

直
流

2
50
Ｖ

を
印

加
し

絶
縁

抵
抗

計
の

値
を

直
読

す
る

。
 

 

 
 

 
⑶

 
直

流
回

路
開

放
時

の
直

流
抵

抗
と

大
地

間
の

絶
縁
抵

抗
の

測
定

の
場

合
 

 

 
 

 
 

 
L1

と
大

地
間

及
び

L
2と

大
地

間
へ

絶
縁

抵
抗

計
を
接

続
し

、
絶

縁
抵

抗
値

を
直
読

す
る

。
 

 

 
1
0
 

呼
出
信

号
受

信
時

の
静

電
容

量
及

び
イ

ン
ピ

ー
ダ

ン
ス

 
 

 
 

㈠
 

測
定

用
機

器
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
 

 
 

 
⑴

 
発

振
器

 
 

 
 

 
⑵

 
交

流
電

圧
計

 
 

 
 

 
⑶

 
直

流
電

圧
計

 
 

 
 

 
⑷

 
オ

シ
ロ

ス
コ

ー
プ

 
 

 
 

㈡
 

測
定

回
路

ブ
ロ

ッ
ク

図
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
 

 
 

 
⑴

 
交

流
電

圧
計

を
使

用
す

る
測

定
の

場
合

 
 

  

 

被検機器

M
Ω

L1

L2

被検機器

M
Ω

L1

L2

絶
縁
抵
抗
計

被検機器

M
Ω

L1

L2

被検機器

M
Ω

L1

L2

絶
縁
抵
抗
計

M
Ω

被検機器

M
Ω

L1L2
M
Ω

被検機器

M
Ω

L1L2

絶
縁

抵
抗

計

M
Ω

被検機器

M
Ω

L1L2
M
Ω

被検機器

M
Ω

L1L2

絶
縁

抵
抗

計

M
Ω

被検機器

M
Ω

L1L2
M
Ω

被検機器

M
Ω

L1L2

絶
縁

抵
抗

計
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⑵

 
オ

シ
ロ

ス
コ

ー
プ

を
使

用
す

る
測

定
の

場
合

 
 

           
 

 
 

 

 

 
 

㈢
 

測
定

手
順

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 

 
 

 
⑴

 
交

流
電

圧
計

を
使

用
す

る
測

定
の

場
合

 
 

 
 

 
 

ア
 

Ｅ
3 電

圧
を

7
5Ｖ

と
な

る
よ

う
に

発
振

器
か

ら
出

力
す

る
。

 
 

 
 

 
 

イ
 

そ
の

時
の

Ｅ
1 、

Ｅ
2 及

び
Ｅ

3 を
読

み
取
る

。
 

 

 
 

 
 

ウ
 

イ
ン

ピ
ー

ダ
ン

ス
Ｚ

及
び

静
電

容
量

Ｃ
を

次
式
に

よ
り

算
出

す
る

。
 

 

      
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
⑵

 
オ

シ
ロ

ス
コ

ー
プ

を
使

用
す

る
測

定
の

場
合

 
 

 
 

 
 

ア
 

発
振

器
の

出
力

電
圧

を
調

整
し

、
V
２
の

読
み

を
7
5
Ｖ
と

す
る

。
 

 

 
 

 
 

イ
 

そ
の

時
の

V
１
を

読
み
取

る
。

 
 

 
 

 
 

ウ
 

同
時

に
オ

シ
ロ

ス
コ

ー
プ

に
よ

り
C
H
1と

C
H
2
の
位

相
差

θ
を

測
定

す
る

。
 

 

O
S
C

～
E

1

～

E
2

～

E
3

～

発
振

器
被検機器

E
1 ,E

2 ,E
3 ：交

流
電
圧

計

Ｒ
O

S
C

～ O
S
C

～
E

1

～ E
1

～

E
2

～ E
2

～

E
3

～ E
3

～

発
振

器
被検機器

E
1 ,E

2 ,E
3 ：交

流
電
圧

計

ＲV
1

V
2

Ｒ

C
H
1

C
H
2

被
検

機
器

発
振

器

オ
シ

ロ
ス

コ
ー

プ

V
1
 ,

V
2
 ：

直
流

電
圧

計

V
1

V
2

Ｒ

C
H
1

C
H
2

被
検

機
器

発
振

器

オ
シ

ロ
ス

コ
ー

プ

V
1
 ,

V
2
 ：

直
流

電
圧

計

ｃ
ｏ

ｓ
θ

＝
Ｅ

１
２
－

Ｅ
２

２
－

Ｅ
３

２

２
Ｅ

２
Ｅ

３

ｃ
ｏ

ｓ
θ

＝
Ｅ

１
２
－

Ｅ
２

２
－

Ｅ
３

２

２
Ｅ

２
Ｅ

３

静
電

容
量

Ｃ
＝

１

ω
Ｚ
　

１
－

ｃ
ｏ

ｓ
２
θ

静
電

容
量

Ｃ
＝

１

ω
Ｚ
　

１
－

ｃ
ｏ

ｓ
２
θ

Ｚ
＝

Ｅ
３
Ｒ

Ｅ
２

Ｚ
＝

Ｅ
３
Ｒ

Ｅ
２
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エ
 

イ
ン

ピ
ー

ダ
ン

ス
Ｚ

及
び

静
電

容
量

Ｃ
を

次
式
に

よ
り

算
出

す
る

。
 

 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
1
1
 

通
話
以

外
の

送
出

電
力

 
 

 
 

㈠
 

測
定

用
機

器
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
 

 
 

 
⑴

 
電

流
供

給
回

路
 

 

 
 

 
⑵

 
選

択
レ

ベ
ル

計
（

又
は

B
P
F
及
び

レ
ベ

ル
計

）
、

F
FT

デ
ジ

タ
ル

ス
コ

ー
プ

又
は
不

要
送

出
レ

ベ
ル

計
 

 

 
 

㈡
 

測
定

回
路

ブ
ロ

ッ
ク

図
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
 

 
 

 
⑴

 
選

択
レ

ベ
ル

計
を

使
用

す
る

測
定

の
場

合
 

 

       
 

 
 

 

 

 
 

 
⑵

 
不

要
送

出
レ

ベ
ル

計
を

使
用

す
る

測
定

の
場

合
 

 

        
 

 
 

 

 

 
 

 
⑶

 
FF
T
デ

ジ
タ
ル

ス
コ
ー

プ
を

使
用

す
る

測
定

の
場

合
 

 

       

 

L
1

L
2

6
0
0
Ω

電
流

供
給

回
路

選
択

レ
ベ

ル
計

被
検

機
器

Ｂ
Ｐ

Ｆ
レ

ベ
ル

計

L
1

L
2

6
0
0
Ω

電
流

供
給

回
路

選
択

レ
ベ

ル
計

被
検

機
器

Ｂ
Ｐ

Ｆ
レ

ベ
ル

計

L2
600

Ω

電
流

供
給

回
路

不
要

送
出

レ
ベ

ル
計

被
検

機
器

L2
600

Ω

電
流

供
給

回
路

不
要

送
出

レ
ベ

ル
計

被
検

機
器

Ｚ
＝

V
２
Ｒ

V
１

Ｚ
＝

V
２
Ｒ

V
１

静
電
容
量
Ｃ
＝

１
静
電
容
量
Ｃ
＝

Zω
ｓ
ｉ
ｎ
θ

静
電
容
量
Ｃ
＝

１
静
電
容
量
Ｃ
＝

Zω
ｓ
ｉ
ｎ
θ
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㈢
 

測
定

手
順

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 

 
 

 
⑴

 
被

検
機

器
に

送
出

レ
ベ

ル
の

調
整

機
能

が
あ

る
場
合

は
送

出
レ

ベ
ル

を
最

高
に
設

定
す

る
。

 
 

 
 

 
⑵

 
被

検
機

器
を

動
作

状
態

に
し

、
4
k
H
z
帯

域
ご

と
の
送

出
電

力
を

測
定

す
る

。
 

 

 
 

 
⑶

 
⑵

の
測

定
を

送
出

信
号

種
別

ご
と

に
行

う
。

 
 

 
1
2
 

漏
話
減

衰
量

 
 

 
 

㈠
 

測
定

用
機

器
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
 

 
 

 
⑴

 
発

振
器

 
 

 
 

 
⑵

 
レ

ベ
ル

計
（

測
定

可
能

最
小

レ
ベ

ル
が

‐
7
0
d
B
m
以

下
の

も
の

。
）

 
 

 
 

㈡
 

測
定

回
路

ブ
ロ

ッ
ク

図
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
 

 
 

 
⑴

 
近

端
漏

話
測

定
回

路
 

 

          
 

 
 

 

 

 
 

 
⑵

 
遠

端
漏

話
測

定
回

路
 

 

        

 

L2
600

Ω

電
流

供
給

回
路

被
検

機
器

Ｆ
Ｆ

Ｔ

L1

L2
600

Ω

電
流

供
給

回
路

被
検

機
器

Ｆ
Ｆ

Ｔ

L1

終
端

回
路

発
振
器

レ
ベ

ル
計

電
流
供

給
回
路

電
流
供

給
回
路

L
1

L
2

L
1

L
2

6
0
0
Ω

回
線

2

被
検

機
器

回
線

1

＃
２

＃
１

漏
話

(a
)

漏
話

(b
) 終
端

回
路

発
振
器

レ
ベ

ル
計

電
流
供

給
回
路

電
流
供

給
回
路

L
1

L
2

L
1

L
2

6
0
0
Ω

回
線

2

被
検

機
器

回
線

1

＃
２

＃
１

漏
話

(a
)

漏
話

(b
)

発
振
器

レ
ベ

ル
計

電
流
供

給
回
路

電
流
供

給
回
路

L
1

L
2

L
1

L
2

6
0
0
Ω

回
線

2

被
検

機
器

回
線

1

＃
２

＃
１

漏
話

(a
)

漏
話

(b
)
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㈢
 

測
定

手
順

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 

 
 

 
⑴

 
近

端
漏

話
 

 

 
 

 
 

ア
 

回
線

１
と

終
端

回
路

＃
１

を
通

話
状

態
に

し
て

、
発

振
器

の
出

力
レ

ベ
ル

を
０

d
B
m
 
(
1
,
5
0
0
H
z
)

で
出

力
す

る
。

 

 

 
 

 
 

イ
 

次
に

回
線

２
と

終
端

回
路

＃
２

を
通

話
状

態
に

し
て

、
レ

ベ
ル

計
の

1
,
50
0
H
z
の

レ
ベ

ル
を

測
定

す
る

。
 

 

 
 

 
 

ウ
 

同
一

基
板

内
の

｢
ア

ナ
ロ

グ
電

話
回

線
相

互
間

及
び

ア
ナ

ロ
グ

電
話

回
線

と
ア

ナ
ロ

グ
専

用
回

線

相
互

間
｣
の

全
て

の
組

合
せ

に
つ
い

て
測

定
す

る
。

（
漏

話
(
a
)）

 

 

 
 

 
 

エ
 

次
に

任
意

の
ア

ナ
ロ

グ
電

話
回
線

に
対

し
、

同
一
基

板
内

の
内
線

相
互

間
の

全
て

の
組

合
せ
に

つ

い
て

測
定

す
る

。
（

漏
話

(
b
)
）
 

 

 
 

 
⑵

 
遠

端
漏

話
 

 

 
 

 
 

ア
 

回
線

１
と

終
端

回
路

＃
１

を
通

話
状

態
に

し
て

、
発

振
器

の
出

力
を

レ
ベ

ル
計

(
1)

が
０

d
B
m 

(
1
,
5
0
0
H
z
)
と
な

る
よ

う
出

力
す
る

。
 

 

 
 

 
 

イ
 

次
に

回
線

２
と

終
端

回
路

＃
２

を
通

話
状

態
に

し
て

、
レ

ベ
ル
計

(
2
)
の

1
,
5
0
0
H
z
の

レ
ベ

ル
を

測

定
す

る
。

 

 

 
 

 
 

ウ
 

同
一

基
板

内
の

｢
ア

ナ
ロ

グ
電

話
回

線
相

互
間

及
び

ア
ナ

ロ
グ

電
話

回
線

と
ア

ナ
ロ

グ
専

用
回

線

相
互

間
｣
の

全
て

の
組

合
せ

に
つ
い

て
測

定
す

る
。

（
漏

話
(
a
)）

 

 

 
 

 
 

エ
 

次
に

任
意

の
ア

ナ
ロ

グ
電

話
回
線

に
対

し
、

同
一
基

板
内

の
内
線

相
互

間
の

全
て

の
組

合
せ
に

つ

い
て

測
定

す
る

。
（

漏
話

(
b
)
）
 

 

 
1
3
 

特
殊
な

ア
ナ

ロ
グ

電
話

端
末

 
 

 
 

㈠
 

測
定

用
機

器
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
 

 
 

 
 

絶
縁

抵
抗

計
 

 

 
 

㈡
 

測
定

回
路

ブ
ロ

ッ
ク

図
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
 

     

 

レ
ベ
ル

計
　
（
１
）

レ
ベ
ル

計
　
（
２
）

電
流

供
給
回

路

電
流

供
給
回

路

L
1

L
2

L
1

L
2

6
0
0
Ω

回
線

2

被
検

機
器

回
線

1
終
端
回
路

＃
２

＃
１

発
振
器

6
0
0
Ω

漏
話

(a
)

漏
話

(b
)

レ
ベ
ル

計
　
（
１
）

レ
ベ
ル

計
　
（
２
）

電
流

供
給
回

路

電
流

供
給
回

路

L
1

L
2

L
1

L
2

6
0
0
Ω

回
線

2

被
検

機
器

回
線

1
終
端
回
路

＃
２

＃
１

発
振
器

6
0
0
Ω

漏
話

(a
)

漏
話

(b
)
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㈢
 

測
定

手
順

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 

 
 

 
⑴

 
絶

縁
抵

抗
計

に
よ

り
L
1
―

F
G
間
の

絶
縁

抵
抗

を
測
定

す
る

。
 

 

 
 

 
⑵

 
⑴

と
同

様
に

し
て

、
L
2
―

F
G
間
の

絶
縁

抵
抗

を
測
定

す
る

。
 

 

七
 

固
定

電
話

端
末

で
あ

っ
て

、
端

末
設

備
又
は

自
営

電
気

通
信
設

備
を

接
続
す

る
点

に
お

い
て

主
と

し
て
六

四

キ
ロ

ビ
ッ

ト
毎

秒
を

単
位

と
す

る
デ

ジ
タ

ル
信
号

の
伝

送
速

度
に

よ
り

、
符

号
、

音
声

そ
の

他
の

音
響

又
は
影

像
を

統
合

し
て

伝
送

交
換

す
る

事
業

用
電

気
通

信
設

備
に

接
続
さ

れ
る

も
の

 

七
 

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

用
設

備
に

接
続

さ
れ

る
端

末
設

備
 

 
１

 
呼

設
定

及
び

呼
切

断
用

メ
ッ

セ
ー

ジ
の

送
出

 
 

１
 

呼
設
定

及
び

呼
切

断
用

メ
ッ

セ
ー

ジ
の

送
出

 

 
 

㈠
 

測
定

用
機

器
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
 

 
㈠

 
測
定

用
機

器
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
 

 
［

⑴
 

略
］

 
 

 
 

［
⑴

 
同

左
］

 

 
 

 
⑵

 
プ

ロ
ト

コ
ル

ア
ナ

ラ
イ

ザ
（

固
定
電

話
端

末
の

送
受
信

信
号

を
伝
送

路
上

で
確

認
で

き
る

も
の
又

は

擬
似

交
換

機
と

の
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

に
お

い
て

確
認

で
き

る
も

の
）

 

 
 

 
⑵

 
プ

ロ
ト

コ
ル

ア
ナ

ラ
イ

ザ
(
総

合
デ

ジ
タ

ル
端

末
の

送
受

信
信

号
を

伝
送

路
上

で
確

認
で

き
る

こ
と

又
は

、
擬

似
交

換
機

と
の

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
に

お
い

て
確

認
で
き

る
こ

と
。

) 

 
 

 
［

⑶
・

⑷
 

略
］
 

 
 

 
［

⑶
・

⑷
 

同
左

］
 

 
 

［
㈡

・
㈢

 
略

］
 

 
 

［
㈡

・
㈢

 
同

左
］

 

 
２

 
呼

切
断

メ
ッ

セ
ー

ジ
の

送
出

タ
イ

ミ
ン

グ
 

 
２

 
呼

切
断

メ
ッ

セ
ー

ジ
の

送
出

タ
イ

ミ
ン

グ
 

 
 

㈠
 

測
定

用
機

器
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
 

 
㈠

 
測
定

用
機

器
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
 

 
［

⑴
 

略
］

 
 

 
 

［
⑴

 
同

左
］

 

 
 

 
⑵

 
プ

ロ
ト

コ
ル

ア
ナ

ラ
イ

ザ
（

固
定
電

話
端

末
の

送
受
信

信
号

を
伝
送

路
上

で
確

認
で

き
る

も
の
又

は

擬
似

交
換

機
と

の
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

に
お

い
て

確
認

で
き

る
も

の
）

 

 
 

 
⑵

 
プ

ロ
ト

コ
ル

ア
ナ

ラ
イ

ザ
(
総

合
デ

ジ
タ

ル
端

末
の

送
受

信
信

号
を

伝
送

路
上

で
確

認
で

き
る

こ
と

又
は

、
擬

似
交

換
機

と
の

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
に

お
い

て
確

認
で
き

る
こ

と
。

) 

 
 

 
［

⑶
・

⑷
 

略
］
 

 
 

 
［

⑶
・

⑷
 

同
左

］
 

 
 

［
㈡

・
㈢

 
略

］
 

 
 

［
㈡

・
㈢

 
同

左
］

 

 
３

 
自

動
再

発
信

 
 

３
 

自
動
再

発
信

 

 
 

㈠
 

測
定

用
機

器
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
 

 
㈠

 
測
定

用
機

器
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
 

 
［

⑴
 

略
］

 
 

 
 

［
⑴

 
同

左
］

 

 
 

 
⑵

 
プ

ロ
ト

コ
ル

ア
ナ

ラ
イ

ザ
（

固
定

電
話

端
末

の
送

受
信

信
号

を
伝
送

路
上

で
確

認
で

き
る

も
の
又

は

擬
似

交
換

機
と

の
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

に
お

い
て

確
認

で
き

る
も

の
）

 

 
 

 
⑵

 
プ

ロ
ト

コ
ル

ア
ナ

ラ
イ

ザ
（

総
合

デ
ジ

タ
ル

端
末

の
送
受

信
信

号
を

伝
送

路
上

で
確

認
で

き
る
こ

と

又
は

、
擬

似
交

換
機

と
の

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
に

お
い

て
確

認
で
き

る
こ

と
。

）
 

 
 

 
［

⑶
・

⑷
 

略
］
 

 
 

 
［

⑶
・

⑷
 

同
左

］
 

 
 

［
㈡

 
略

］
 

 
 

［
㈡

 
同

左
］

 

被
検
機
器

L
1

　
　
　

L
2
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

F
G

M
Ω

M
Ω

絶
縁
抵
抗
計
：

D
C
2
5
0
V
設
定

被
検
機
器

L
1

　
　
　

L
2
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

F
G

M
Ω

M
Ω

絶
縁
抵
抗
計
：

D
C
2
5
0
V
設
定
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㈢
 

測
定

手
順

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

㈢
 

測
定

手
順

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

 
［

⑴
 

略
］

 
 

 
 

［
⑴

 
同

左
］

 

 
 

 
⑵

 
1
5
回

以
内

方
式

の
場

合
 

 
 

 
⑵

 
１

５
回

以
内

方
式

の
場

合
 

 
 

 
 

［
ア

～
ウ

 
略

］
 

 
 

 
 

［
ア

～
ウ

 
同

左
］

 

 
 

 
⑶

 
３

分
２

回
以

内
方

式
と

1
5
回

以
内

方
式

の
機

能
を

併
せ

持
つ

機
器

の
場

合
に

は
両

方
式

に
つ

い
て

測

定
を

行
う

。
 

 
 

 
⑶

 
３

分
２

回
以

内
方

式
と

１
５

回
以

内
方

式
の

機
能

を
併

せ
持

つ
機

器
の

場
合

に
は

両
方

式
に

つ
い

て

測
定

を
行

う
。

 

 
４

 
緊

急
通

報
機

能
 

 
４

 
緊

急
通

報
機

能
 

 
 

㈠
 

測
定

用
機

器
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
 

 
㈠

 
測

定
用

機
器

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

 
［

⑴
 

略
］

 
 

 
 

［
⑴

 
同

左
］

 

 
 

 
⑵

 
プ

ロ
ト

コ
ル

ア
ナ

ラ
イ

ザ
（

固
定

電
話

端
末

の
送

受
信

信
号

を
伝

送
路

上
で

確
認

で
き

る
も

の
又

は

擬
似

交
換

機
と

の
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

に
お

い
て

確
認

で
き

る
も

の
）

 

 
 

 
⑵

 
プ

ロ
ト

コ
ル

ア
ナ

ラ
イ

ザ
（

総
合

デ
ジ

タ
ル

端
末

の
送

受
信

信
号

を
伝

送
路

上
で

確
認

で
き

る
も

の

、
又

は
擬

似
交

換
機

と
の

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
に

お
い

て
確

認
で

き
る

も
の

）
 

 
 

 
［

⑶
 

略
］

 
 

 
 

 
［

⑶
 

同
左

］
 

 
 

［
㈡

・
㈢

 
略

］
 

 
 

［
㈡

・
㈢

 
同

左
］

 

 
［

５
・

６
 

略
］

 
 

［
５

・
６

 
同

左
］

 

［
八

 
略

］
 

［
八

 
同

左
］

 

別
表

第
二

号
 

電
波

を
使

用
す

る
端

末
機

器
の

測
定

方
法

 
別

表
第

二
号

 
電

波
を

使
用

す
る

端
末

機
器

の
測

定
方

法
 

一
 

絶
縁

抵
抗

等
 

一
 

絶
縁

抵
抗

等
 

 
［

１
・

２
 

略
］

 
 

［
１

・
２

 
同

左
］

 

 
３

 
測

定
手

順
は

、
絶

縁
抵

抗
計

で
電

源
の

各
極

と
筐

体
と

の
間

の
絶

縁
抵

抗
を

測
定

す
る

。
な

お
、

測
定

電

圧
は

5
0
0
V
と

す
る

。
 

 
３

 
測

定
手

順
は

、
絶

縁
抵

抗
計

で
電

源
の

各
極

と
筐

体
と

の
間

の
絶

縁
抵

抗
を

測
定

す
る

。
な

お
、

測
定

電

圧
は

被
検

機
器

の
使

用
電

圧
の

尖
頭

値
以

上
と

す
る

。
 

［
二

～
二

十
五

 
略

］
 

［
二

～
二

十
五

 
同

左
］

 

別
表

第
三

号
 

同
軸

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
の

固
定

電
話

端
末

の
測

定
方

法
 

別
表

第
三

号
 

同
軸

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
の

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
プ

ロ
ト

コ
ル

電
話

端
末

の
測

定
方

法
 

［
一

～
七

 
略

］
 

［
一

～
七

 
同

左
］

 

八
 

ア
ナ

ロ
グ

電
話

端
末

等
と

通
信

す
る

場
合

の
送

出
電

力
 

八
 

ア
ナ

ロ
グ

電
話

端
末

等
と

通
信

す
る

場
合

の
送

出
電

力
 

 
１

 
測

定
用

機
器

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
１

 
測

定
用

機
器

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

［
㈠

～
㈢

 
略

］
 

 
 

［
㈠

～
㈢

 
同

左
］

 

 
 

㈣
 

基
準

器
（

1
,
5
0
0
H
z
か

つ
０

d
B
m
の

基
準

信
号

を
発

生
し

、
固

定
電

話
網

に
接

続
さ

れ
、

デ
ジ

タ
ル

音
声

デ
ー

タ
を

送
信

で
き

る
機

能
を

有
す

る
も

の
）

 

 
 

㈣
 

基
準

器
（

1
,
5
0
0
H
z
か

つ
０

d
B
m
の

基
準

信
号

を
発

生
し

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

プ
ロ

ト
コ

ル
電

話
網

に
接

続
さ

れ
、

デ
ジ

タ
ル

音
声

デ
ー

タ
を

送
信

で
き

る
機

能
を

有
す

る
も

の
）

 

 
 

［
㈤

～
㈨

 
略

］
 

 
 

［
㈤

～
㈨

 
同

左
］

 

 
［

２
・

３
 

略
］

 
 

［
２

・
３

 
同

左
］

 

別
表

第
七

号
 

無
線

設
備

規
則

第
四

十
九

条
の

六
の

九
、

第
四

十
九

条
の

六
の

十
、

第
四

十
九

条
の

六
の

十
二

又

は
第

四
十

九
条

の
六

の
十

三
に

規
定

す
る

方
式

の
無

線
設

備
を

使
用

す
る

端
末

機
器

の
試

験
方

法
 

別
表

第
七

号
 

無
線

設
備

規
則

第
四

十
九

条
の

六
の

九
、

第
四

十
九

条
の

六
の

十
、

第
四

十
九

条
の

六
の

十
二

又

は
第

四
十

九
条

の
六

の
十

三
に

規
定

す
る

方
式

の
無

線
設

備
を

使
用

す
る

端
末

機
器

の
試

験
方

法
 

［
一

～
十

一
 

略
］

 
［

一
～

十
一

 
同

左
］

 

十
二

 
緊

急
通

報
機

能
 

十
二

 
緊

急
通

報
機

能
 

 
［

１
・

２
 

略
］

 
 

［
１

・
２

 
同

左
］

 

 
３

 
端

末
設

備
等

規
則

第
三

十
二

条
の

二
十

三
第

二
項

に
規

定
す

る
端

末
機

器
 

 
［

新
設

］
 

㈠
 

測
定

用
機

器
は

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

プ
ロ

ト
コ

ル
移

動
電

話
用

設
備

用
シ

ミ
ュ

レ
ー

タ
と

す
る

。
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㈡
 

測
定

回
路

ブ
ロ

ッ
ク

図
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
 

 

 

㈢
 

測
定

手
順

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 

⑴
 

端
末

機
器

か
ら

の
音

声
通

信
を

開
始

す
る

た
め

の
要

求
を

許
可

す
る

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
プ

ロ
ト

コ
ル

移
動

電
話

用
設

備
に

接
続

さ
れ

た
回

線
か

ら
発

信
す

る
場

合
 

 

ア
 

被
検

機
器

の
各

回
線

に
S
I
M
カ

ー
ド

を
そ

れ
ぞ

れ
挿

入
す

る
。

e
S
I
M
対

応
の

回
線

の
場

合
は

、
有

効
な

プ
ロ

フ
ァ

イ
ル

を
書

き
込

む
（

以
下

こ
の

⑴
に

お
い

て
、

各
回

線
の

S
I
M
カ

ー
ド

又
は

e
S
I
M
の

プ
ロ

フ
ァ

イ
ル

を
S
I
M
1
、

S
I
M
2
、

…
、

S
I
M
n
と

い
う

。
）

。
 

 

 
イ

 
被

検
機

器
を

そ
れ

ぞ
れ

の
S
I
M
に

対
応

す
る

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

に
接

続
す

る
。

 
 

 
ウ

 
被

検
機

器
か

ら
S
I
M
1
に

対
応

す
る

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

へ
緊

急
通

報
を

発
信

す
る

操
作

を
行

う
。

 
 

エ
 

被
検

機
器

か
ら

接
続

を
要

求
す

る
メ

ッ
セ

ー
ジ

が
送

出
さ

れ
た

場
合

は
、

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

か
ら

次

の
(ア)か

ら
(ウ)ま

で
に

掲
げ

る
接

続
を

拒
否

す
る

旨
の

信
号

を
送

出
す

る
。

 

 
(ア) 

4
0
3
 
F
o
r
b
i
d
d
e
n
 

 
(イ) 

4
8
0
 
T
e
m
p
o
r
a
r
i
l
y
 
U
n
a
v
a
i
l
a
b
l
e
 

 
(ウ) 

5
0
0
 
S
e
r
v
e
r
 
I
n
t
e
r
n
a
l
 
E
r
r
o
r
 

 

オ
 

被
検

機
器

が
エ

の
(ア)か

ら
(ウ)ま

で
に

掲
げ

る
い

ず
れ

の
応

答
を

受
信

し
た

場
合

も
、

自
動

で
S
I
M
1

か
ら

S
I
M
2
に

対
応

す
る

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

へ
接

続
を

切
り

替
え

、
緊

急
通

報
を

発
信

す
る

こ
と

を
確

認

す
る

。
 

 

カ
 

緊
急

通
報

メ
ッ

セ
ー

ジ
が

正
し

く
送

出
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

プ
ロ

ト
コ

ル
移

動

電
話

用
設

備
用

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

 

キ
 

S
I
M
2
、

…
、

S
I
M
n
に

つ
い

て
そ

れ
ぞ

れ
ウ

か
ら

カ
ま

で
と

同
様

の
手

順
で

確
認

を
行

う
。

た
だ

し

、
S
I
M
n
で

確
認

を
行

う
場

合
に

お
い

て
は

、
S
I
M
1
に

対
応

す
る

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

へ
の

切
り

替
え

に
つ

い
て

確
認

を
行

う
。

 

 

 
 

 
⑵

 
端

末
機

器
か

ら
の

音
声

通
信

を
開

始
す

る
た

め
の

要
求

を
許

可
し

な
い

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
プ

ロ
ト

コ

ル
移

動
電

話
用

設
備

に
接

続
さ

れ
た

回
線

か
ら

発
信

す
る

場
合

 

 

ア
 

被
検

機
器

の
各

回
線

に
S
I
M
カ

ー
ド

を
そ

れ
ぞ

れ
挿

入
す

る
。

e
S
I
M
対

応
の

回
線

に
つ

い
て

は
有

効
な

プ
ロ

フ
ァ

イ
ル

を
書

き
込

む
（

以
下

こ
の

⑵
に

お
い

て
、

各
回

線
の

S
I
M
カ

ー
ド

又
は

e
S
I
M
の

プ
ロ

フ
ァ

イ
ル

を
S
I
M
1
、

S
I
M
2
、

…
、

S
I
M
n
と

い
う

。
）

。
 

 

イ
 

被
検

機
器

を
そ

れ
ぞ

れ
の

S
I
M
に

対
応

す
る

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

に
接

続
す

る
。

こ
の

と
き

、
ウ

で
発

 

84



 

47頁 

 
 

 
 
 
 

信
す

る
操

作
を

行
う

S
I
M
に

つ
い

て
は

、
音

声
通

信
を

開
始

す
る

た
め

の
要

求
を

拒
否

す
る

旨
の

信

号
（

P
D
N
 
C
o
n
n
e
c
t
i
v
i
t
y
 
R
e
j
e
c
t
）

を
送

出
し

、
音

声
通

信
が

使
用

で
き

な
い

状
態

と
す

る
。

 

 
ウ

 
被

検
機

器
か

ら
S
I
M
1
に

対
応

す
る

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

へ
緊

急
通

報
を

発
信

す
る

操
作

を
行

う
。

 
 

エ
 

被
検

機
器

か
ら

接
続

を
要

求
す

る
メ

ッ
セ

ー
ジ

が
送

出
さ

れ
た

場
合

は
シ

ミ
ュ

レ
ー

タ
か

ら
接

続

を
拒

否
す

る
旨

の
信

号
（

S
e
r
v
i
c
e
 
R
e
j
e
c
t
（

C
a
u
s
e
#
3
9
）

）
を

送
出

す
る

。
 

 

オ
 

被
検

機
器

が
自

動
で

S
I
M
1
か

ら
S
I
M
2
に

対
応

す
る

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

へ
接

続
を

切
り

替
え

、
 
緊

急

通
報

を
発

信
す

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

 

カ
 

緊
急

通
報

メ
ッ

セ
ー

ジ
が

正
し

く
送

出
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

プ
ロ

ト
コ

ル
移

動

電
話

用
設

備
用

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

 

キ
 

S
I
M
2
、

…
、

S
I
M
n
に

つ
い

て
そ

れ
ぞ

れ
イ

か
ら

カ
ま

で
と

同
様

の
手

順
で

確
認

を
行

う
。

た
だ

し

、
S
I
M
n
で

確
認

を
行

う
場

合
に

お
い

て
は

、
S
I
M
1
に

対
応

す
る

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

へ
の

切
り

替
え

に
つ

い
て

確
認

を
行

う
。

 

 

別
表

第
八

号
 

無
線

設
備

規
則

第
4
9
条

の
2
3
第

２
号

に
規

定
す

る
非

静
止

衛
星

に
開

設
す

る
人

工
衛

星
局

の
中

継

に
よ

り
携

帯
移

動
衛

星
通

信
を

行
う

携
帯

移
動

地
球

局
の

無
線

設
備

を
使

用
す

る
移

動
電

話
端

末
の

試
験

方
法

 

別
表

第
八

号
 

無
線

設
備

規
則

第
4
9
条

の
2
3
第

２
号

に
規

定
す

る
非

静
止

衛
星

に
開

設
す

る
人

工
衛

星
局

の
中

継

に
よ

り
携

帯
移

動
衛

星
通

信
を

行
う

携
帯

移
動

地
球

局
の

無
線

設
備

を
使

用
す

る
移

動
電

話
端

末
の

試
験

方
法

 

一
 

絶
縁

抵
抗

等
 

一
 

絶
縁

抵
抗

等
 

 
［

１
・

２
 

略
］

 
 

［
１

・
２

 
同

左
］

 

 
３

 
測

定
手

順
は

、
絶

縁
抵

抗
計

で
電

源
の

各
極

と
筐

体
と

の
間

の
絶

縁
抵

抗
を

測
定

す
る

。
な

お
、

測
定

電

圧
は

5
0
0
V
と

す
る

。
 

 
３

 
測

定
手

順
は

、
絶

縁
抵

抗
計

で
電

源
の

各
極

と
筐

体
と

の
間

の
絶

縁
抵

抗
を

測
定

す
る

。
な

お
、

測
定

電

圧
は

、
被

検
機

器
の

使
用

電
圧

の
尖

頭
値

以
上

と
す

る
。

 

［
二

～
十

二
 

略
］

 
［

二
～

十
二

 
同

左
］

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
下
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
下
線
は
注
記
で
あ
る
。 
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48頁 

 
 
  
 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
七
号
の
改
正
規
定
は
、
令
和
七
年
七
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

86



 
 

 
 

 
 

1頁 

○
総
務
省
告
示
第 

 
 

号 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
総
務
省
令
第
十
五
号
）
別
表
第
一
号
二
の
規
定

に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
総
務
省
告
示
第
九
十
九
号
（
端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認
定
等
に
関
す
る
試
験
方
法
を
定

め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

令
和 

 

年 
 

月 
 

日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

総
務
大
臣 

松
本 

剛
明 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
下
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
下
線
を
付
し
た
規
定
（
以

下
「
対
象
規
定
」
と
い
う

。
）

は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 
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2頁 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

別
表

第
七

号
 

無
線

設
備

規
則

第
四

十
九

条
の

六
の

九
、

第
四

十
九

条
の

六
の

十
、

第
四

十
九

条
の

六
の

十
二

又

は
第

四
十

九
条

の
六

の
十

三
に

規
定

す
る

方
式

の
無

線
設

備
を

使
用

す
る

端
末

機
器

の
試

験
方

法
 

別
表

第
七

号
 

無
線

設
備

規
則

第
四

十
九

条
の

六
の

九
、

第
四

十
九

条
の

六
の

十
、

第
四

十
九

条
の

六
の

十
二

又

は
第

四
十

九
条

の
六

の
十

三
に

規
定

す
る

方
式

の
無

線
設

備
を

使
用

す
る

端
末

機
器

の
試

験
方

法
 

［
一

～
十

一
 

略
］

 
［

一
～

十
一

 
同

左
］

 

十
二

 
緊

急
通

報
機

能
 

十
二

 
緊

急
通

報
機

能
 

 
［

１
・

２
 

略
］

 
 

［
１

・
２

 
同

左
］

 

 
３

 
端

末
設

備
等

規
則

第
三

十
二

条
の

二
十

三
第

二
項

に
規

定
す

る
端

末
機

器
 

 
３

 
端

末
設

備
等

規
則

第
三

十
二

条
の

二
十

三
第

二
項

に
規

定
す

る
端

末
機

器
 

［
㈠

・
㈡

 
略

］
 

 
 

［
㈠

・
㈡

 
同

左
］

 

㈢
 

測
定

手
順

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

㈢
 

測
定

手
順

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

⑴
 

端
末

機
器

か
ら

の
音

声
通

信
を

開
始

す
る

た
め

の
要

求
を

許
可

す
る

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
プ

ロ
ト

コ
ル

移
動

電
話

用
設

備
に

接
続

さ
れ

た
回

線
か

ら
発

信
す

る
場

合
 

⑴
 

端
末

機
器

か
ら

の
音

声
通

信
を

開
始

す
る

た
め

の
要

求
を

許
可

す
る

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
プ

ロ
ト

コ
ル

移
動

電
話

用
設

備
に

接
続

さ
れ

た
回

線
か

ら
発

信
す

る
場

合
 

［
ア

～
ウ

 
略

］
 

 
 

 
 

［
ア

～
ウ

 
同

左
］

 

エ
 

被
検

機
器

か
ら

接
続

を
要

求
す

る
メ

ッ
セ

ー
ジ

が
送

出
さ

れ
た

場
合

は
、

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

か
ら

次

の
(ア)か

ら
(オ)ま

で
に

掲
げ

る
接

続
を

拒
否

す
る

旨
の

信
号

を
送

出
し

、
又

は
応

答
し

な
い

状
態

と
す

る
。

 

 
［

(ア)～
(ウ) 

略
］

 

 
(エ) 

5
0
3
 
S
e
r
v
i
c
e
 
U
n
a
v
a
i
l
a
b
l
e
 

 
(オ) 

5
0
4
 
G
a
t
e
w
a
y
 
T
i
m
e
o
u
t
 

 
 

 
 

エ
 

被
検

機
器

か
ら

接
続

を
要

求
す

る
メ

ッ
セ

ー
ジ

が
送

出
さ

れ
た

場
合

は
、

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

か
ら

次

の
(ア)か

ら
(ウ)ま

で
に

掲
げ

る
接

続
を

拒
否

す
る

旨
の

信
号

を
送

出
す

る
。

 

 

 
［

(ア)～
(ウ) 

同
左

］
 

 
 

 
 

 
［

新
設

］
 

 
 

 
 

 
［

新
設

］
 

オ
 

被
検

機
器

が
エ

の
(ア)か

ら
(オ)ま

で
に

掲
げ

る
い

ず
れ

の
応

答
を

受
信

し
た

場
合

も
、

自
動

で
S
I
M
1

か
ら

S
I
M
2
に

対
応

す
る

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

へ
接

続
を

切
り

替
え

、
緊

急
通

報
を

発
信

す
る

こ
と

を
確

認

す
る

。
被

検
機

器
が

応
答

を
受

け
な

か
っ

た
場

合
も

、
1
2
8
秒

以
内

に
自

動
で

S
I
M
1
か

ら
S
I
M
2
に

対

応
す

る
シ

ミ
ュ

レ
ー

タ
へ

接
続

を
切

り
替

え
、

緊
急

通
報

を
発

信
す

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

 
 

 
 

オ
 

被
検

機
器

が
エ

の
(ア)か

ら
(ウ)ま

で
に

掲
げ

る
い

ず
れ

の
応

答
を

受
信

し
た

場
合

も
、

自
動

で
S
I
M
1

か
ら

S
I
M
2
に

対
応

す
る

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

へ
接

続
を

切
り

替
え

、
緊

急
通

報
を

発
信

す
る

こ
と

を
確

認

す
る

。
 

［
カ

・
キ

 
略

］
 

 
 

 
 

［
カ

・
キ

 
同

左
］

 

 
 

 
［

⑵
 

略
］

 
 

 
 

［
⑵

 
同

左
］

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
下
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
下
線
は
注
記
で
あ
る
。 
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1頁 

○
総
務
省
告
示
第 

 
 

号 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

端
末
設
備
等
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
一
号
）
第
三
十
二
条
の
七
及
び
第
三
十
四
条
の
八
の
規
定
に
基

づ
き
、
平
成
二
十
三
年
総
務
省
告
示
第
八
十
七
号
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
端
末
及
び
専
用
通
信
回
線
設

備
等
端
末
の
電
気
的
条
件
等
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

令
和 

 

年 
 

月 
 

日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

総
務
大
臣 

松
本 

剛
明 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
同
じ

。
）

を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順

次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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2頁 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
［
一 
略
］ 

［
一 

同
上
］ 

二 

メ
タ
リ
ッ
ク
伝
送
路
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
の
固
定
電
話
端
末
及
び
専
用
通
信
回
線
設
備
等
端
末
は
、
別
表
第
二

号
の
条
件
と
す
る
。 

二 

メ
タ
リ
ッ
ク
伝
送
路
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
端
末
及
び
専
用
通
信
回
線
設

備
等
端
末
は
、
別
表
第
二
号
の
条
件
と
す
る
。 

三 

同
軸
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
の
固
定
電
話
端
末
及
び
専
用
通
信
回
線
設
備
等
端
末
は
、
別
表
第
三
号
の
条
件
と
す

る
。 

三 

同
軸
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
端
末
及
び
専
用
通
信
回
線
設
備
等
端
末
は
、

別
表
第
三
号
の
条
件
と
す
る
。 

四 

光
伝
送
路
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
の
固
定
電
話
端
末
及
び
専
用
通
信
回
線
設
備
等
端
末
（
映
像
伝
送
を
目
的
と
す

る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
別
表
第
四
号
の
条
件
と
す
る
。 

四 

光
伝
送
路
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
端
末
及
び
専
用
通
信
回
線
設
備
等
端
末

（
映
像
伝
送
を
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
別
表
第
四
号
の
条
件
と
す
る
。 

［
五 

略
］ 

［
五 

同
上
］ 

六 

そ
の
他
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
の
固
定
電
話
端
末
及
び
専
用
通
信
回
線
設
備
等
端
末
は
、
別
表
第
六
号
の
条
件
と

す
る
。 

六 

そ
の
他
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
端
末
及
び
専
用
通
信
回
線
設
備
等
端
末
は

、
別
表
第
六
号
の
条
件
と
す
る
。 

別
表

第
二

号
 

メ
タ

リ
ッ

ク
伝

送
路

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
の

固
定

電
話

端
末

及
び

専
用

通
信

回
線

設
備

等
端

末
 

別
表

第
二

号
 

メ
タ

リ
ッ

ク
伝

送
路

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
の

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
プ

ロ
ト

コ
ル

電
話

端
末

及
び

専
用

通

信
回

線
設

備
等

端
末

 

［
表

 
略

］
 

［
表

 
同

左
］

 

別
表

第
三

号
 

同
軸

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
の

固
定

電
話

端
末

及
び

専
用

通
信

回
線

設
備

等
端

末
 

別
表

第
三

号
 

同
軸

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
の

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
プ

ロ
ト

コ
ル

電
話

端
末

及
び

専
用

通
信

回
線

設
備

等

端
末

 

［
表

 
略

］
 

［
表

 
同

左
］

 

別
表

第
四

号
 

光
伝

送
路

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
の

固
定

電
話

端
末

及
び

専
用

通
信

回
線

設
備

等
端

末
 

別
表

第
四

号
 

光
伝

送
路

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
の

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
プ

ロ
ト

コ
ル

電
話

端
末

及
び

専
用

通
信

回
線

設

備
等

端
末

 

［
表

 
略

］
 

［
表

 
同

左
］

 

別
表

第
六

号
 

そ
の

他
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

の
固

定
電

話
端

末
及

び
専

用
通

信
回

線
設

備
等

端
末

 
別

表
第

六
号

 
そ

の
他

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
の

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
プ

ロ
ト

コ
ル

電
話

端
末

及
び

専
用

通
信

回
線

設
備

等
端

末
 

［
表

 
略

］
 

［
表

 
同

左
］

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 
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1頁 

○
総
務
省
告
示
第 

 
 

号 

 

端
末
設
備
等
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
一
号
）
第
三
十
二
条
の
九
及
び
第
三
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き

、
同
令
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
不
合
理
な
固
定
電
話
端
末
又
は
自
営
電
気
通
信
設
備
で
あ
っ
て
、
固
定
電
話
用

設
備
に
接
続
さ
れ
る
も
の
及
び
別
に
告
示
す
る
条
件
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令
和 

 

年 
 

月 
 

日 

総
務
大
臣 

松
本 

剛
明 

第
一 

固
定
電
話
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
端
末
設
備
又
は
自
営
電
気
通
信
設
備
（
以
下
「
固
定
電
話
端
末
等
」
と
総
称

す
る

。
）

で
あ
っ
て
、
発
信
す
る
機
能
を
有
し
な
い
も
の
は
、
端
末
設
備
等
規
則
第
三
十
二
条
の
六
の
規
定
を
適
用

し
な
い
。 

第
二 

固
定
電
話
端
末
等
で
あ
っ
て
、
端
末
設
備
又
は
自
営
電
気
通
信
設
備
を
接
続
す
る
点
に
お
い
て
ア
ナ
ロ
グ
信
号

を
入
出
力
す
る
電
話
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
点
に
お
い
て
二
線
式
の
接
続
形
式
で
接
続
さ
れ
る
も
の
（
以
下
「
ア
ナ

ロ
グ
電
話
端
末
等
」
と
総
称
す
る

。
）

は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
等
の
直
流
回
路
（
電
気
通
信
回
線
設
備
に
接
続
し
て
電
気
通
信
事
業
者
の
交
換
設
備
の
動

作
の
開
始
及
び
終
了
の
制
御
を
行
う
た
め
の
回
路
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）

は
、
発
信
又
は
応
答
を
行
う
と
き
閉

じ
、
通
信
が
終
了
し
た
と
き
開
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

二 

ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
等
は
、
発
信
に
関
す
る
次
の
機
能
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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2頁 

 
 

イ 

自
動
的
に
選
択
信
号
を
送
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
直
流
回
路
を
閉
じ
て
か
ら
三
秒
以
上
経
過
後
に
選
択

信
号
の
送
出
を
開
始
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
回
線
か
ら
の
発
信
音
又
は
こ
れ
に
相
当
す

る
可
聴
音
を
確
認
し
た
後
に
選
択
信
号
を
送
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

ロ 

発
信
に
際
し
て
相
手
の
端
末
設
備
か
ら
の
応
答
を
自
動
的
に
確
認
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
電
気
通
信
回
線

か
ら
の
応
答
が
確
認
で
き
な
い
場
合
、
選
択
信
号
送
出
終
了
後
二
分
以
内
に
直
流
回
路
を
開
く
も
の
で
あ
る
こ

と
。 

 
 

ハ 

自
動
再
発
信
（
応
答
の
な
い
相
手
に
対
し
引
き
続
い
て
繰
り
返
し
自
動
的
に
行
う
発
信
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）

を
行
う
場
合
（
自
動
再
発
信
の
回
数
が
十
五
回
以
内
の
場
合
を
除
く

。
）

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
回
数
は
最

初
の
発
信
か
ら
三
分
間
に
二
回
以
内
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
最
初
の
発
信
か
ら
三
分
を
超
え
て

行
わ
れ
る
発
信
は
、
別
の
発
信
と
み
な
す
。 

 
 

ニ 

ハ
の
規
定
は
、
火
災
、
盗
難
そ
の
他
の
非
常
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

三 

ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
等
の
選
択
信
号
は
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

イ 

ダ
イ
ヤ
ル
パ
ル
ス
に
あ
っ
て
は
、
別
表
第
一
号
の
条
件 

 
 

ロ 

押
し
ボ
タ
ン
ダ
イ
ヤ
ル
信
号
に
あ
っ
て
は
、
別
表
第
二
号
の
条
件 

 

四 

ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
等
で
あ
っ
て
、
通
話
の
用
に
供
す
る
も
の
は
、
緊
急
通
報
を
発
信
す
る
機
能
を
備
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 
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3頁 

 
五 

直
流
回
路
を
閉
じ
て
い
る
と
き
の
ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
等
の
直
流
回
路
の
電
気
的
条
件
は
、
次
の
と
お
り
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

イ 

直
流
回
路
の
直
流
抵
抗
値
は
、
二
〇
ミ
リ
ア
ン
ペ
ア
以
上
一
二
〇
ミ
リ
ア
ン
ペ
ア
以
下
の
電
流
で
測
定
し
た

値
で
五
〇
オ
ー
ム
以
上
三
〇
〇
オ
ー
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
直
流
回
路
の
直
流
抵
抗
値
と
電
気
通
信

事
業
者
の
交
換
設
備
か
ら
ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
等
ま
で
の
線
路
の
直
流
抵
抗
値
の
和
が
五
〇
オ
ー
ム
以
上
一
、

七
〇
〇
オ
ー
ム
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

ロ 

ダ
イ
ヤ
ル
パ
ル
ス
に
よ
る
選
択
信
号
送
出
時
に
お
け
る
直
流
回
路
の
静
電
容
量
は
、
三
マ
イ
ク
ロ
フ
ァ
ラ
ド

以
下
で
あ
る
こ
と
。 

 

六 

直
流
回
路
を
開
い
て
い
る
と
き
の
ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
等
の
直
流
回
路
の
電
気
的
条
件
は
、
次
の
と
お
り
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

イ 

直
流
回
路
の
直
流
抵
抗
値
は
、
一
メ
ガ
オ
ー
ム
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

ロ 

直
流
回
路
と
大
地
の
間
の
絶
縁
抵
抗
（
複
数
の
電
気
通
信
回
線
と
接
続
さ
れ
、
か
つ
、
回
線
切
替
機
能
を
有

す
る
ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
等
で
あ
っ
て
衝
突
防
止
回
路
（
発
信
の
際
に
、
既
に
呼
出
信
号
を
受
信
し
て
い
る
電

気
通
信
回
路
を
捕
捉
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
回
路
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

。
）

を
有
す
る
も
の

に
お
い
て
は
、
衝
突
防
止
回
路
を
取
り
外
し
た
状
態
に
お
け
る
直
流
回
路
と
大
地
の
間
の
絶
縁
抵
抗
）
は
、
直

流
二
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
の
一
の
電
圧
で
測
定
し
た
値
で
一
メ
ガ
オ
ー
ム
以
上
で
あ
る
こ
と
。 
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4頁 

 
 

ハ 

呼
出
信
号
受
信
時
に
お
け
る
直
流
回
路
の
静
電
容
量
は
、
三
マ
イ
ク
ロ
フ
ァ
ラ
ド
以
下
で
あ
り
、
イ
ン
ピ
ー

ダ
ン
ス
は
、
七
五
ボ
ル
ト
、
一
六
ヘ
ル
ツ
の
交
流
に
対
し
て
二
キ
ロ
オ
ー
ム
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

 

七 

ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
等
は
、
電
気
通
信
回
線
に
対
し
て
直
流
の
電
圧
を
加
え
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

八 

ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
等
の
送
出
電
力
の
許
容
範
囲
は
、
通
話
の
用
に
供
す
る
場
合
を
除
き
、
別
表
第
三
号
の
と

お
り
と
す
る
。 

 

九 

複
数
の
電
気
通
信
回
線
と
接
続
さ
れ
る
ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
等
の
回
線
相
互
間
の
漏
話
減
衰
量
は
、
一
、
五
〇

〇
ヘ
ル
ツ
に
お
い
て
七
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三 

固
定
電
話
端
末
等
で
あ
っ
て
、
端
末
設
備
又
は
自
営
電
気
通
信
設
備
を
接
続
す
る
点
に
お
い
て
主
と
し
て
六
四

キ
ロ
ビ
ッ
ト
毎
秒
を
単
位
と
す
る
デ
ジ
タ
ル
信
号
の
伝
送
速
度
に
よ
り
、
符
号
、
音
声
そ
の
他
の
音
響
又
は
影
像
を

統
合
し
て
伝
送
交
換
す
る
事
業
用
電
気
通
信
設
備
に
接
続
さ
れ
る
も
の
（
以
下
「
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
等
」
と

総
称
す
る

。
）

は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
等
は
、
次
の
機
能
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
通
信
相
手
固
定
端
末
及

び
パ
ケ
ッ
ト
通
信
を
行
う
端
末
は
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

イ 

発
信
又
は
応
答
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
呼
設
定
用
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
出
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

ロ 

通
信
を
終
了
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
呼
切
断
用
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
出
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

二 

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
等
は
、
発
信
に
関
す
る
次
の
機
能
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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5頁 

 
 

イ 

発
信
に
際
し
て
相
手
の
端
末
設
備
か
ら
の
応
答
を
自
動
的
に
確
認
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
電
気
通
信
回
線

か
ら
の
応
答
が
確
認
で
き
な
い
場
合
、
呼
設
定
メ
ッ
セ
ー
ジ
送
出
終
了
後
二
分
以
内
に
呼
切
断
用
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
送
出
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

ロ 

自
動
再
発
信
を
行
う
場
合
（
自
動
再
発
信
の
回
数
が
十
五
回
以
内
の
場
合
を
除
く

。
）

に
あ
っ
て
は
、
そ
の

回
数
は
最
初
の
発
信
か
ら
三
分
間
に
二
回
以
内
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
最
初
の
発
信
か
ら
三
分

を
超
え
て
行
わ
れ
る
発
信
は
、
別
の
発
信
と
み
な
す
。 

 
 

ハ 

ロ
の
規
定
は
、
火
災
、
盗
難
そ
の
他
の
非
常
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

三 

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
等
で
あ
っ
て
、
通
話
の
用
に
供
す
る
も
の
は
、
緊
急
通
報
を
発
信
す
る
機
能
を
備
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

四 

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
等
は
、
次
の
電
気
的
条
件
及
び
光
学
的
条
件
の
い
ず
れ
か
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

イ 

メ
タ
リ
ッ
ク
伝
送
路
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
の
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
等
に
あ
っ
て
は
、
別
表
第
四
号
の
条
件 

 
 

ロ 

光
伝
送
路
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
の
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
等
に
あ
っ
て
は
、
別
表
第
五
号
の
条
件 

 

五 

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
等
は
、
電
気
通
信
回
線
に
対
し
て
直
流
の
電
圧
を
加
え
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
。 

 

六 

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
等
が
ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
等
と
通
信
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
通
話
の
用
に
供
す
る
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6頁 

場
合
を
除
き
、
固
定
電
話
用
設
備
と
ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
等
と
の
接
続
点
に
お
い
て
デ
ジ
タ
ル
信
号
を
ア
ナ
ロ
グ

信
号
に
変
換
し
た
送
出
電
力
は
、
別
表
第
六
号
の
と
お
り
と
す
る
。 
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7頁 

別
表

第
一

号
 

ダ
イ

ヤ
ル

パ
ル

ス
の

条
件

 

 
第

１
 

ダ
イ

ヤ
ル

パ
ル

ス
数

 

 
 

 
 

ダ
イ

ヤ
ル

番
号

と
ダ

イ
ヤ

ル
パ

ル
ス

数
は

同
一

で
あ

る
こ

と
。

た
だ

し
、

「
０

」
は

、
1
0
パ

ル
ス

と
す

る
。

 

 
第

２
 

ダ
イ

ヤ
ル

パ
ル

ス
の

信
号

 

ダ
イ

ヤ
ル

パ
ル

ス
の

種
類

 
ダ

イ
ヤ

ル
パ

ル
ス

速
度

 
ダ

イ
ヤ

ル
パ

ル
ス

メ
ー

ク
率

 
ミ

ニ
マ

ム
ポ

ー
ズ

 

1
0
パ

ル
ス

毎
秒

方
式

 
1
0
±

1.
0
パ

ル
ス

毎
秒

以
内

 
3
0
％

以
上

4
2
％

以
下

 
6
0
0
m
s
以

上
 

2
0
パ

ル
ス

毎
秒

方
式

 
2
0
±

1.
6
パ

ル
ス

毎
秒

以
内

 
3
0
％

以
上

3
6
％

以
下

 
4
5
0
m
s
以

上
 

 
 

注
１

 
ダ

イ
ヤ

ル
パ

ル
ス

速
度

と
は

、
１

秒
間

に
断

続
す

る
パ

ル
ス

数
を

い
う

。
 

 
 

 
２

 
ダ

イ
ヤ

ル
パ

ル
ス

メ
ー

ク
率

と
は

、
ダ

イ
ヤ

ル
パ

ル
ス

の
接

（
メ

ー
ク

）
と

断
（

ブ
レ

ー
ク

）
の

時
間

の

割
合

を
い

い
、

次
式

で
定

義
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
 

 
ダ

イ
ヤ

ル
パ

ル
ス

メ
ー

ク
率

＝
｛

接
時

間
÷

（
接

時
間

＋
断

時
間

）
｝

×
1
0
0

（
％

）
 

 
 

 
３

 
ミ

ニ
マ

ム
ポ

ー
ズ

と
は

、
隣

接
す

る
パ

ル
ス

列
間

の
休

止
時

間
の

最
小

値
を

い
う

。
 

別
表

第
二

号
 

押
し

ボ
タ

ン
ダ

イ
ヤ

ル
信

号
の

条
件

 

 
第

１
 

ダ
イ

ヤ
ル

番
号

の
周

波
数

 

ダ
イ

ヤ
ル

番
号

 
周

波
数

 

97



 

8頁 

１
 

6
9
7
H
z

及
び

1
,
2
0
9
H
z
 

２
 

6
9
7
H
z

及
び

1
,
3
3
6
H
z
 

３
 

6
9
7
H
z

及
び

1
,
4
7
7
H
z
 

４
 

7
7
0
H
z

及
び

1
,
2
0
9
H
z
 

５
 

7
7
0
H
z

及
び

1
,
3
3
6
H
z
 

６
 

7
7
0
H
z

及
び

1
,
4
7
7
H
z
 

７
 

8
5
2
H
z

及
び

1
,
2
0
9
H
z
 

８
 

8
5
2
H
z

及
び

1
,
3
3
6
H
z
 

９
 

8
5
2
H
z

及
び

1
,
4
7
7
H
z
 

０
 

9
4
1
H
z

及
び

1
,
3
3
6
H
z
 

＊
 

9
4
1
H
z

及
び

1
,
2
0
9
H
z
 

＃
 

9
4
1
H
z

及
び

1
,
4
7
7
H
z
 

Ａ
 

6
9
7
H
z

及
び

1
,
6
3
3
H
z
 

Ｂ
 

7
7
0
H
z

及
び

1
,
6
3
3
H
z
 

Ｃ
 

8
5
2
H
z

及
び

1
,
6
3
3
H
z
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9頁 

Ｄ
 

9
4
1
H
z

及
び

1
,
6
3
3
H
z
 

 
第

２
 

そ
の

他
の

条
件

 

項
目

 
条

件
 

信
号

周
波

数
偏

差
 

信
号

周
波

数
の

±
1
.5

％
以

内
 

信
号

送
出

電
力

の
許

容
範

囲
 

低
群

周
波

数
 

図
１

に
示

す
。

 

高
群

周
波

数
 

図
２

に
示

す
。

 

二
周

波
電

力
差

 
５

d
B
以

内
、

か
つ

、
低

群
周

波
数

の
電

力
が

高
群

周
波

数
の

電
力

を
超

え
な

い
こ

と
。

 

信
号

送
出

時
間

 
5
0
m
s
以

上
 

ミ
ニ

マ
ム

ポ
ー

ズ
 

3
0
m
s
以

上
 

周
期

 
1
2
0
m
s

以
上

 

 
 
注

１
 

低
群

周
波

数
と

は
、

6
9
7Hz

、
77
0H
z

、
8
52
H
z

及
び

9
4
1H
z

を
い

い
、

高
群

周
波

数
と

は
、

1,
2
0
9
H
z
、

1
,
3
3
6
H
z
、

1,
4
7
7
H
z
及

び
1
,
6
3
3
H
z
を

い
う

。
 

 
 

 
２

 
ミ

ニ
マ

ム
ポ

ー
ズ

と
は

、
隣

接
す

る
信

号
間

の
休

止
時

間
の

最
小

値
を

い
う

。
 

 
 

 
３

 
周

期
と

は
、

信
号

送
出

時
間

と
ミ

ニ
マ

ム
ポ

ー
ズ

の
和

を
い

う
。
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10頁 

図
１

 
信

号
送

出
電

力
許

容
範

囲
（

低
群

周
波

数
）

 

 

注
１

 
供

給
電

流
が

20
m
A
未

満
の

場
合

の
信

号
送

出
電

力
は

、
－

15
.
4d
Bm

以
上

－
3
.
5
d
B
m
以

下
で

あ
る

こ
と

。
供

給
電

流
が

1
2
0m
A

を
超

え
る

場
合

の
信

号
送

出
電

力
は

､
－

20
.
3d
Bm

以
上

－
5
.
8
d
B
m
以

下
で

あ
る

こ
と

。
 

２
 

d
B
m

は
、

絶
対

レ
ベ

ル
を

表
す

単
位

と
す

る
。

 

図
２

 
信

号
送

出
電

力
許

容
範

囲
（

高
群

周
波

数
）
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11頁 

 

注
１

 
供

給
電

流
が

20
m
A
未

満
の

場
合

の
信

号
送

出
電

力
は

、
－

1
4
dBm

以
上

－
2
.5
d
Bm

以
下

で
あ

る
こ

と
。

供
給

電
流

が
1
2
0mA

を
超

え
る

場
合

の
信

号
送

出
電

力
は

、
－

20
.
3d
B
m
以

上
－

5
.7
d
Bm

以
下

で
あ

る
こ

と
。

 

２
 

d
B
m

は
、

絶
対

レ
ベ

ル
を

表
す

単
位

と
す

る
。

 

別
表

第
三

号
 

ア
ナ

ロ
グ

電
話

端
末

等
の

送
出

電
力

の
許

容
範

囲
 

項
目

 
ア

ナ
ロ

グ
電

話
端

末
等

の
送

出
電

力
の

許
容

範
囲

 

4
k
Hz

ま
で

の
送

出
電

力
 

－
８

d
Bm

（
平

均
レ

ベ
ル

）
以

下
で

、
か

つ
、

０

d
B
m

（
最

大
レ

ベ
ル

）
を

超
え

な
い

こ
と

。
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12頁 

不
要

送
出

レ
ベ

ル
 

４
kH
z

か
ら

８
k
H
z

ま
で

 
－

2
0
d
B
m

以
下

 

８
kH
z

か
ら

1
2
k
H
z
ま

で
 

－
4
0
d
B
m

以
下

 

1
2
k
H
z
以

上
の

各
４

kH
z

帯
域

 
－

6
0d
Bm

以
下

 

注
１

 
平

均
レ

ベ
ル

と
は

、
端

末
設

備
の

使
用

状
態

に
お

け
る

平
均

的
な

レ
ベ

ル
（

実
効

値
）

で
あ

り
、

最
大

レ
ベ

ル
と

は
、

端
末

設
備

の
送

出
レ

ベ
ル

が
最

も
高

く
な

る
状

態
で

の
レ

ベ
ル

（
実

効
値

）
と

す
る

。
 

２
 

送
出

電
力

及
び

不
要

送
出

レ
ベ

ル
は

、
平

衡
60

0
オ

ー
ム

の
イ

ン
ピ

ー
ダ

ン
ス

を
接

続
し

て
測

定
し

た
値

を
 

絶
対

レ
ベ

ル
で

表
し

た
値

と
す

る
。

 

 
 

３
 

dB
m

は
、

絶
対

レ
ベ

ル
を

表
す

単
位

と
す

る
。

 

別
表

第
四

号
 

メ
タ

リ
ッ

ク
伝

送
路

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
の

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

端
末

等
 

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
の

種
類

 
電

気
的

条
件

 

I
T
U
―

T
勧

告
G
.
9
6
1
A
p
p
e
n
d
i
x
Ⅲ

（
T
C
M

方
式

）
 

1
1
0
Ω

の
負

荷
抵

抗
に

対
し

て
、

7
.
2
V
（

０
－

P
）

以
下

（
孤

立
パ

ル
ス

中
央

値
（

時
間

軸
方

向
）

）
 

I
T
U
―

T
勧

告
G
.
9
6
1
A
p
p
e
n
d
i
x
Ⅱ

（
E
C
方

式
）

 
1
3
5
Ω

の
負

荷
抵

抗
に

対
し

て
、

2
.
6
2
5
V
（

０
－

P
）

以
下

 

別
表

第
五

号
 

光
伝

送
路

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
の

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

端
末

等
 

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
の

種
類

 
光

学
的

条
件
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13頁 

光
伝

送
路

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
 

－
７

d
Bm

（
平

均
レ

ベ
ル

）
以

下
 

別
表

第
六

号
 

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

端
末

等
が

ア
ナ

ロ
グ

電
話

端
末

等
と

通
信

す
る

場
合

の
送

出
電

力
 

項
目

 
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
端

末
等

が
ア

ナ
ロ

グ
電

話
端

末
等

と
通

信

す
る

場
合

の
送

出
電

力
 

送
出

電
力

 
－

３
d
Bm

（
平

均
レ

ベ
ル

）
以

下
 

 
注

１
 

平
均

レ
ベ

ル
と

は
、

端
末

設
備

の
使

用
状

態
に

お
け

る
平

均
的

な
レ

ベ
ル

（
実

効
値

）
と

す
る

。
 

 
 

２
 

送
出

電
力

は
、

相
手

の
端

末
設

備
又

は
自

営
電

気
通

信
設

備
と

の
接

続
点

に
お

い
て

、
ア

ナ
ロ

グ
信

号
を

入

出
力

と
す

る
二

線
式

接
続

に
変

換
し

、
平

衡
6
0
0

オ
ー

ム
の

イ
ン

ピ
ー

ダ
ン

ス
を

接
続

し
て

測
定

し
た

値
を

絶

対
レ

ベ
ル

で
表

し
た

値
と

す
る

。
 

 
 

３
 

dB
m

は
、

絶
対

レ
ベ

ル
を

表
す

単
位

と
す

る
。
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1頁 

○
総
務
省
告
示
第 

 
 

号 

 

端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
総
務
省
令
第
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
第
四
号

の
規
定
に
基
づ
き
、
技
術
基
準
適
合
認
定
及
び
設
計
に
つ
い
て
の
認
証
の
対
象
と
な
る
端
末
機
器
を
次
の
よ
う
に
定
め
、

令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令
和 

 

年 
 

月 
 

日 

総
務
大
臣 

松
本 

剛
明 

一 

移
動
電
話
用
設
備
（
電
話
用
設
備
で
あ
っ
て
、
端
末
設
備
又
は
自
営
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
お
い
て
電
波
を

使
用
す
る
も
の
を
い
う

。
）

に
接
続
さ
れ
る
端
末
機
器
（
端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認
定
等
に
関
す
る
規
則
第
三

条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

。
） 

二 

無
線
呼
出
用
設
備
（
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
で
あ
っ
て
、
無
線
に
よ
っ
て
利
用
者
に

対
す
る
呼
出
し
（
こ
れ
に
付
随
す
る
通
報
を
含
む

。
）

を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
電
気
通
信
役
務
の
用
に
供
す
る

も
の
を
い
う

。
）

に
接
続
さ
れ
る
端
末
機
器 

104



 

1頁 

○
総
務
省
告
示
第 

 
 

号 

 

事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
号
）
第
三
十
五
条
の
二
の
七
第
一
項
、
第
三
十
五
条

の
七
の
二
第
一
項
並
び
に
第
四
十
五
条
の
九
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
端
末
設
備
の
技
術
基
準
を

次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令
和 

 

年 
 

月 
 

日 

総
務
大
臣 

松
本 

剛
明 

第
一 

二
線
式
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
（
特
定
端
末
設
備
に
限
る
。
以
下
同
じ

。
）

の
技
術
基
準
は
、
以
下
の
と
お
り

と
す
る
。 

 

一 

二
線
式
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
の
直
流
回
路
は
、
発
信
又
は
応
答
を
行
う
と
き
閉
じ
、
通
信
が
終
了
し
た
と
き

開
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

二 

二
線
式
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
は
、
発
信
に
関
す
る
次
の
機
能
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

㈠ 

自
動
的
に
選
択
信
号
を
送
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
直
流
回
路
を
閉
じ
て
か
ら
三
秒
以
上
経
過
後
に
選
択

信
号
の
送
出
を
開
始
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
回
線
か
ら
の
発
信
音
又
は
こ
れ
に
相
当
す

る
可
聴
音
を
確
認
し
た
後
に
選
択
信
号
を
送
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

㈡ 

発
信
に
際
し
て
相
手
の
端
末
設
備
か
ら
の
応
答
を
自
動
的
に
確
認
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
電
気
通
信
回
線

か
ら
の
応
答
が
確
認
で
き
な
い
場
合
、
選
択
信
号
送
出
終
了
後
二
分
以
内
に
直
流
回
路
を
開
く
も
の
で
あ
る
こ

105



 

2頁 

と
。 

 
 

㈢ 
自
動
再
発
信
（
応
答
の
な
い
相
手
に
対
し
引
き
続
い
て
繰
り
返
し
自
動
的
に
行
う
発
信
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）

を
行
う
場
合
（
自
動
再
発
信
の
回
数
が
十
五
回
以
内
の
場
合
を
除
く

。
）

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
回
数
は
最

初
の
発
信
か
ら
三
分
間
に
二
回
以
内
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
最
初
の
発
信
か
ら
三
分
を
超
え
て

行
わ
れ
る
発
信
は
、
別
の
発
信
と
み
な
す
。 

 
 

㈣ 

㈢
の
規
定
は
、
火
災
、
盗
難
そ
の
他
の
非
常
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

三 

二
線
式
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
の
選
択
信
号
は
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

㈠ 

ダ
イ
ヤ
ル
パ
ル
ス
に
あ
っ
て
は
、
別
表
第
一
号
の
条
件 

 
 

㈡ 

押
し
ボ
タ
ン
ダ
イ
ヤ
ル
信
号
に
あ
っ
て
は
、
別
表
第
二
号
の
条
件 

 

四 

二
線
式
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
で
あ
っ
て
、
通
話
の
用
に
供
す
る
も
の
は
、
電
気
通
信
番
号
規
則
（
令
和
元
年

総
務
省
令
第
四
号
）
別
表
第
十
二
号
に
掲
げ
る
緊
急
通
報
番
号
を
使
用
し
た
警
察
機
関
、
海
上
保
安
機
関
又
は
消

防
機
関
へ
の
通
報
（
以
下
「
緊
急
通
報
」
と
い
う

。
）

を
発
信
す
る
機
能
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

五 

直
流
回
路
を
閉
じ
て
い
る
と
き
の
二
線
式
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
の
直
流
回
路
の
電
気
的
条
件
は
、
次
の
と
お

り
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

㈠ 

直
流
回
路
の
直
流
抵
抗
値
は
、
二
〇
ミ
リ
ア
ン
ペ
ア
以
上
一
二
〇
ミ
リ
ア
ン
ペ
ア
以
下
の
電
流
で
測
定
し
た

値
で
五
〇
オ
ー
ム
以
上
三
〇
〇
オ
ー
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
直
流
回
路
の
直
流
抵
抗
値
と
電
気
通
信
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3頁 

事
業
者
の
交
換
設
備
か
ら
二
線
式
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
ま
で
の
線
路
の
直
流
抵
抗
値
の
和
が
五
〇
オ
ー
ム
以

上
一
、
七
〇
〇
オ
ー
ム
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

㈡ 

ダ
イ
ヤ
ル
パ
ル
ス
に
よ
る
選
択
信
号
送
出
時
に
お
け
る
直
流
回
路
の
静
電
容
量
は
、
三
マ
イ
ク
ロ
フ
ァ
ラ
ド

以
下
で
あ
る
こ
と
。 

 

六 

直
流
回
路
を
開
い
て
い
る
と
き
の
二
線
式
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
の
直
流
回
路
の
電
気
的
条
件
は
、
次
の
と
お

り
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

㈠ 

直
流
回
路
の
直
流
抵
抗
値
は
、
一
メ
ガ
オ
ー
ム
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

㈡ 

直
流
回
路
と
大
地
の
間
の
絶
縁
抵
抗
は
、
直
流
二
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
の
一
の
電
圧
で
測
定
し
た
値
で
一
メ
ガ

オ
ー
ム
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

㈢ 

呼
出
信
号
受
信
時
に
お
け
る
直
流
回
路
の
静
電
容
量
は
、
三
マ
イ
ク
ロ
フ
ァ
ラ
ド
以
下
で
あ
り
、
イ
ン
ピ
ー

ダ
ン
ス
は
、
七
五
ボ
ル
ト
、
一
六
ヘ
ル
ツ
の
交
流
に
対
し
て
二
キ
ロ
オ
ー
ム
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

 

七 

二
線
式
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
は
、
電
気
通
信
回
線
に
対
し
て
直
流
の
電
圧
を
加
え
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
。 

 

八 

二
線
式
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
の
送
出
電
力
の
許
容
範
囲
は
、
通
話
の
用
に
供
す
る
場
合
を
除
き
、
別
表
第
三

号
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

九 

複
数
の
電
気
通
信
回
線
と
接
続
さ
れ
る
二
線
式
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
の
回
線
相
互
間
の
漏
話
減
衰
量
は
、
一
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4頁 

、
五
〇
〇
ヘ
ル
ツ
に
お
い
て
七
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

十 
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
種
別
の
二
線
式
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
は
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
条
件
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

発
信
す
る
機
能
を
有
し
な
い
二
線
式
ア
ナ

ロ
グ
電
話
用
設
備 

四 

中
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
適
用
し
な

い
。 

二 

複
数
の
電
気
通
信
回
線
と
接
続
さ
れ
、
か

つ
、
回
線
切
替
機
能
を
有
す
る
二
線
式
ア
ナ

ロ
グ
電
話
用
設
備
で
あ
っ
て
衝
突
防
止
回
路

（
発
信
の
際
に
、
既
に
呼
出
信
号
を
受
信
し

て
い
る
電
気
通
信
回
路
を
捕
捉
す
る
こ
と
を

防
止
す
る
回
路
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）

を

有
す
る
も
の 

六

㈡ 

衝
突
防
止
回
路
を
取
り
外
し
た
状

態
に
お
け
る
直
流
回
路
と
大
地
の

間
の
絶
縁
抵
抗
を
も
っ
て
中
欄
に

掲
げ
る
規
定
を
適
用
す
る
。 

第
二 

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
（
特
定
端
末
設
備
に
限
る
。
以
下
同
じ

。
）

の
技
術
基
準
は
、
以
下
の
と
お
り
と

す
る
。 

 

一 

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
は
、
次
の
機
能
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
通
信
相
手
固
定
端
末
及

び
パ
ケ
ッ
ト
通
信
を
行
う
端
末
に
あ
っ
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

㈠ 

発
信
又
は
応
答
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
呼
設
定
用
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
呼
設
定
メ
ッ
セ
ー
ジ
又
は
応
答
メ
ッ
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5頁 

セ
ー
ジ
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）

を
送
出
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

㈡ 
通
信
を
終
了
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
呼
切
断
用
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
切
断
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
解
放
メ
ッ
セ
ー
ジ
又

は
解
放
完
了
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）

を
送
出
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

二 

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
は
、
発
信
に
関
す
る
次
の
機
能
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

㈠ 

発
信
に
際
し
て
相
手
の
端
末
設
備
か
ら
の
応
答
を
自
動
的
に
確
認
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
電
気
通
信
回
線

か
ら
の
応
答
が
確
認
で
き
な
い
場
合
、
呼
設
定
用
メ
ッ
セ
ー
ジ
送
出
終
了
後
二
分
以
内
に
呼
切
断
用
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
送
出
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

㈡ 

自
動
再
発
信
を
行
う
場
合
（
自
動
再
発
信
の
回
数
が
十
五
回
以
内
の
場
合
を
除
く

。
）

に
あ
っ
て
は
、
そ
の

回
数
は
最
初
の
発
信
か
ら
三
分
間
に
二
回
以
内
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
最
初
の
発
信
か
ら
三
分

を
超
え
て
行
わ
れ
る
発
信
は
、
別
の
発
信
と
み
な
す
。 

 
 

㈢ 

㈡
の
規
定
は
、
火
災
、
盗
難
そ
の
他
の
非
常
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

三 

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
で
あ
っ
て
、
通
話
の
用
に
供
す
る
も
の
は
、
緊
急
通
報
を
発
信
す
る
機
能
を
備
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

四 

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
は
、
次
の
電
気
的
条
件
及
び
光
学
的
条
件
の
い
ず
れ
か
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

㈠ 

メ
タ
リ
ッ
ク
伝
送
路
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
の
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
に
あ
っ
て
は
、
別
表
第
四
号
の
条
件 
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6頁 

 
 

㈡ 

光
伝
送
路
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
の
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
に
あ
っ
て
は
、
別
表
第
五
号
の
条
件 

 

五 
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
は
、
電
気
通
信
回
線
に
対
し
て
直
流
の
電
圧
を
加
え
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
。 

 

六 

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
が
ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
等
（
端
末
設
備
又
は
自
営
電
気
通
信
設
備
で
あ
っ
て
、
ア

ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
点
に
お
い
て
二
線
式
の
接
続
形
式
で
接
続
さ
れ
る
も
の
を
い
う

。
）

と
通
信

す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
通
話
の
用
に
供
す
る
場
合
を
除
き
、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
と
ア
ナ
ロ
グ
電
話
端

末
等
と
の
接
続
点
に
お
い
て
デ
ジ
タ
ル
信
号
を
ア
ナ
ロ
グ
信
号
に
変
換
し
た
送
出
電
力
は
、
別
表
第
六
号
の
と
お

り
と
す
る
。 

 

七 

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
の
う
ち
発
信
す
る
機
能
を
有
し
な
い
も
の
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
条
件
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

三 

上
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
適
用
し
な
い
。 
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7頁 

別
表

第
一

号
 

ダ
イ

ヤ
ル

パ
ル

ス
の

条
件

 

 
第

１
 

ダ
イ

ヤ
ル

パ
ル

ス
数

 

 
 

 
 

ダ
イ

ヤ
ル

番
号

と
ダ

イ
ヤ

ル
パ

ル
ス

数
は

同
一

で
あ

る
こ

と
。

た
だ

し
、

「
０

」
は

、
1
0
パ

ル
ス

と
す

る
。

 

 
第

２
 

ダ
イ

ヤ
ル

パ
ル

ス
の

信
号

 

ダ
イ

ヤ
ル

パ
ル

ス
の

種
類

 
ダ

イ
ヤ

ル
パ

ル
ス

速
度

 
ダ

イ
ヤ

ル
パ

ル
ス

メ
ー

ク
率

 
ミ

ニ
マ

ム
ポ

ー
ズ

 

1
0
パ

ル
ス

毎
秒

方
式

 
1
0
±

1.
0
パ

ル
ス

毎
秒

以
内

 
3
0
％

以
上

4
2
％

以
下

 
6
0
0
m
s

以
上

 

2
0
パ

ル
ス

毎
秒

方
式

 
2
0
±

1.
6
パ

ル
ス

毎
秒

以
内

 
3
0
％

以
上

3
6
％

以
下

 
4
5
0
m
s

以
上

 

 
 

注
１

 
ダ

イ
ヤ

ル
パ

ル
ス

速
度

と
は

、
１

秒
間

に
断

続
す

る
パ

ル
ス

数
を

い
う

。
 

 
 

 
２

 
ダ

イ
ヤ

ル
パ

ル
ス

メ
ー

ク
率

と
は

、
ダ

イ
ヤ

ル
パ

ル
ス

の
接

（
メ

ー
ク

）
と

断
（

ブ
レ

ー
ク

）
の

時
間

の

割
合

を
い

い
、

次
式

で
定

義
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
 

 
ダ

イ
ヤ

ル
パ

ル
ス

メ
ー

ク
率

＝
｛

接
時

間
÷

（
接

時
間

＋
断

時
間

）
｝

×
1
0
0

（
％

）
 

 
 

 
３

 
ミ

ニ
マ

ム
ポ

ー
ズ

と
は

、
隣

接
す

る
パ

ル
ス

列
間

の
休

止
時

間
の

最
小

値
を

い
う

。
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8頁 

別
表

第
二

号
 

押
し

ボ
タ

ン
ダ

イ
ヤ

ル
信

号
の

条
件

 

 
第

１
 

ダ
イ

ヤ
ル

番
号

の
周

波
数

 

ダ
イ

ヤ
ル

番
号

 
周

波
数

 

１
 

6
9
7
H
z

及
び

1
,
2
0
9
H
z
 

２
 

6
9
7
H
z

及
び

1
,
3
3
6
H
z
 

３
 

6
9
7
H
z

及
び

1
,
4
7
7
H
z
 

４
 

7
7
0
H
z

及
び

1
,
2
0
9
H
z
 

５
 

7
7
0
H
z

及
び

1
,
3
3
6
H
z
 

６
 

7
7
0
H
z

及
び

1
,
4
7
7
H
z
 

７
 

8
5
2
H
z

及
び

1
,
2
0
9
H
z
 

８
 

8
5
2
H
z

及
び

1
,
3
3
6
H
z
 

９
 

8
5
2
H
z

及
び

1
,
4
7
7
H
z
 

０
 

9
4
1
H
z

及
び

1
,
3
3
6
H
z
 

＊
 

9
4
1
H
z

及
び

1
,
2
0
9
H
z
 

＃
 

9
4
1
H
z

及
び

1
,
4
7
7
H
z
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9頁 

Ａ
 

6
9
7
H
z

及
び

1
,
6
3
3
H
z
 

Ｂ
 

7
7
0
H
z

及
び

1
,
6
3
3
H
z
 

Ｃ
 

8
5
2
H
z

及
び

1
,
6
3
3
H
z
 

Ｄ
 

9
4
1
H
z

及
び

1
,
6
3
3
H
z
 

 
第

２
 

そ
の

他
の

条
件

 

項
目

 
条

件
 

信
号

周
波

数
偏

差
 

信
号

周
波

数
の

±
1
.5

％
以

内
 

信
号

送
出

電
力

の
許

容

範
囲

 

低
群

周
波

数
 

図
１

に
示

す
。

 

高
群

周
波

数
 

図
２

に
示

す
。

 

二
周

波
電

力
差

 
５

dB
以

内
、

か
つ

、
低

群
周

波
数

の
電

力
が

高
群

周
波

数
の

電
力

を
超

え
な

い
こ

と
。

 

信
号

送
出

時
間

 
5
0
m
s
以

上
 

ミ
ニ

マ
ム

ポ
ー

ズ
 

3
0
m
s
以

上
 

周
期

 
120ms以

上
 

 
 
注

１
 

低
群

周
波

数
と

は
、

6
9
7Hz

、
77
0H
z

、
8
52
H
z

及
び

9
4
1H
z

を
い

い
、

高
群

周
波

数
と

は
、

1,
2
0
9
H
z
、
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10頁 

1
,
3
3
6
H
z
、

1,
4
7
7
H
z
及

び
1
,
6
3
3
H
z
を

い
う

。
 

 
 

 
２

 
ミ

ニ
マ

ム
ポ

ー
ズ

と
は

、
隣

接
す

る
信

号
間

の
休

止
時

間
の

最
小

値
を

い
う

。
 

 
 

 
３

 
周

期
と

は
、

信
号

送
出

時
間

と
ミ

ニ
マ

ム
ポ

ー
ズ

の
和

を
い

う
。

 

図
１

 
信

号
送

出
電

力
許

容
範

囲
（

低
群

周
波

数
）

 

 

注
１

 
供

給
電

流
が

20
m
A
未

満
の

場
合

の
信

号
送

出
電

力
は

、
－

15
.
4d
Bm

以
上

－
3
.
5
d
B
m
以

下
で

あ
る

こ
と

。
供

給
電

流
が

1
2
0m
A

を
超

え
る

場
合

の
信

号
送

出
電

力
は

､
－

20
.
3d
Bm

以
上

－
5
.
8
d
B
m
以

下
で

あ
る

こ
と

。
 

２
 

d
B
m

は
、

絶
対

レ
ベ

ル
を

表
す

単
位

と
す

る
。
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11頁 

図
２

 
信

号
送

出
電

力
許

容
範

囲
（

高
群

周
波

数
）

 

 

注
１

 
供

給
電

流
が

20
m
A
未

満
の

場
合

の
信

号
送

出
電

力
は

、
－

1
4
dBm

以
上

－
2
.5
d
Bm

以
下

で
あ

る
こ

と

。
供

給
電

流
が

1
2
0m
A

を
超

え
る

場
合

の
信

号
送

出
電

力
は

、
－

20
.
3d
Bm

以
上

－
5
.
7
d
B
m
以

下
で

あ
る

こ
と

。
 

２
 

d
B
m

は
、

絶
対

レ
ベ

ル
を

表
す

単
位

と
す

る
。
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12頁 

別
表

第
三

号
 

二
線

式
ア

ナ
ロ

グ
電

話
用

設
備

の
送

出
電

力
の

許
容

範
囲

 

項
目

 
二

線
式

ア
ナ

ロ
グ

電
話

用
設

備
の

送
出

電
力

の
許

容

範
囲

 

４
k
H
z

ま
で

の
送

出
電

力
 

－
８

d
Bm

（
平

均
レ

ベ
ル

）
以

下
で

、
か

つ
、

０

d
B
m

（
最

大
レ

ベ
ル

）
を

超
え

な
い

こ
と

。
 

不
要

送
出

レ
ベ

ル
 

４
kH
z

か
ら

８
k
H
z

ま
で

 
－

2
0
d
B
m

以
下

 

８
kH
z

か
ら

1
2
k
H
z
ま

で
 

－
4
0
d
B
m

以
下

 

1
2
k
H
z
以

上
の

各
４

kH
z

帯
域

 
－

6
0d
Bm

以
下

 

注
１

 
平

均
レ

ベ
ル

と
は

、
端

末
設

備
の

使
用

状
態

に
お

け
る

平
均

的
な

レ
ベ

ル
（

実
効

値
）

で
あ

り
、

最
大

レ
ベ

ル
と

は
、

端
末

設
備

の
送

出
レ

ベ
ル

が
最

も
高

く
な

る
状

態
で

の
レ

ベ
ル

（
実

効
値

）
と

す
る

。
 

２
 

送
出

電
力

及
び

不
要

送
出

レ
ベ

ル
は

、
平

衡
60

0
オ

ー
ム

の
イ

ン
ピ

ー
ダ

ン
ス

を
接

続
し

て
測

定
し

た
値

を
 

絶
対

レ
ベ

ル
で

表
し

た
値

と
す

る
。

 

 
 

３
 

dB
m

は
、

絶
対

レ
ベ

ル
を

表
す

単
位

と
す

る
。
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13頁 

別
表

第
四

号
 

メ
タ

リ
ッ

ク
伝

送
路

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
の

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

用
設

備
 

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
の

種
類

 
電

気
的

条
件

 

I
T
U
―

T
勧

告
G
.
9
6
1
A
p
p
e
n
d
i
x
Ⅲ

（
T
C
M

方
式

）
 

1
1
0
Ω

の
負

荷
抵

抗
に

対
し

て
、

7
.
2
V
（

０
－

P
）

以
下

（

孤
立

パ
ル

ス
中

央
値

（
時

間
軸

方
向

）
）

 

I
T
U
―

T
勧

告
G
.
9
6
1
A
p
p
e
n
d
i
x
Ⅱ

（
EC

方
式

）
 

1
3
5
Ω

の
負

荷
抵

抗
に

対
し

て
、

2
.
6
2
5
V
（

０
－

P
）

以
下

 

  別
表

第
五

号
 

光
伝

送
路

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
の

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

用
設

備
 

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
の

種
類

 
光

学
的

条
件

 

光
伝

送
路

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
 

－
７

d
Bm

（
平

均
レ

ベ
ル

）
以

下
 

  別
表

第
六

号
 

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

用
設

備
が

ア
ナ

ロ
グ

電
話

端
末

等
と

通
信

す
る

場
合

の
送

出
電

力
 

項
目

 
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
用

設
備

が
ア

ナ
ロ

グ
電

話
端

末
等

と

通
信

す
る

場
合

の
送

出
電

力
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14頁 

送
出

電
力

 
－

３
d
Bm

（
平

均
レ

ベ
ル

）
以

下
 

 
注

１
 

平
均

レ
ベ

ル
と

は
、

端
末

設
備

の
使

用
状

態
に

お
け

る
平

均
的

な
レ

ベ
ル

（
実

効
値

）
と

す
る

。
 

 
 

２
 

送
出

電
力

は
、

相
手

の
端

末
設

備
又

は
自

営
電

気
通

信
設

備
と

の
接

続
点

に
お

い
て

、
二

線
式

の
接

続
形

式

を
有

す
る

ア
ナ

ロ
グ

電
話

用
設

備
と

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

用
設

備
と

の
接

続
点

に
お

い
て

、
ア

ナ
ロ

グ
信

号
を

入
出

力
と

す
る

二
線

式
接

続
に

変
換

し
、

平
衡

60
0

オ
ー

ム
の

イ
ン

ピ
ー

ダ
ン

ス
を

接
続

し
て

測
定

し
た

値
を

絶
対

レ
ベ

ル
で

表
し

た
値

と
す

る
。

 

 
 

３
 

dB
m

は
、

絶
対

レ
ベ

ル
を

表
す

単
位

と
す

る
。
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1頁 

○
総
務
省
告
示
第 

 
 

号 

 

端
末
設
備
等
規
則
及
び
端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
○
年

総
務
省
令
○
○
○
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
次
に
掲
げ
る
告
示
を
廃
止
し
、
令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令
和 

 

年 
 

月 
 

日 

総
務
大
臣 

松
本 

剛
明 

一 

平
成
十
一
年
郵
政
省
告
示
第
百
六
十
号
（
基
本
的
機
能
を
要
し
な
い
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
を
定
め
る
件
） 

二 

平
成
十
一
年
郵
政
省
告
示
第
百
六
十
一
号
（
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
の
電
気
的
条
件
及
び
光
学
的
条
件
を
定
め

る
件
） 

三 

平
成
十
六
年
総
務
省
告
示
第
九
十
五
号
（
技
術
基
準
適
合
認
定
及
び
設
計
に
つ
い
て
の
認
証
の
対
象
と
な
る
そ
の

他
端
末
機
器
を
定
め
る
件
） 

四 

平
成
二
十
三
年
総
務
省
告
示
第
八
十
五
号
（
端
末
設
備
等
規
則
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
不
合
理
な
ア
ナ
ロ

グ
電
話
端
末
等
及
び
そ
の
条
件
を
定
め
る
件
） 

五 

平
成
二
十
三
年
総
務
省
告
示
第
八
十
八
号
（
端
末
設
備
等
規
則
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
不
合
理
な
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
端
末
等
及
び
そ
の
条
件
を
定
め
る
件
） 

六 

平
成
二
十
三
年
総
務
省
告
示
第
八
十
九
号
（
端
末
設
備
等
規
則
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
不
合
理
な
総
合
デ

ジ
タ
ル
通
信
端
末
等
及
び
そ
の
条
件
を
定
め
る
件
） 
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